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Ⅰ 検討事項 

情報通信審議会情報通信技術分科陸上無線通信委員会(以下、「委員会」という。)は、電気通

信技術審議会諮問第2043号「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」に基づき、

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件について検討を行った。 
 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 

委員会は、検討の促進を図るために委員会の下に設置された空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システム作業班（以下、「作業班」という。）で検討を行った。 
委員会及び作業班の構成は、それぞれ別表１及び別表２のとおりである。 

 

Ⅲ 検討経過 
委員会及び作業班での検討経過は、以下のとおりである。 

1. 委員会 
ア 第46回（平成31年１月16日） 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件について検討するために作業班の

開始が承認された。 
 

イ 第47回（令和元年２月７日） 
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件に関する提案募集の結果について、

また当該結果を踏まえ作業班において検討を進めることについて報告を行った。 
 

2. 作業班 

ア 第１回（平成31年２月20日） 
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件について検討するために作業班の

再開が承認された。 
作業班の設置及び主任の指名について説明があり、主任代理及び構成員の指名並びにス

ケジュールについて確認等が行われた。また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技

術的条件に関する提案募集の結果等について説明があり、今後の検討課題等について議論

が行われた。 
 

イ 第２回（平成31年４月９日） 
各周波数帯における無線通信との共用条件案について議論が行われた。 
 

ウ 第３回（令和元年５月23日） 
各周波数帯における無線通信との共用条件案について議論が行われた。 
 

エ 第４回（令和元年７月９日） 
各周波数帯における無線通信との共用条件案について議論が行われた。 
 



２ 
 

オ 第５回（令和元年１２月６日） 
各周波数帯における無線通信との共用条件案について議論が行われた。 
 

 

カ 第６回（令和２年１月１０日） 
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Ⅳ 検討概要 

第１章 検討の背景 

1.1 ワイヤレス電力伝送システムの現状と動向 

近年、家電製品や電気自動車等において、無線技術により迅速かつ容易に充電することを可

能としたワイヤレス電力伝送システム（以下「WPT システム」という。）を導入するニーズが高

まっている。WPT システムは、磁界結合等の方式により、電源コード等を用いることなく、送電

部から受電部に対して電力を伝送することができるが、一方で、WPTシステムから放射される漏

えい電波が課題となる。そのため、総務省では、WPTシステムの導入に当たり、他の無線通信シ

ステムとの共用のための技術的条件を検討し、これまで、磁界結合・電界結合等の近接結合型 WPT

システムに関する制度化を行ってきたところである。 

 

磁界結合等の近接結合型の WPT システムは、送電部と受電部とを接近させて使用するもので

あるが、これらの方式とは異なり、遠く離れた場所にあるデバイスへの給電等を目的として、電

波によって電力を伝送する仕組み（空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム）の研究開発が進め

られている。近接結合型の WPT システムの有効射程範囲が 0～数十 cm であるのに対し、空間伝

送型ワイヤレス電力伝送システムでは 10m 以上離れたデバイスにも給電が可能（出力電力等に

よる）となるため、家庭内や工場内にある電子機器のワイヤレス化をはじめ、災害時の遠隔地へ

電力伝送等への活用に期待が寄せられている。 

 

 

図 1.1.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムへの期待 

 

特に近年は IoT 技術の進展により、センサを用いて工場のロボットの稼働状態等に関するデ

ータを取得・蓄積し、それらのデータを生産管理等に活用する等といったセンサネットワークを

活用したシステムの普及が進んでいるところ、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムをそれ

らのセンサへの給電に利用することで電池交換のためにロボットを停止させるといった作業が
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不要となり、工場の 24 時間稼働が可能となることから、産業界等から導入を希望する声が多く

聞かれており、実証実験も行われている。今後 IoT 化が進み、各種センサの利用の増加が予想さ

れるところ、配線や電池交換の問題を解決し、また太陽電池と異なりセンサに汚れが付着した場

合でも使用可能であるなどといったことから、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムが非常

に有効であると考えられる。 
 

 
 
 

 
図 1.1.2空間伝送型ワイヤレス電力伝送の利用シーン 

 
【国内の実証実験の事例】 

京都大学において、京都大学センター・オブ・イノベーション・プログラムの一環とし

て、国家戦略特別区域の制度を活用した特定実験試験局制度を用いて、次のような民間企

業と共同した実証実験が実施されている。 
(ア) 5Wの空中線電力で１０ｍ先のセンサを駆動し、データを収集するセンサネットワー

クシステムの社会実証実験（京都大学、パナソニック） 
(イ) 100Wの空中線電力で約 30Wの充電を行うといった電動車両向け空間伝送型ワイヤレ

ス電力伝送システムの社会実証実験（京都大学、三菱重工業株式会社） 
 

図 1.1.3 センサネットワークシステムの社会実証実験 
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図 1.1.4電動車両向け空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの社会実証実験 
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また、高度利用を目指した内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP：エスアイピ

ー）の第２期研究開発計画のテーマの一つである「IoE社会のエネルギーシステム」において、

遠距離・高効率・大電力で安全な空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを用いたエネルギー

マネジメントの実現に向けた技術・研究開発が課題の一つとなっている。そこでは、我が国が

強みを持つ次世代半導体を基にした高周波受電デバイスの研究開発、WPTシステムの送信側・受

信側の高効率化、高度伝送制御技術の研究開発等の基盤要素技術の研究開発を実施するととも

に、屋外での給電（ドローン（インフラ維持・管理））及び屋内での給電（センサーや情報機器

等）等の社会実装に向けたシステムの研究開発、安全性確保、標準化等の実用化までの一貫し

た取り組みが推進されている※1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.5 SIPにて推進する WPT研究概要 
 

1.2 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの仕組み 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、送受電間に空中線を対向させ、電波として電力を

伝送する方式であるため、無線通信と同様に遠距離の送電が可能となる。 
送電側の空中線には、無線通信システムと同様に、パラボラアンテナやアレーアンテナ等が用

いられ、受電側には、空中線素子で受信した高周波信号を、整流回路を介して電力として取り出

すレクテナと呼ばれる空中線が用いられる。 
しかし、遠方までの電力の伝送が可能である一方、無線通信機器と同様に、放射された電波が

他の無線通信に干渉を与えるおそれや送受電装置間に人が入り込むことが想定されることから、

他の無線通信との共存や電磁波の生体への安全性について考慮する必要がある。 

図 1.2.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの仕組み 
 

                                                   
※1  周波数資源開発シンポジウム 2019 資料 篠原,2019 

電力 

共振回路 

整流回路 
電波 

送信機 受信機 
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1.3 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制度化に向けた検討 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、既に実用化されているコイルを介した磁界結合型

ワイヤレス電力伝送システムや電極を介した電界結合型ワイヤレス電力伝送システムと異なり、

空中線を用いて空間へ意図的に電波を発射することで電力を伝送するという性格を有している。

このため、2018年（平成 30年）８月に公表された「電波有効利用成長戦略懇談会」の報告書にお

いて、「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム」の実用化に係る制度整備に当たっては、、周波

数の割当てや無線従事者の配置、受信設備への規律等が必要になると考えられることから、基本

的には、無線設備として規律していくことが適当と考えられるとの提言がなされた。 

 

○ 制度整備に当たっての考慮すべき課題等 
• 周波数割当て 
 無線局（無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体）には、電波有効利用に配意しつ

つ、使用目的に沿った個別の周波数が割り当てられる。免許審査では他の無線局との干渉

検討を実施する。 
 高周波利用設備は、電波を意図的に輻射するものではないため、個別の周波数は割り当

てられない。許可審査でも、他の無線局との干渉検討は実施しない。 
• 操作者 
 無線局には原則、無線設備の操作を行う無線従事者の配置が必要。 
 高周波利用設備は操作者に関する規定はない。 

• 有効期間 
 無線局免許の有効期間は５年。 
 高周波利用設備には許可の有効期間はない。 

• 受信設備に係る規律 
 無線設備には、受信設備の規律がある。 
 高周波利用設備には送信・受信の概念がないため、受信設備に係る規律はない。 

• 電波利用料等 
 無線局は、電波利用料や手数料を徴収。 
 高周波利用設備は、電波利用料や手数料徴収の対象ではない。 

 

提言を受け、平成 30 年 12 月 12 日に「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」

について情報通信審議会へ諮問がなされ、これを受けて、情報通信技術分科会 陸上無線通信委員

会に空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム作業班を設置する運びとなった。 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件の検討に当たり、導入を希望する空間伝

送型ワイヤレス電力伝送システムの条件（送受信距離、利用周波数、空中線電力等）について平

成 31年１月に一般に広く募集が行われた。 
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表 1.3.1 「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」に関する提案募集の結果 

 
 

 

作業班では、提案募集の結果等を踏まえ、無線設備との共用、生体への安全性等、空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件について検討を行った。 

 
1.4 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの市場規模予測 

情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会（第 47回）の資料 47-3-2「空間伝送

型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」に関する提案（ブロードバンドワイヤレスフォ

ーラム）における 2025 年の国内での空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの市場規模予測

は、表 1.4.1に示すように合計 5,520 億円である。 

 
表 1.4.1 2025年の国内での空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの市場規模予測 

用途 市場規模予測金額 
（2025 年、国内） 

①FA/IoT センサ 3,750 億円  
②介護・見守り用途センサ 500 億円  
③モバイル端末（スマートフォン、タブレット等） 1,270 億円  

合計 5,520 億円  

 
この予測値は、FA/IoTセンサ、スマートフォン、タブレットの数量、市場規模予測から下記

の様に推定された値である。 

①FA/IoTセンサ 

2025年の IoTセンサシステムは 250万システム、12.5 兆円規模（矢野経済研究所資料よ

り推定）。うち、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム搭載率 30%、システム中の空間伝

送型ワイヤレス電力伝送システムコスト比率 10%として算出。 

②介護・見守り用途センサ 

生体センシング、位置把握・管理、見守り等のセンサに空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システム機能を付加し、市場規模 5000億円の 10％に搭載されたと仮定した場合。 

③モバイル端末（スマートフォン、タブレット等） 

スマートフオン市場は 34百万システム、搭載率 47%として 550億円。タブレット端末 24

百万システム搭載率 30%として 230 億円。(富士経済推定、WPT 機器を 3,200 円～3,500 円



９ 
 

と想定)。更に、送電インフラ市場として 100万システム×5万円=500億円を想定 

 

令和元年版情報通信白書によれば、図 1.4.2～1.4.4 に示す世界的な市場としては、2018 年

に産業用途の IoT デバイスが 60.8 億台、ヘルスケア、医療用途の IoT デバイスはが 3.9 億台、

スマートフォンが 14.4憶台、タブレットが 1.4憶台との実績であり、IoTデバイスは今後も大

きな成長が予測されている。また、国内市場だけでなく、国内市場に比べて大きい全世界への

市場に日本発の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムが普及させていくことが期待される。 

 

 
図 1.4.2世界の IoTデバイス数の推移及び予測※2 

 
「産業用途」 ：オートメーション（IA/BA）、照明、エネルギー関連、セキュリティ、検査・

計測機器等オートメーション以外の工業・産業用途の機器。 
「医療」  ：画像診断装置ほか医療向け機器、コンシューマーヘルスケア機器 
 

                                                   
※2  令和元年版情報通信白書，総務省，2019 
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図 1.4.3世界のスマートフォン市場規模・出荷台数の推移及び予測※9 

 

 

図 1.4.4世界のタブレット市場規模・出荷台数の推移及び予測※9 
 

1.5 本システムの導入による市場規模予測 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム作業班では提案募集によって、屋内へのシステム導

入となるステップ１、屋外へのシステム導入を見込んだステップ２及び将来的な大容量伝送を

見込んだステップ３の段階を踏んだ普及案が示された。しかし、共用検討等を進めて行く途上

において、当初のシステム導入では、他の無線システムとの共用をする上での制限事項を設け

た導入が不可欠との検討結果になった。そのため、本項では、屋内へのシステム導入となるス
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テップ１の普及についての検討を実施した。 

 

920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは実証試験にて行った半分以下の空中線

電力である RFID システムと同等の構成による使用に制限した。 

2.4GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは１階又は地下階での使用のみとして２

階以上の高層では使用しないものとし、スーパーやオフィス等の WPT 管理環境下とした無人時

の給電でのみでの使用に制限した。 

5.7GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは電力消費の大きい大型センサ、大規模工

場での数十ｍの伝送距離となる各種センサ、屋外監視カメラ等への給電用途を見込んでいたが、

キャリアセンスによる停波を設けること及び屋内の無人工場や無人倉庫等管理環境下でのみで

の使用に制限した。 

このような他の無線システムとの共用をする上での制限事項を設けた使用環境とした事で、

システム導入時の市場規模は当初予想より小さくなる事が予想される。そのため、限定された

使用環境におけるユースケース及び市場規模について見直しを実施した。また、空間伝送型ワ

イヤレス電力伝送システムの有用性と、社会的価値についても用途ごとに検討を実施した。 

 

ステップ１では WPT 屋内設置環境の「WPT 管理環境」と 920MHz 帯のみ「WPT 一般環境」にお

いても使用する。 

WPT 管理環境で想定されるユースケース 

 工場、倉庫、配送センターの無人エリアでの、センサ、カメラ等への給電であり、

920MHz 帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の３つの周波数帯が用いられる。 

 工場、倉庫、配送センターの有人エリアでの、センサ、表示器等への給電であり、

920MHz 帯のみが用いられる。 

 

WPT 一般環境で想定されるユースケース 

 物流現場での品質見守り用センサ等への給電であり、920MHz 帯のみが用いられる。 

 老人介護施設等での見守りセンサ等への給電であり、920MHz 帯のみが用いられる。 

 

上記のユースケースに該当する施設は下記を想定 

①屋内の無人の工場ライン（組み立て型工場） 

②プラント（加工型工場） 

③自動倉庫 

④自動仕分けライン（配送センター） 

⑤介護施設、老人施設等（920MHz帯のみ） 

施設における使用数は、用途面積を用いて設定し、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム

市場の予測試算を実施した。 

 

表 1.5.1 ステップ１で予想される使用用途 

ユースケース 

WPT管理環境 WPT一般環境 

無人 有人 有人 

920MHz帯 

2.4GHz帯 

5.7GHz帯 

920MHz帯 920MHz帯 
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①屋内の無人の工場ライン（組み立て型

工場） 
用途１ — — 

②プラント（加工型工場） 用途２ — — 

③自動倉庫 用途３ — — 

④（自動）仕分けライン（配送センター） 用途３ 用途４ 用途４ 

⑤介護施設、老人施設等 — — 用途５ 

 

用途 １ 

組み立て型の無人工場ラインにおいて、ロボット及び周辺機器に設置されたセンサへの給電

に 920MHz 帯、2.4GHz 帯、5.7GHz 帯の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを使用する。空

間伝送型ワイヤレス電力伝送を用いることで、小型センサ群については、配線工事不要、可動

部の配線の断線による故障がない、センサ付きアタッチメント等の組込み器具の交換が自動で

可能といった生産性向上、信頼性向上のメリットが得られる。このように小型センサ群に用い

られる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの台数を産業用ロボットの国内出荷台数※3から

予測し試算した。 

 
用途 ２ 

プラント等の加工型工場の無人エリアにおける圧力センサ、温度センサ、振動センサ、電流

センサ等の低消費電力のインテリジェントセンサへの給電に 920MHz 帯、2.4GHz 帯、5.7GHz 帯

の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを使用する。空間伝送型ワイヤレス電力伝送を用い

ることで、配線工事不要、センサの取り付け位置変更が容易といった生産性向上のメリットが

得られる。このように用いられる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの台数を、インテリ

ジェントセンサの国内市場台数※4から試算した。 

 
用途 ３ 

倉庫、配送センターの無人エリアでの、センサ、表示器等への給電に 920MHz帯、2.4GHz帯、

5.7GHz 帯いずれかの空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを使用する。空間伝送型ワイヤレ

ス電力伝送を用いることで、構造物に設置するセンサの配線工事が不要になるだけでなく、パ

レットや荷物にもセンサの設置が可能となり、荷物の温湿度や振動等の異常検知等、保管・仕

分け品質管理、履歴管理ができるといった生産性向上、品質向上のメリットが得られる。この

ように用いられる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの台数を、自動倉庫の出荷統計※5の

面積（パレット数を面積に換算）から試算した。 
 

用途 ４ 
RFIDシステムが使用されている配送センターその他の物流現場等の有人エリア、無人エリア

で、品質センサ等への給電を 920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムとして置き換え

                                                   
※3 （―社）日本ロボット工業会 年間統計推移表 https://www.jara.jp/data/dl/yeartable.pdf 
※4 NEXT FACTORY 関連市場の実態と将来展望 2019（富士経済, 2019） 
※5 「2018 年度 物流システム機器生産出荷統計」公益社団法人日本ロジスティクスシステム協

会 http://www.logistics.or.jp/data/survey/manufacture.html 
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て使用する。空間伝送型ワイヤレス電力伝送を用いることで、構造物に設置するセンサの配線

工事が不要になるだけでなく、パレット、コンテナ及び荷物にもセンサの設置が可能となり、

荷物の温湿度や振動等の異常検知等、保管・仕分け品質管理、履歴管理ができるといった生産

性向上、品質向上のメリットが得られる。このように用いられる空間伝送型ワイヤレス電力伝

送システムの台数を、パッシブ系電子タグシステムの普及予測台数(中・高出力)※6の一部が置

き換えられるとして試算した。 

 
用途 ５ 

老人介護施設等で、見守りセンサへの給電に 920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システ

ムを使用する。介護分野においては有効求人倍率 3.5倍（2017年）と人材が不足しており、老

齢化の進展に伴い必要な人材は 2016 年度の 190 万人から 2025 年度 245 万人と増加が見込まれ

ている。この需要増に対して、離職防止や生産性向上が求められ、介護ロボットやＩＣＴ活用

推進が期待されており、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを用いた、配線不要、電池交

換不要の見守りセンサにより、介護の監視補助、生体管理の向上、状態監視によるサービス向

上、介護担当者の負担軽減等のメリットが得られる。このように用いられる空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムの台数を、有料老人ホームの定員※7から試算した。 

 
用途１～５に示した様に、共用する上での制限事項を見込んだ屋内へのシステム導入となる

ステップ１における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの有用性を検証した。さらにこの

結果を踏まえた市場規模の試算結果を図 1.5.1 に示す。ステップ１での空間伝送型ワイヤレス

電力伝送システムの市場規模は 2025 年に約 700億円の市場が見込まれる。 

 

図 1.5.1ステップ１での国内の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの市場規模予測 

                                                   
※6 920MHz 帯小電力無線システムの高度化に係る技術的条件, 総務省, 2019 
※7 平成 29 年社会福祉施設等調査の概況, 厚生労働省 2017, 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/17/index.html  
「福祉・介護人材の確保に向けた 取組について」平成 30 年 9 月 6 日厚生労働省 社会・援護局 
福祉基盤課 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000363270.pdf 
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また、国外における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの開発・標準化動向を考慮する

と、第２ステップ以降を含め、今後の世界市場において日本発の技術としてリードするためた

めには、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの第１ステップの市場を形成することが急務

であると予想している。 
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第２章 電波利用に対する要求条件 

2.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの利用のニーズ 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける電波利用に対する要求条件について、提案募

集及び作業班でのヒアリング等により、検討を行った。 
 
2.2 要求条件 

前節で記載したニーズを更に具体的に検討した結果、低コストの無線設備実現、国際標準化

の観点も踏まえ、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに活用可能な３つの周波数について

検討対象を絞った。周波数帯の特徴と利用方法を表 2.1.1に示す。 

 
表 2.2.1 利用希望周波数における特徴と利用方法 

周波数 

特徴（同一条件時） 

利用方法  
 

 

920MHz 帯 

 無指向性アンテナ又はワ

イドビームにより物陰等

の見通し外を含めた広範

囲、複数同時に送電を行う 

2.4GHz 帯 

 Wi-Fi 機器を利用したビー

コン信号等により既存シ

ステムと連携し、廉価な受

電装置により電力の１対

１送電を行う 

5.7GHz 帯 

 専用受電装置により細か

い制御による受電装置と

の連携制御を行い、長い時

間の送電と高電力の１対

１送電を行う 

 
表 2.1.1 の周波数特徴と利用方法を踏まえた空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに係る

具体的なユースケース及び要求条件を表 2.1.2に示す。 
 

表 2.2.2空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに対する要求条件 

使用環境 
920MHz ：屋内工場、介護施設等 

2.4GHz ：屋内工場、プラント、倉庫等 

5.7GHz ：屋内工場、プラント、倉庫等 

利用目的 
920MHz ：センサネットワークの電源提供 

2.4GHz ：センサ、表示器等の電源提供 

5.7GHz ：センサ、表示器等の電源提供 

給電台数 
（送電装置１台あたり） 

920MHz ：5～10台（同時） 

2.4GHz ：1～数 10台（逐次） 

送信 
距離 

送受 
回路 

アンテナ 
大きさ 

伝搬 
特性 

長距離化 低コスト化 大型化 

高コスト化 小型化 直進性 
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5.7GHz ：1～数 10台（逐次） 

伝送電力 
920MHz ：数μW ～ 数百μW 

2.4GHz ：約 50mW ～ 約 2W 

5.7GHz ：数 mW ～ 数 100mW 

伝送距離 
920MHz ： ～5m程度 

2.4GHz ： ～10m程度 

5.7GHz ： ～10m程度 

設置者 他の無線設備の利用も可能 

人がいる時の送信 
920MHz ：実施する 

2.4GHz ：実施しない 

5.7GHz ：実施しない 

送信環境の認知 
920MHz ：可能又は不可能 

2.4GHz ：可能 

5.7GHz ：可能 

 
(1) 920MHz 帯 

920MHz 帯の電波は伝搬損失が小さく、構造物の影等へも比較的回り込んで伝搬可能であり、

低電力ながら広範囲のセンサへ給電が期待できることから、工場や介護現場のセンサネットワ

ークの電源として１対Ｎの多数同時給電に適している。 

なお、RFIDシステムと同一チャンネル及び同等の仕様であることから、すでに市場に出回っ

ている RFID システムへの応用、移動等により送信装置から受電装置が人体により遮蔽されやす

いバイタルセンサ、位置センサ、ロボット等の可動により一定方向に空中線を向ける事が難し

い機器に使用するセンサ類への給電利用が想定される。また、RFIDシステムが使用するバック

スキャッタ通信等の既存受信機器をそのまま流用する事が可能であり既存市場への展開が見込

まれる。 

人が持つセンサや可動部に取り付けられ一定方向からの受電とならないセンサへの給電では、

人体防護指針以下となる弱い電力を常時送信による２次電池への長時間のながら充電により、

電池交換や配線が不要となる事から市場からのニーズがある。 

 

 

   

(a)製品や動線管理   (b)ロボットの可動部センサ  (c)健康管理・見守り 

 （工場品質）       （工場品質）        （介護現場） 

図 2.2.1 920MHz帯での利用シーン 

 

技術的条件への要求条件としては、既存 RFID システムと同等の等価等方輻射電力（EIRP）4W
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による 5m程度をサービスエリア（送電可能な範囲）として整理した。しかし、ヒアリングでは、

屋外利用での見守りセンサや構造物の点検用センサ等、給電距離・使用環境を拡大した図 3.2

に示す第 2 ステップでのユースケースが見込まれている。しかし、これを実現するためには人

体防護指針値を超える範囲が広くなる事から人体回避技術、他の通信システムの検出・回避技

術等が必要であることから、現時点では研究途中であり、今回の要求条件からは見送った。 

 

    

(a)トンネル内センサ給電      (b)敷地内での見守センサ給電 

図 2.2.2 920MHz帯での第２ステップ利用シーン 

 

(2) 2.4GHz 帯 

2.4GHz 帯は無線 LAN システム等の信号を利用した位置推定や受電制御が可能であり、既設無

線システムに空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを組み込む事でワイヤレスによる機器利

用が可能となる。また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの送信装置を他の 2.4GHz帯を

使用しているシステム、構内無線局、特定小電力無線及び ISM 機器に連携・追加する利用形態

が想定され、広範囲な市場形成と世界市場への展開が見込まれる。 

2.4GHz 帯は 920MHz 帯と比較して、指向性を制御した１対１の受電制御が可能なことから高

電力が給電できる装置と期待できる一方、無線 LANシステム等で世界的に広く使用されており、

送受電機器として汎用部品が調達可能であることから、新規メーカの市場参入が容易な環境が

整っており低コスト化と早い展開による市場規模の拡大が見込まれる。 

本検討における 2.4GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは高い EIRPとなる事から、

電波防護指針による管理環境による使用を前提として電波防護指針値を超える範囲に人が立ち

入った場合及びキャリアセンスにより無線 LAN システム等の他無線設備への干渉が想定される

場合は、送信を行わないシステムとして要求条件を整理した。 

そのため、本システムでの利用シーンとしては図 2.2.3 に示す無人倉庫、工場等では休止中

や夜間の無人時での給電となる事が考えられる。しかし、使用環境の制約はあるものの、セン

サ機器への配線不要によるレイアウトの自由化、電池交換や充電忘れの管理が不要となる事か

ら市場ニーズが存在している。 
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図 2.2.3 2.4GHz帯での利用シーン 

 

本検討のヒアリングにおいてはスマートオフィス、スマートホームにおける各種センサ、店

舗における電子棚札、スマートフォン・タブレット等のモバイル端末への給電とした送信が認

知されない図 2.2.4に示す WPT一般環境でのユースケースも見込まれている。 

しかし、実用化に際しては人体を含めた障害物回避技術（ビーコン信号を利用したレトロデ

ィレクティブ方式等）や他の無線システム検出時の無停波による回避技術等に関して研究途中

であることから今回の要求条件からは見送った。 

 

 

  

(a)オフィスにおけるセンサへの給電    (b)店舗における電子棚札への給電 

図 2.2.4 2.4GHz 帯での第 2ステップ利用シーン 

 

(3) 5.7GHz 帯 

5.7GHz 帯は、周波数が高い事で 2.4GHz 帯より空中線の小型化が可能となる事から小型・軽

量な専用受電装置の開発が可能であり、また、受電装置からの専用ビーコンを使用した高精度

の位置推定と広範囲での検出が可能となる。送信装置においても、ビームを絞った狭ビームに

より給電対象を絞り、切替えながらの継続給電が可能なる。そのため、工場の無人ラインに使

用するロボットへの組込みセンサ等への給電、倉庫の専用表示器の無人化が進む設備における

大規模なセンサ群等への給電に利用されることが想定される。 

また、無線 LAN システム等で世界的に広く使用されており、送受電機器として汎用部品等によ

る調達性を含めた低コストにて製品化が可能であり、他地域での製品化も容易であることから

と技術展開により世界市場への発展が見込まれる。 

本検討における 5.7GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、高い EIRP である事か

ら電波防護指針による管理環境による使用を前提として電波防護指針値を超える範囲に人が立

ち入った場合、またキャリアセンスにより無線 LAN システム等の他無線設備との干渉が想定さ

れる場合は送信を行わないシステムとして要求条件を整理した。 
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そのため、利用シーンとしては図 2.2.5 に示す工場の無人区画でのロボット用センサ、無人倉

庫等のピッキング表示用等となる。制限の発生する利用環境ではあるが、無人区画への人が立

ち入っての電池交換は不要となり、倉庫棚内の自由なレイアウト（保管品）変更等が容易とな

る。また、高精度な制御により隈なく給電できることから市場ニーズが存在する。 

  

   (a)工場内のセンサ給電       (b)倉庫等のピッキング表示器 

図 2.2.5 5.7GHz帯での利用シーン例 

 

本検討のヒアリングにおいては、図 2.2.6 に示す様に作業者等がいる環境にて複数の送信装

置を連携制御し、電力消費の大きい大型センサ、大規模工場での数十ｍの伝送距離となる各種

センサ、屋外監視カメラ等へ継続的な送信システムをユースケースとして見込まれている。た

だし、実用化するための複数装置による連携制御技術、より広範囲な人体及び他の無線システ

ムの検出と回避技術等に関して研究が必要である事から今回の要求条件からは見送った。 

 

  
   (a)工場内のセンサ給電        (b)工場内機器への給電 

図 2.2.6 5.7GHz帯での利用シーン例 

 

(4) 利用環境 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの利用環境に関して、本システムの送信装置を設置

する環境について他の無線装置との共存を考慮して「WPT屋内設置環境」として定義し、検討す

る事とした（参考資料 2）。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのキャリアセンスによる干渉回避技術は、現段階で
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は停波による回避のみとなる。しかし、受電効率を下げずに利用したいユーザニーズと実利用

環境となる工場、倉庫等では輻輳する電波環境への対策として、干渉を考慮した設置にて使用

されている現状を鑑み、2.4GHz帯及び 5.7GHz帯については、無人化工場、倉庫等におけるすべ

ての設置無線システムを把握可能な WPT管理環境での利用とした。 

また、電波防護指針についても同様に防護指針を上回る電波強度となる範囲の周知と安全対

策の実施が容易に可能である事から電波防護指針による管理環境を要求条件とした。 

一方、920MHz 帯においては、他システムとの共存に関しては既存 RFID システムと同等であ

り、WPT 一般環境における電波防護指針を満足する距離が短距離であることから WPT 一般環境

での使用も可能とした。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの WPT屋内設置環境は、屋内設置となる事から工場、

倉庫及び介護現場となり利用者の利用環境によって空中線設置場所の変更等のレイアウト変更

に対して柔軟に対応できることが望ましい。 

 

(5) 受電電力と等価等方輻射電力について 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの給電対象として、表 2.2.3 のようなアプリケーシ

ョンへの利用を期待している。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける各アプリケーションへの要求給電電力と距

離との関係を図 2.2.7 に示す。これらの伝送距離と要求給電電力の関係は周波数帯による差が

多少あるが、空間損失、空中線利得を考慮すると同等となり、これらにより必要となる等価等

方輻射電力を求めることとした。 

 

表 2.2.3 給電アプリケーション例 

アプリケーション 利用シーン 利用環境 最大要求 

給電電力 

人位置センサ 工場/介護施設/住環境 屋内/屋外 数 100mW 

機器アラームセンサ 工場/オフィス 屋内 数 100μW 

温湿度センサ 工場/オフィス/住環境 屋内 数 100μW 

バイタルセンサ 介護施設/病院 屋内/屋外 数 mW 

火災報知器 工場/オフィス/病院 屋内/屋外 数 100mW 

ドアセンサ 工場/オフィス/住環境 屋内 数 10μW 

CO2センサ 工場/オフィス/住環境 屋内 数 100μW 

電子棚札 倉庫/店舗 屋内/屋外 数 mW 

速度センサ 工場 屋内 数 100mW 

モバイル機器 工場/オフィス/住環境 屋内/屋外 2W 

照度センサ 工場/オフィス/住環境 屋内 数 100μW 

加速度センサ 工場 屋内 数 100μW 

近接センサ 工場 屋内 数 100μW 

光電センサ 工場 屋内 数 10mW 
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図 2.2.7 給電電力と送電距離の例 
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第３章 他の無線システムとの周波数共用条件 

3.1 共用検討の条件 

前章で記載した以下の候補周波数帯それぞれについて、当該周波数帯及び隣接周波数帯におけ

る既存システムについて、共用検討を行った。 
また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは単一方向への送信システムとなる事から共用

検討に当たっては与干渉による検討となる。 
 
3.1.1 920MHz 帯における共用検討対象システム 

920MHz 帯及びそのその隣接周波数帯の周波数の使用状況を図 3.1.1 に示す。 
 

 
図 3.1.1 920MHz 帯の周波数使用状況 

 
(1) デジタル MCA システム（上り：930MHz～940MHz、下り：850MHz～860MHz） 

デジタル MCA システムは、現在、900MHz帯の複数の通信チャネルを束ねて多くのユーザによ

り共用する業務用無線であり、主な利用者として陸上運輸、製造販売、各種サービス業、地方

公共団体(防災、バス事業、上下水道事業、清掃事業等)等の事業者がある。また、最近では、地

方公共団体による防災目的や、携帯電話等が輻輳して使用しづらい時等の企業における危機管

理対策目的での使用もされている。移動局送信⇒中継局受信を上り、中継局送信⇒移動局受信

を下りとして、受信側への干渉検討を実施。 

 
(2) 高度 MCAシステム（上り：895MHz～900MHz、下り：940MHz～945MHz） 

高度 MCA システムは、デジタル MCA システムの特徴を継承しつつ、多様なデータ通信に対応

するために LTE 技術を利用した自営用移動通信システム。移動局送信⇒基地局受信を上り、基

地局送信⇒移動局受信を下りとして、受信側への干渉検討を実施。 

 

(3) 携帯電話システム（上り：900MHz～915MHz、下り：945MHz～960MHz） 
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周波数帯域を上り方向（携帯端末送信用）と下り方向（携帯端末受信用）の２つに分割して

利用する FDD 方式を用いた LTE 携帯電話システム。移動局送信⇒基地局受信を上り、基地局送

信⇒移動局受信を下りとして、受信側への干渉検討を実施。 
 

(4) RFID構内無線局／陸上移動局システム（916.7MHz～920.9MHz） 
RFID システムを用いた空中線電力 1W 以下の移動体識別（無線設備が、応答器から発射され

た電波を受信することにより行う移動体の識別）用であって、916.7MHz を超え 923.5MHz 以下

の周波数の電波を使用する無線設備であり、一の構内において使用される構内無線局及び陸上

を移動する陸上無線局がある。 

 
(5) RFID特定小電力無線局システム（916.7MHz～923.5MHz） 

RFIDシステムを用いた空中線電力 250mW以下の移動体識別（無線設備が、応答器から発射さ

れた電波を受信することにより行う移動体の識別）用であって、無線設備規則第 49 条の 14 第

６号に規定された 916.7MHz を超え 923.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 

 
(6) RFIDテレメータ用、テレコントロール用（915.9MHz～929.7MHz） 

及びデータ伝送用無線設備（920.5MHz～923.5MHz） 
陸上移動局の用途等のうち、テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用であって、

920.5MHz 以上 923.5MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備に関するもの及び特定小電力

無線局の用途等のうち、テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用であって 915.9MHz

以上 929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 

 
(7) 電波天文台 

電波天文業務は、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の

業務であり、微弱な信号を扱っている。 
  



２４ 
 

3.1.2 2.4GHz 帯における共用検討対象システム 

2.4GHz 帯及びそのその隣接周波数帯の周波数の使用状況を図 3.1.2 に示す。 
 

 
図 3.1.2 2.4GHz 帯の周波数使用状況 

 
(1) 無線ＬＡＮシステム（2400MHz～2497MHz） 

2400～2497MHzにおいて、2.4GHz帯無線 LAN（LAN : Local Area Network）システムが利用

されている。無線 LAN システムの規格としては、米国電気電子学会（IEEE : The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers）により標準化された規格が広く利用されている。 

IEEE802.11bにおける 20MHzシステムのチャネル配置を図 4.3に示す。2412MHzから 2472MHz

までの 5MHz 間隔の計 13チャネル（ch1～ch13）と、2484MHzの ch14（我が国においてのみ使用

可能）の計 14チャネルから構成される。 

 

 

図 3.1.3 2.4GHz帯無線 LAN システム（IEEE802.11b：20MHzシステム）のチャネル配置 

 
(2) 構内無線局（移動体識別）（2400MHz～2483.5MHz） 

質問機から応答機に向けて電波を発射し、それを受けた応答機においてデータを確認後、移
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動体データを質問機に送信することで、同データにより移動体を識別する装置である。工場で

の生産物管理や物流分野における物品管理、人員の入退室管理等に用いられる。 
 

(3) ロボット無線システム（2483.5MHz～2494MHz） 
人が容易に近づけない場所での作業、設備点検、映像伝送、輸送等、多様に活用されるロボ

ット、無人航空機（ドローン）等の操縦用データの送信、ロボットからの映像やデータの送信

に用いられる。 
 

(4) 移動衛星通信システム（N-STAR）（2500MHz～2535MHz） 
静止衛星を利用した、日本及びその周辺海域をサービスエリアとして提供される移動通信シ

ステムである。2500MHz～2535MHz までをダウンリンク（衛星から送信される電波を地上側の通

信端末において受信）として使用している。 

 
(5) 移動衛星通信システム（グローバルスター）（2483.55MHz～2500MHz） 

低高度軌道衛星を利用した、グローバルにサービスを提供している移動通信システムである。

2483.5MHz～2500MHzまでをダウンリンク（衛星から送信される電波を地上側の通信端末におい

て受信）として使用している。 

 

(6) 放送事業用無線局（FPU 2330MHz～2450MHz） 
ロードレースにおける中継車による移動中継、バイクに搭載したカメラによる映像中継伝送

等のテレビ放送中継用として利用されている。 

 
(7) 電波ビーコン（2499.7MHz） 

道路交通情報通信システム（Vehicle Information and Communication System : VICS）の一

部として、道路上に設置した電波ビーコンにより、車載機に対して情報（渋滞情報、規制情報、

道路案内、駐車場情報等）を提供するシステムである。 

 
(8) アマチュア無線局（2400MHz～2450MHz） 

2400MHz～2450MHzをアマチュア無線局が使用している。 

 
(9) 電波天文（2695MHz） 

電波天文業務は、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の

業務であり、微弱な信号を扱っている。 
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3.1.3 5.7GHz帯における共用検討対象システム 

5.7GHz 帯及びそのその隣接周波数帯の周波数の使用状況を図 3.1.4に示す。 

 

 
図 3.1.4 5.7GHz帯の周波数使用状況 

 
(1) 無線ＬＡＮシステム（5470MHz～5730MHz） 

5470MHz～5730MHzにおいて、無線 LAN（LAN : Local Area Network）システムにおける 5.6GHz

帯(W56)が利用されている。無線 LAN システム規格としては、米国電気電子学会（IEEE : The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers）により標準化された規格が広く利用さ

れている。 

IEEE802.11ac における 20MHz、40MHz、80MHz システムのチャネル配置を図 3.1.5 に示す。

5490MHz から 5730MHzまでの 20MHz間隔の計 12チャネル（ch100～ch144）から構成される。 

 

 
図 3.1.5 5.7GHz 帯における無線 LANシステムのチャネル配置 

 
(2) DSRC（狭域通信）システム（5770MHz～5850MHz） 

狭域通信システム（DSRC : Dedicated Short-Range Communication System）は、路車間の通

信システムとして、自動料金収受システム（ETC : Electronic Toll Collection System）や、

ITS スポットと車載器との通信等に利用されるシステムである。DSRC におけるチャネル配置図

は図 3.1.6のとおりであり、低域の７波をダウンリンク（車載機側受信）、高域７波をアップリ

ンク（路側機側受信）で使用している。 

また、料金収納及び、料金所ゲートの開閉を行う通信に使用するため、通信環境として安全

性及び公共性が求められる無線システムとなっている。 
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図 3.1.6 DSRCにおけるチャネル配置 

 
(3) 放送業務用 STL/TTL システム（5850MHz～5925MHz） 

STL (Studio to Transmitter Link)は、放送局（演奏所）と親局（送信所）を結ぶ番組中継

回線、TTL (Transmitter to Transmitter Link)は、親局（送信所）又は中継局（送信所）と中

継局（送信所）を結ぶ番組中継回線である。5.7GHz帯近傍の周波数帯として、テレビ放送の中

継用途回線であり、Ｂバンド(5850-5925MHz)が用いられている。 

 

(4) 放送事業用 FPU/TSL システム（5850MHz～5925MHz） 
FPU(Field Pickup Unit)は放送施設外の中継先からの番組素材を伝送するために用いられる

移動無線システムである。TSL(Transmitter to Studio Link)は送信所又は中継局で受信した

FPU の素材信号を放送局又は送信所に伝送する固定通信として用いられる。5.7GHz 帯近傍の番

組素材伝送回線として、Ｂバンド(5850-5925MHz)が用いられている。 

 
(5) 無人移動体高速伝送システム（5650MHz～5755MHz） 

ロボットにおける電波利用として、設備点検、映像伝送又は輸送等、多様に活用されるロボ

ット、無人航空機（ドローン）等の操縦用データの送信及び映像やデータのロボットからの送

信に用いられる。無人移動体画像伝送システムにおけるチャネル配置図は図 3.1.7に示す 5MHz、

10MHz、20MHz帯域でのシステムとなる。 

 

 
図 3.1.7無人移動体画像伝送システムにおけるチャネル配置 

 
(6) アマチュア無線局（5650MHz～5850MHz） 

5650MHz～5850MHzをアマチュア無線局が使用している。 

 
(7) 電波天文台 

電波天文業務は、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の

業務であり、微弱な信号を扱っている。 
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3.2 共用検討パラメータ 

各周波数帯における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの無線局の検討パラメータを以

下に示す。 

3.2.1 920MHz帯 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータを表 3.2.1に示す。 

受信装置への被干渉については、通信を行わない電力受電となるため、被干渉検討は対象外と

した。また、受電装置から送信装置への通信に関しては、RFID システムと同様に受電装置から副

次的に発する電波は送信装置より 90dB低い等価等方輻射電力となるため、同様に検討の対象外と

した。 

 

表 3.2.1 920MHz 帯間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータ 

項目 パラメータ 

送信出力 1W（30dBm） 

周波数 918.0MHz/919.2MHz 

等価等方輻射電力 4W（36dBm） 

占有周波数帯幅の許容値 200kHz 

空中線利得（送信） 6.0dBi 

給電線損失 無損失 

空中線高（送信） 屋内設置（床高 2.5m） 

空中線指向特性 図 3.2.1 による 

利用場所 屋内 

変調方式 N0N、G1D等 

 

 

 

図 3.2.1 920MHz帯空中線指向特性 
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3.2.2 2.4GHz 帯 

2.4GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータを表 3.2.2に示す。 

受電装置への被干渉については、通信を行わない電力受電となるため、被干渉検討は対象外と

した。また、送信装置と受電装置間の通信に関しては、特定小電力データ通信等の他システムに

よる通信であるか、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム同士は、同一屋内環境においては一

元的に管理及び近隣施設については運用調整による措置等となるため、同様に検討の対象外とし

た。 

 

表 3.2.2 2.4GHz帯間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータ 

項目 パラメータ 

送信出力 15W（41.8dBm） 

周波数 2400MHz～2499MHz 

等価等方輻射電力 最大 3.8kW（65.8dBm） 

占有周波数帯幅の許容値 規定しない 

空中線利得（送信） 24.0dBi 

給電線損失 無損失 

空中線高（送信） 屋内 天井面設置（床高 4.5m） 

空中線指向特性 図 4.9による 

利用場所 屋内 

変調方式 N0N 

 

図 3.2.2 2.4GHz帯空中線指向特性（メインビーム放射角 0度〜45度） 
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図 3.2.3帯域外における空中線指向特性 

3.2.3 5.7GHz 帯 

5.7GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータを表 3.2.3に示す。 

受電装置への被干渉については、通信を行わない電力受電となるため、被干渉検討は対象外と

した。また、送信装置と受電装置間の通信に関しては、特定小電力データ通信等の他システムに

よる通信であるか、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム同士は、同一屋内環境においては一

元的に管理、近隣施設については運用調整による措置等、同一周波数によるビーコン信号の場合

は空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの等価等方輻射電力より 70dB 低い等価等方輻射電力

となるため、検討の対象外とした。 

 

 

表 3.2.3 5.7GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパラメータ 

項目 パラメータ 

送信出力 32W（45.0dBm） 

周波数 5732MHz～5768MHz 

等価等方輻射電力 最大 10kW（70.0dBm） 

占有周波数帯幅の許容値 規定しない 

空中線利得（送信） 25.0dBi 

給電線損失 無損失 

空中線高（送信） 屋内 天井面設置（床高 5m） 

空中線指向性 図 4.10による 

利用場所 屋内 

変調方式 N0N 
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図 3.2.4 5.7GHz帯空中線指向性 

 

 

 

  

Angle (degree) 
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3.3 他の無線システムとの周波数共用条件 

3.3.1 920MHz 帯システムと他の無線システムとの周波数共用条件 

検討に当たっては、920MHz帯空間伝送型ワイヤレスシステムの検討パラメータは、920MHz帯を

使用した RFID構内無線局（パッシブタグ 1W）と同等であることから平成 23年 5月付の「情報通

信審議会情報通信技術分科会携帯電話等高度化委員会報告書」（諮問 81 号「携帯電話等の周波数

有効利用方策」のうち「900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件」及び「携帯無線通

信の中継を行う無線局の技術的条件」）(平成 23年 5月 11日)において既に検討されている結果と

同等であるものに関してはその検討結果を引用している。（参考資料４） 

 
(1) デジタル MCA システム 

対象となるのはデジタル MCAシステムの中継局が受信する 930MHz～940MHzとなる。 

デジタル MCA システム中継局の実際の立地条件（山上）を考慮すると、中継局の周辺 100m以

内に、RFID システムが設置される確率は極めて低く、双方の設備の離隔距離を 100m 以上確保

することや、RFID パッシブタイプ(高出力)の空中線の設置条件の調整、中継局へのフィルタの

挿入等の対策を行うことにより、共用との検討結果より、屋内使用となる本システムについて

は、壁等の通過損失も見込めることから共用が可能である。 

 
(2) 高度 MCAシステム 

対象となるのは高度 MCAシステムの移動局（携帯）が受信する 940MHz～945MHzとなる。 

1対 1対向における干渉計算結果を表 3.3.1に示す。 

高度 MCA 移動局（携帯）は、人が持ちながらも使用するため、空間伝送型ワイヤレス電力伝

送システムと同一室内に共存する可能性がある環境では、帯域外感度抑圧レベルが大きく共用

が判断できないため、モンテカルロシミュレーションによる検討を実施した。 

高度 MCA 基地局等は、所要改善量を満たしているか、実際の設置環境を考慮すると共用は可

能である。 

 
表 3.3.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCAシステムにおける 

1対 1対向干渉検討結果一覧 

被干渉システム 
帯域内干渉レベル 帯域外感度抑圧レベル 

壁損 
所要改善量 所要離隔距離 所要改善量 所要離隔距離 

高度

MCA 

移動局 

車載① -0.1dB 10m 21.3dB 116m あり 

携帯② 
-2.1dB 8m 19.3dB 92m あり 

7.9dB 25m 29.3dB 291m なし 

高度

MCA 

基地局 

都市部③ -25.2dB 10m -13.4dB 41m あり 

郊外④ -18.7dB 7m -6.9dB 29m あり 

 

高度 MCA 移動局（車載①及び携帯②）のモンテカルロシミュレーションの結果を表 3.3.2 に

示す。干渉確率 3％における改善量を 0dB として所要改善量として算出した結果となり、共用

は可能となる。 

 

表 3.3.2 SEAMCAT による干渉確率計算結果（所要改善量） 

 壁損 高度 MCA 移動局（車載） 高度 MCA 移動局（携帯） 

対域内干渉 
あり （-0.1 dB） （-2.1 dB） 

なし --- ※2 -16.5 dB 
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帯域外感度抑圧 
あり -13.3 dB -15.3 dB 

なし --- ※2 -5.3 dB ※3 

※1：括弧（）内の数値は表 3.3.1 参照。1対 1対向時の干渉計算結果。 

※2：高度 MCA移動局（車載）を室内での利用は想定していない。 

※3：干渉に関して、注意喚起することを明示する事とする。 

 
(3) 携帯電話システム 

RFID システムから LTE 基地局及び LTE 移動局への干渉については、SEAMCAT を利用した干渉

確率計算による評価において、所要改善量がマイナス若しくはほとんどゼロの値であり共用可

能である。との検討結果より、同様に共用可能である。 

 
(4) RFID 構内無線局／陸上移動局システム 
(5) RFID 特定小電力無線局システム 
(6) RFID テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備 

920MHz 帯を利用した各種 RFID システム間の共用検討については実施されていることから答

申の 920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）の技術基準が RFID 構内無

線局（パッシブ系電子タグシステムの 1W設備）に準拠していることを踏まえ、共用は可能であ

る。 

 
(7) 電波天文台 

920MHz 帯システムの不要発射強度が、電波天文台の干渉閾値換算値を下回るための所要減衰

量は 126.9dBとなり、離隔距離は 37.5kmである。そのため、検討モデルで採用した空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システムの設置条件（壁減衰 10dB）を確保した条件にて、観測所の設置位

置から 37.5kmの天文台から見通しとなる範囲では、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを

設置しない制限区域とする事で電波天文台との共用は可能である。 

 

 
図 3.3.1野辺山・宇宙観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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図 3.3.2臼田観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図 3.3.3みさと天文台観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図 3.3.4和歌山大学観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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図 3.3.5那須パルサー観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図 3.3.6あらわ観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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3.3.2 2.4GHz 帯システムと他の無線システムとの周波数共用条件 

 
【ここは参考資料の詳細から自分が結果を抜粋して記載します】 
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3.3.3 5.7GHz 帯システムと他の無線システムとの周波数共用条件 

 
【ここは参考資料の詳細から結果を抜粋して記載します】 
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3.4 その他留意事項 

既存の無線システムと円滑な周波数共用を図るためには、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステム側にて設置環境及び運用について配慮する必要がある。 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける本検討システムの対象である屋内での使用

環境を「WPT屋内設置環境」とし、そのうち、人の有無及び他の無線システムの運用を含めて一

元的に管理を要する「WPT管理環境」と管理を要しない「WPT一般環境」として定義し、周波数

帯、ユースケースにて区分けした管理を実施することが必要である。 

また、使用周波数帯ごとに条件に差はあるが、他の無線システム等に与える影響を回避・軽

減するためには、設置環境に配慮した設置や周波数の有効利用を図るために、空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムの製造者・運用者側が主体となって、既存の無線システムの運用調整

のための仕組み作りが行われ、電波の利用環境の維持に努めることが望ましい。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム相互間については、送信のみとなる事から干渉回避

は不要となる。しかし、5.7GHz帯においては同一チャンネル、2.4GHz帯においては使用チャン

ネル付近の 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムをビーコン信号として使用するため、干

渉により受電装置の位置推定が困難となる場合がある。同一設置環境であれば管理者による調

整が可能であるが、利用シーンとしては無人倉庫、工場等を想定しており、これは流通団地又

は工業団地等を想定した場合には使用チャンネル等の運用調整の仕組みにて、既存の無線シス

テムと同様に利用環境の調整が行われることが望ましい。 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、工場、倉庫及び介護現場での利用を想定してお

り、利用者の利便性も考慮し移設の際に変更申請等が必要のない構内無線局とすることが適当

と考えられる。ただし、構内無線局は一の構内での移設を可能としているが空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムでは、一の「WPT屋内設置環境」内での移設に限定する必要がある。 

しかし、他の無線システムとの共用検討により干渉条件等設置時に検討評価する必要がある

事から当初設置環境と大きく異なる状況が発生する状況での移設は望ましく無く、設置建物、

設置階等の設置方法が変わる等の「WPT屋内設置環境」外への漏洩電力が著しく変わる環境の変

更が発生する場合には、運用調整のための仕組みを利用した変更・検討を実施する必要がある。 

（参考資料２） 

 

920MHz 帯を使用した１Ｗ以下の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、他の無線シス

テムへの影響は、RFIDシステムと比較しても限定的なものであると想定される。一方、RFIDシ

ステムでは、無線局の免許等手続きに際して、無線設備の電気通信機器基準認定制度による「特

定無線設備」に該当し、簡易な操作に該当するとして無線従事者の配置は不要とされている。 

本検討となる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの 1W 以下となる 920MHz 帯の機器に関

しては、他の無線システムを含めた周囲への影響と機器の操作に関しては RFIDシステムと同等

以下であることから 920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのいち早い普及の推進

と申請者設置免許人への負担軽減など等から「特定無線設備」及び無線従事者の配置を不要と

することが望まれる。（参考資料１２） 
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第４章 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件 

 
4.1 920MHz 帯システムの技術的条件 

これまでの検討を踏まえ、920MHz帯を使用する空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術

的条件については、以下のとおりとすることとした。また、本検討に当たり RFID 構内無線システ

ムに準拠した検討した結果、特に支障のない項目については RFID システムと同一とした。 

 

4.1.1 一般的条件 

(1) 無線周波数帯 

917.8MHz～919.4MHzであること。 

 

(2) チャンネル 

他の RFIDシステムとの干渉を考慮し、918.0MHz及び 919.2MHzの 2チャンネルとする。 

 

(3) 送信／通信方式 

給電電力の送信のみとなるため単向通信方式とする。 

 

(4) 変調方式 

無変調（N0N）又はパルス変調（P0N）を基本とするが、RFID システムと同様な変調方式(G1D

等)による通信も含めた送信を行う可能性があるから規定しないものとする。 

 

(5) 識別符号 

変調方式を無変調（N0N）又はパルス変調（P0N）を基本としていることから、規定しない

ものとする。 

 

(6) 送信装置と受電装置の通信 

受電装置との通信は、RFID システムと同様な変調方式（G1D 等）等の通信方式又は送信装

置に接続された他方式システムによる機器により行われるものとして、本システムでは規定

しないものとする。（参考資料８） 

 

(7) 受電装置からのビーコン信号 

送信装置からは無指向又はブロードな指向性により送信を行い、広範囲な受電装置への給

電とすることから特定の受電装置の位置推定による送信は実施しない事とする。 

ただし、ビーコン信号を必要とする場合は、特定小電力無線設備等の既存システム通信を

使用して行うものとして、本システムでは規定しないものとする。（参考資料８参照） 

 

(8) システム設計条件 

(ア)送信装置の筐体 

空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 

 

(イ)送信空中線 

無指向性空中線又は指向性を有する空中線として特に規定しないものとする。 
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(ウ)キャリアセンス 

規定しないものとする。（参考資料７） 

 

(エ)送信時間制限装置 

免許人以外が送信を認知できない WPT一般環境にて使用する送信装置にあっては、電波

を発射してから送信時間４秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、送信休止時間 50ms を

経過した後でなければその後送信を行わないものであること。（参考資料２） 

WPT 管理環境にて使用する送信装置にあっては、送信時間制限装置の有無は規定しない

ものとする。 

 

(オ)人体検出機能 

電波防護指針値を設置条件等で対処可能であるため、規定しないものとする。 

 

(9) 設置環境 

送信機器の設置環境は、WPT 屋内設置環境の「WPT管理環境」又は「WPT一般環境」とする

こと。（参考資料２） 

 

(10)空中線の設置方法 

設置方法による干渉等の影響はない事から規定しないものとする。 

 

(11)電波防護指針への適合 

安全施設を設ける等、電波防護指針に適合するものであること。また、使用環境に合わせ

て「WPT一般環境」又は「WPT管理環境」として実施すること。（参考資料３） 

 

(12)受電装置 

副次的に発する電波等の限度については、 RFID システムと同様に 930MHz 以下（915MHz 

を超え 930MHz 以下を除く。） は-54dBm/100kHz 以下、 1.215GHz を超える ものは-47dBm/MHz 

以下、それ以外の周波数においては不要発射の強度の許容値以下であること。 

 

4.1.2 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

(ア)周波数の許容偏差 

RFIDシステムと同等とし、±20.0×10-6以内であること。 

 

(イ)占有周波数帯幅の許容値 

RFIDシステムと同等とし、200kHz以内であること。 

 

(ウ)隣接チャンネル漏えい電力 

RFIDシステムと同等とし、空中線に供給される給電点における無線チャネル端におい

て 10dBm 以下であること。また、隣接チャネル漏えい電力は 0.5dBm以下であること。（図

4.1.1参照） 
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図 4.1.1 920MHz 帯 無線チャンネルマスク 

 

(エ)不要発射の強度の許容値 

給電線（給電線がない場合は空中線）に供給される不要発射の強度の許容値は、RFID

システムと同等とし表 4.1.1に定めるとおりであること。 

 

表 4.1.1 不要発射の強度の許容値（給電線入力点） 

周波数帯 
不要放射の強度の許容値

（平均電力） 
参照帯域幅 

710MHz 以下 -36dBm 100kHz 

710MHz を超え 900MHz 以下 -58dBm 1MHz 

900MHz を超え 915MHz 以下 -58dBm 100kHz 

915MHz を超え 915.7MHz 以下及び 

923.5MHz を超え 930MHz 以下 
-39dBm 100kHz 

915.7MHz を超え 923.5MHz 以下 -29dBm 100kHz 

930MHz を超え 1GHz 以下 -58dBm 100kHz 

1GHz を超え 1.215GHz 以下 -48dBm 1MHz 

1.215GHz を超えるもの -30dBm 1MHz 

 

(オ)空中線電力 

1W以下とすること。 

 

(カ)空中線利得 

給電点までの損失を含み 6dBi 以下とすること。ただし、等価等方輻射電力が 36dBm

（6dBi の送信空中線に 1W の空中線電力を加えたときの値であって、空中線電力の許容

偏差を含む）以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるも

のとする。 

 

(キ)空中線指向性 
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規定しないものとする。 

 

(ク)等価等方輻射電力の制限値 

規定しないものとする。 

 

(ケ)空中線電力の許容偏差 

上限 20％、下限 80％以内であること。 

 

(2) 受電装置 

送信装置との通信等においては、特定小電力設備等の規定を適用した装置とし、本システ

ムでは規定しない。 

 

4.1.3 測定法 

空中線接続端子がない場合の測定法は、試験時に測定用の空中線接続端子（臨時に設ける試

験用端子を含む。）を設けることが困難な場合に適用すること。 

 

(1) 周波数の偏差 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験機の送信装置を送信されるように設定し、空中線接続端子に接続した周波数計

又は波形解析器等を使用し、測定する。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験機の送信装置を空中線から送信されるように設定し、試験用空中線に接続した

周波数計又は波形解析器等を使用し、測定する。 

 

(2) 隣接チャンネル漏えい電力 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、空中線接続端子に接続された

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

アクティブ空中線等の複数空中線素子に給電する場合は、空中線電力の総和が最大と

なる状態にて測定し、空中線端子毎に隣接チャネル漏えい電力を測定し、その全空中線

端子の総和が規定値以下となることを確認する。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯

域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周

波数を中心とした参照帯域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中
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心とした参照帯域幅の電力を測定する。 

被試験器の送信装置を一定の角度ごとに回転させ、順次、送信周波数を中心とした参

照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の

電力を測定する。角度ごとに測定された送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送

信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞ

れ求め、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和を

求める。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(3) 占有周波数帯幅 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定する。スペクトルアナライザを搬

送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の 0.5％となる上下の限界周波数

点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電

力の 0.5％となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

(4) 不要発射の強度 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、空中線接続端子に接続された

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

また、精度を高めた測定とする場合及び搬送波等の影響を受ける場合は、分解能帯域

幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができ

る。 

なお、被試験器の空中線端子から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線等によ

る減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

アクティブ空中線を用いる場合は、空中線電力の総和が最大となる状態にて測定し、

空中線接続端子毎に測定されたスプリアス領域における不要発射の強度の総和を求める。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯

域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリ
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アス領域における不要発射の強度を測定する。被試験器の送信装置を一定の角度ごとに

回転させ、順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定

されたスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求め

る。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

また、精度を高めた測定とする場合及び搬送波等の影響を受ける場合は、分解能帯域

幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができ

る。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(5) 空中線電力 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、電力計により空中線電力を測

定する。 

アクティブ空中線を用いる場合は、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の

総和が最大となる状態等で測定すること。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続した電力計により空中線電力を測定する。被

試験器の送信装置からの一定角度ごとの空中線電力を測定し、測定された空中線電力の

総合放射電力を求める。 
なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線等

による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 
 

(6) 送信時間制限装置 

(ア)空中線接続端子がある場合 

スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数に設定し掃引周波数幅を 0Hz（ゼロ 

スパン）として測定する。送信時間が規定の送信時間以下であること及び送信休止時間

が規定の送信休止時間以上であることを測定する。測定時間精度を高める場合はスペク

トルアナライザのビデオトリガ機能等を使用し、送信時間と送信休止時間の掃引時間を

適切な値に設定すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数に設定し掃引周波数幅を 0Hz

（ゼロ スパン）として測定する。送信時間が規定の送信時間以下であること及び送信休

止時間が規定の送信休止時間以上であることを測定する。測定時間精度を高める場合は
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スペクトルアナライザのビデオトリガ機能等を使用し、送信時間と送信休止時間の掃引

時間を適切な値に設定すること。 

 
(7) 受電装置の副次的に発する電波等の限度 

スペクトルアナライザ等を用いて、給電線入力点において測定すること。この場合、

スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、技術的条件で定められた参照帯域幅に設定

すること。なお、精度を高めるために分解能帯域幅を狭くして測定してもよく、この場

合、副次発射の強度は、分解能帯域幅ごとの測定結果を参照帯域幅に渡り積分した値と

する。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を設け

て同様に測定すること。なお、測定用の端子が空中線給電点と異なる場合は、損失等を

補正する。 
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4.2 2.4GHz 帯システムの技術的条件 

これまでの検討を踏まえ、2.4GMHz 帯を使用する空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技

術的条件については、以下のとおりとすることが適当である。 

 

4.2.1 一般的条件 

(1) 無線周波数帯 

2400MHz～2499MHzであること。 

 

(2) チャンネル 

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信等でのビーコン信号の使用を考慮し 2412MHz、2437MHz、

2462MHz、2484MHzの４チャンネルとする。 

 

(3) 送信／通信方式 

給電電力の送信のみとなるため単向方式とする。 

 

(4) 変調方式 

連続波（CW：Continuous Wave）による給電電力の送信のみとなるため、無変調（N0N）と

する。 

 

(5) 識別符号 

変調方式を無変調（N0N）としていることから、規定しないものとする。 

 

(6) 送信装置と受電装置の通信 

受電装置は、2.4GHz帯高度化特定小電力データ通信等の他の通信方式又は送信装置に接続

された機器のみにより通信が行えるものとして、本システムでは規定しないものとする。（参

考資料８） 

 

(7) 受電装置からのビーコン信号 

2.4GHz 帯高度化特定小電力データ通信等のみを使用した送信設備からの指示により、送信

装置と同一周波数帯の電波を発射するものとし、本システムでは規定しないものとする。（参

考資料８） 

 

(8) システム設計条件 

(ア)送信装置の筐体 

空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 

 

(イ)送信空中線 

ビームフォーミングによる可変ビーム指向性にて受電装置に対しての送信を行うもの

であること。 

 

(ウ)キャリアセンス（参考資料７） 

① 無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した後、送

信を開始すること。 

② キャリアセンスは、電波を発射する周波数が含まれる単位チャネル及び隣接チャネ
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ル並びに次隣接チャネルに対して行い、34μS以上行うものであること。 

③ キャリアセンスレベルは、給電線入力点において、電波を発射しようとする同一周

波数が含まれる単位チャネルにおける受信電力において-72dBm/20MHz、隣接及び次

隣接チャンネルおいて-62dBm/20MHzとし、これを超える場合は、送信を行わないも

のであること。 

④ 共存状態確認の認定の時間基準については、特に規定しないでキャリアセンスを行

うものとする。 

 

(エ)送信時間制限装置 

送信時間制限装置は規定しないものとする。 

 

(オ)人体検出機能 

電波防護指針の指針値を超える範囲に人体が立ち入ったことを検出し、送信を停止す

る機能を有すること。 

 

(9) 設置環境 

送信機器の設置環境は、WPT屋内設置環境の「WPT管理環境」とすること。（参考資料２） 

 

(10)空中線の設置方法 

ビームフォーミングによる指向方向（メインローブ）が水平方向とならないために空中線

の最大利得方向が大地に対して±10度以内となるように天井設置すること。また、設置は地

下若しくは地上１階とし、高層階への設置は行わないものとする。（参考資料２） 

 

 

図 4.2.1 空中線の設置方法 

 

(11)電波防護指針への適合 

安全施設を設ける等、電波防護指針（管理環境）に適合するものであること。（参考資料３） 

 

4.2.2 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

(ア)周波数の許容偏差 

2.4GHz 帯を使用した機器部品特性を考慮し、±50.0×10-6以内であること。 

 

(イ)占有周波数帯幅の許容値  

送信装置

大地面

θ:0度±10度以内

0度方向

最大利得方向
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変調方式が無変調（N0N）であるため、占有周波数帯幅の許容値は規定しない。 

 

(ウ) 隣接チャンネル漏えい電力 

隣接チャンネルとは、20MHz 以上離れており、不要発射の強度として規定する事とし、

隣接チャンネル漏えい電力としては規定しないものとする。 

 

(エ)不要発射の強度の許容値  

給電線（給電線がない場合は空中線）に供給される電力の不要発射の強度の許容値は、 

表 4.2.1 及び図 4.2.2 に定めるとおりであること。なお、給電点は図 4.2.3 に示す給電

線（給電線がない場合は空中線）入力端とし、各給電線（給電線がない場合は空中線）

への全給電点電力における不要発射の強度の合算値とする。 

 

表 4.2.1 不要発射の強度の許容値（給電点における電力値） 

離調周波数 不要輻射の上限値 

50kHz以上 1MHz 未満 -8.3(dBm/1MHz) 

1MHz 15.8(dBm/MHz) 

10MHz以上 -34.2(dBm/MHz) 

 

 

図 4.2.2 不要発射の強度の許容値（給電点における電力値） 
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図 4.2.3 給電点 

 

(オ)空中線電力 

空中線電力は、要求条件を考慮し、空中線入力電力の合算値で 15W以下とすること。 

 

(カ)空中線利得 

空中線利得は、要求条件を考慮し、利得値の上限値を設定したが、空中線電力を下げ

て空中線利得を上げることでも要求条件を考慮する事が可能であることから等価等方輻

射電力の上限を定め、その範囲での使用を可能とした。 

合成空中線利得として給電点までの損失を含み 24dBi 以下とすること。ただし、等価

等方輻射電力が 65.8dBm（24dBiの送信空中線に 15Wの空中線電力を加えたときの値であ

って、空中線電力の許容偏差を含む） 以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利

得で補うことができるものとする。 

 

(キ)空中線指向性 

複数の空中線素子及び送信素子を用いて１つ又は複数のビーム指向性（メインローブ）

を有する空中線とし、ビーム指向性を任意に形成・制御できるものであること。ただし、

大地に対して 60 度以上の角度範囲にビーム指向性を形成しないこと。（参考資料２） 

 

 

図 4.2.4 ビーム指向性の角度範囲 

 

(ク)等価等方輻射電力の制限値  

空中線の設置状態にて、ビーム指向性を大地に対して 60度以下のいかなる可変したビ

送信装置

大地面

θ

90度方向

0度方向
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ーム指向性を形成した場合においても大地に対して 80 度から 90 度の範囲において

47dBm/MHz以下とすること。（参考資料２） 

 

(ケ)空中線電力の許容偏差 

上限 20％、下限 50％以内であること。 

 

(2) 受電装置 

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信等の規定を適用した装置のみで通信制御するものとし、本

システムでは規定しない。（参考資料８） 

 

4.2.3 測定法 

空中線接続端子がない場合の測定法は、試験時に測定用の空中線接続端子（臨時に設ける試

験用端子を含む。）を設けることが困難な場合に適用すること。 

 

(1) 周波数の偏差 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験機の送信装置を送信されるように設定し、空中線接続端子に接続した周波数計

又は波形解析器等を使用し測定する。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験機の送信装置を空中線から送信されるように設定し、試験用空中線に接続した

周波数計又は波形解析器等を使用し、測定する。 

 

(2) 不要発射の強度 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、空中線接続端子に接続された

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

アクティブ空中線等の複数空中線素子に給電する場合は、空中線電力の総和が最大と

なる状態にて測定し、空中線端子毎に隣接チャネル漏えい電力を測定し、その全空中線

端子の総和が規定値以下となることを確認する。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯

域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周

波数を中心とした参照帯域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中

心とした参照帯域幅の電力を測定する。 

被試験器の送信装置を一定の角度ごとに回転させ、順次、送信周波数を中心とした参
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照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の

電力を測定する。角度ごとに測定された送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送

信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞ

れ求め、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和を

求める。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

 

(3) 空中線電力 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、電力計により空中線電力を測

定する。 

アクティブ空中線を用いる場合は、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の

総和が最大となる状態等で測定すること。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続した電力計により空中線電力を測定する。被

試験器の送信装置からの一定角度ごとの空中線電力を測定し、測定された空中線電力の

総合放射電力を求める。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(4) キャリアセンス 

標準信号発生器から規定の電力を連続的に加え、スペクトルアナライザ等により送信し

ないことを確認する。 

 

(ア)(ア)の状況後に標準信号発生器の出力を断にして送信を開始するまでの時間が、規定の

必須キャリアセンス時間以上であることを確認する。 

 

(イ)標準信号発生器の出力断の時間が規定の必須キャリアセンス時間未満の場合は送信しな

いことを確認する。 

 

なお、無線チャネル内の任意の周波数において動作することを確認すること。 

また、(イ)においては、標準信号発生器の出力時間を送信時間程度、標準信号発生器の

出力断の時間を送信休止時間程度に設定した無変調波の繰り返しパルス信号等を用いる

ことができる。また、ウにおいては、標準信号発生器の出力時間を送信時間程度、標準信

号発生器の出力断時間を必須キャリアセンス時間未満に設定した無変調の繰り返しパル

ス信号を用いることができる。 
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4.3 5.7GHz 帯システムの技術的条件 

これまでの検討を踏まえ、5.7GMHz 帯を使用する空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技

術的条件については、以下のとおりとすることが適当である。 

 

4.3.1 一般的条件 

(1) 無線周波数帯 

5735MHz～5769MHzであること。 

 

(2) チャンネル 

5740MHz、5742MHz、5744MHz、5746MHz、5748MHz、5750MHz、5752MHz、5758MHz、5764MHzの

９チャンネルとする。 

 

(3) 送信／通信方式 

給電電力の送信のみとなるため単向方式とする。 

 

(4) 変調方式 

連続波（CW：Continuous Wave）による給電電力の送信のみとなるため、無変調（N0N）と

する。 

 

(5) 識別符号 

変調方式を無変調（N0N）としていることから、規定しないものとする。 

 

(6) 送信装置と受電装置の通信 

受電装置は、特定小電力設備等の他の通信方式又は送信装置に接続された機器により通信

が行えるものと行われるとして、本システムでは規定しないものとする。（参考資料８） 

 

(7) 受電装置からのビーコン信号 

特定小電力設備等を使用した送信設備からの指示により、送信装置と同一周波数帯の電波

を発射するものとする。また、特定小電力無線設備等を使用した通信により、受電装置の位

置を特定し、送信可能とした装置については、この機能を有しないものとする。（参考資料８） 

 

(8) システム設計条件 

(ア)送信設備の筐体 

空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 

 

(イ)送信空中線 

ビームフォーミングによる可変ビーム指向性にて受電装置に対しての送信を行うもの

であること。 

 

(ウ)キャリアセンス （参考資料７） 

① 無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した後、送

信を開始すること。 

② キャリアセンスは、5470MHz 以上 5730MHz 以下の周波数に対して行うものであるこ

と。 
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③ キャリアセンスレベルは、5680MHz 以上 5730MHz 未満の周波数チャネルにおける受

信電力において-75dBm/20MHz、5570MHz 以上 5680MHz 未満の周波数チャンネルおい

て-72dBm/20MHz、5470MHz 以上 5570MHz 未満の周波数チャンネルにおいて -

60dBm/20MHz以上の場合、送信を行わないものであること。 

④ キャリアセンスは累積非検出時間（＝チャネルクリアと判定した時間の合計）が 4ms

以上となるように行うものとし、無線設備の送信は開始後 8ms以内に終了すること。

ただし、無線設備が非共存状態であることを認定した場合は、認定後の５秒間は、

送信の時間を 192msに変更するものとする。 

⑤ 非共存状態であることの認定は、③に規定されるキャリアセンスレベルで、1秒間以

上干渉検出しないこと。 

 

(エ)送信時間制限装置 

送信時間制限装置は規定しないものとする。 

 

(オ)人体検出機能 

電波防護指針の規定値を超える範囲に人体が立ち入ったことを検出し、送信を停止す

る機能を有すること。（参考資料３） 

 

(9) 設置環境 

送信機器の設置環境は、WPT屋内設置環境の「WPT管理環境」とすること。（参考資料２） 

 

(10)空中線の設置方法 

ビームフォーミングによる指向方向が水平方向とならないために空中線の最大利得方向が

大地に対して±10度以内となるように天井設置すること。（参考資料３） 

 

 

図 4.3.1 設置範囲 

 

(11)電波防護指針への適合 

安全施設を設ける等、電波防護指針（管理環境）に適合するものであること。（参考資料３） 

 

 

4.3.2 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

(ア)周波数の許容偏差 

送信装置

大地面

θ:0度±10度以内

0度方向

最大利得方向
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5.7GHz 帯を使用した機器部品特性を考慮し、±20.0×10-6以内であること。 

 

(イ)占有周波数帯幅の許容値 

変調方式が無変調（N0N）であるため、占有周波数帯幅の許容値は規定しない。 

 

(ウ)隣接チャンネル漏えい電力 

隣接チャンネルは 2MHz以上離れており、不要発射の強度として規定する事とし、隣接

チャンネル漏えい電力としては規定しないものとする。 

 

(エ)不要発射の強度の許容値 

給電線（給電線がない場合は空中線）に供給される電力又は等価等方輻射電力におけ

る不要発射の強度の許容値は、表 4.3.1 及び図 4.3.2 に定めるとおりであること。なお、

給電点は図 4.3.3 に示す給電線（給電線がない場合は空中線）入力端とし、各給電線（給

電線がない場合は空中線）への全給電点電力における不要発射の強度の合算値とする。 

 

表 4.3.1 不要発射の強度の許容値 

中心周波数 fcからの離調周波

数 

不要放射の強度の許容値

（給電点による平均電力） 

不要放射の強度の許容値

（平均 EIRP） 

-730MHz 以下 -48 dBm/MHz -23 dBm/MHz 

-730MHz を超え -350MHz 以下 -48 dBm/MHz -23 dBm/MHz 

-350MHz を超え -200MHz 以下 -46 dBm/MHz -21 dBm/MHz 

-200MHz を超え  -80MHz 以下 -38 dBm/MHz -13 dBm/MHz 

 -80MHz を超え  -10MHz 以下 -24 dBm/MHz   1 dBm/MHz 

 -10MHz を超え   -1MHz 以下  -8 dBm/MHz  17 dBm/MHz 

  -1MHz を超え  -50kHz 以下   8 dBm/MHz  33 dBm/MHz 

  50kHz を超え   1MHz 以下   8 dBm/MHz  33 dBm/MHz 

   1MHz を超え   10MHz 以下 -14 dBm/MHz  10 dBm/MHz 

  10MHz を超え   80MHz 以下 -24 dBm/MHz   1 dBm/MHz 

  80MHz を超え  900MHz 以下 -38 dBm/MHz -13 dBm/MHz 

 900MHz を超えるもの -48 dBm/MHz -23 dBm/MHz 
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図 4.3.2 不要発射の強度の許容値（給電点における合計の平均電力値） 

 

 

 

図 4.3.3 給電点 

 

(オ)空中線電力 

空中線電力は、要求条件を考慮し、空中線入力電力の合算値で 32W以下とすること。 

 

(カ)空中線利得 

空中線利得は、要求条件を考慮し、利得値の上限値を設定したが、空中線電力を下げ

て空中線利得を上げることでも要求条件を考慮する事が可能であることから等価等方輻

射電力の上限を定め、その範囲での使用を可能とした。 

25dBi以下とすること。ただし、等価等方輻射電力が 70.0dBm（25dBiの送信空中線に

32Wの空中線電力を加えたときの値であって、空中線電力の許容偏差を含む）以下となる

場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。 

 

(キ)空中線指向性 

複数の空中線素子及び送信素子を用いて１つ又は複数のビーム指向性を有する空中線

とし、ビーム指向性を任意に形成・制御できるものであること。ただし、大地に対して

60度以上の角度範囲にビーム指向性（メインローブ）を形成しないこと。 

 

(ク)等価等方輻射電力の制限値 

空中線の設置状態にて、ビーム指向性を大地に対して 60度以下のいかなる可変したビ

ーム指向性を形成した場合においても大地に対して 80 度から 90 度の範囲において

47dBm/MHz以下とすること。（参考資料２） 
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図 4.3.4 ビーム指向性の角度範囲 

 

(ケ)空中線電力の許容偏差 

上限 20％、下限 50％以内であること。 

 

(2) 受電装置 

 

(ア)周波数の許容偏差 

5.7GHz 帯を使用した機器部品特性を考慮し、±20.0×10-6以内であること。 

 

(イ)占有周波数帯幅の許容値 

送信装置からの要求により、無変調（N0N）波を受電装置の位置推定のために輻射する

として、占有周波数帯幅の許容値は規定しない。 

 

(ウ)隣接チャンネル漏えい電力 

隣接チャンネルとは、2MHz 以上離れており、不要発射の強度として規定する事とし、

規定しないものとする。 

 

(エ)不要発射の強度の許容値 

給電線（給電線がない場合は空中線）に供給される給電点又は、等価等方輻射電力に

おける不要発射の強度の許容値は、 表 4.3.2 及び図 4.3.5 に定めるとおりであること。

なお、給電点は図 4.3.4に示す給電線（給電線がない場合は空中線）入力端とする。 

 

表 4.3.2 受電器からの不要発射の強度の許容値（給電点） 

中心周波数 fcからの離調周波数 
不要放射の強度の許容値 

（平均電力） 

不要放射の強度の許容値 

（平均 EIRP） 

-730MHz 以下 -66dBm/MHz -61 dBm/MHz 

-730MHz を超え -350MHz 以下 -66dBm/MHz -61 dBm/MHz 

-350MHz を超え -200MHz 以下 -66dBm/MHz -61 dBm/MHz 

-200MHz を超え -80MHz 以下 -66dBm/MHz -61 dBm/MHz 

-80MHz を超え -10MHz 以下 -62dBm/MHz -57 dBm/MHz 

-10MHz を超え -1MHz 以下 -48dBm/MHz -43 dBm/MHz 

-1MHz を超え -0.05MHz 以下 -36dBm/MHz -31 dBm/MHz 

送信装置

大地面

θ

90度方向

0度方向
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0.05MHz を超え 1MHz 以下 -36dBm/MHz -31 dBm/MHz 

1MHz を超え 10MHz 以下 -48dBm/MHz -43 dBm/MHz 

10MHz を超え 80MHz 以下 -62dBm/MHz -57 dBm/MHz 

80MHz を超えるもの -66dBm/MHz -61dBm/MHz 

 

 
図 4.3.5 受電器からの不要発射の強度の許容値 

 

(オ)空中線電力 

空中線電力は、要求条件である伝送距離 10m 程度離れた受電装置から送信されたビー

コン信号を用いて、送信装置が伝搬路を推定するのに必要とする受信装置からの必要電

力とし、受電装置の空中線電力は 0.32mW以下とすること。（参考資料８） 

 

(カ)空中線利得 

空中線利得は、要求条件を考慮し、利得値の上限値を設定したが、空中線電力を下げ

て空中線利得を上げることでも要求条件を考慮する事が可能であることから等価等方輻

射電力の上限を定め、その範囲での使用を可能として定めた。 

給電線損失を含み 5dBi 以下とすること。ただし、等価等方輻射電力が 0dBm（5dBi の

送信空中線に 0.32mWの空中線電力を加えたときの値であって、空中線電力の許容偏差を

含む）以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとす

る。（参考資料８） 

 

(キ)空中線指向性 

無指向性又はブロードな指向性となる空中線を使用するため規定しないものとする。 

 

(ク)空中線電力の許容値 

上限 20％、下限 50％以内であること。 

 

4.3.3 測定法 

空中線接続端子がない場合の測定法は、試験時に測定用の空中線接続端子（臨時に設ける試

験用端子を含む。）を設けることが困難な場合に適用すること。 

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-750 -700 -650 -600 -550 -500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

給
電
展
に
お
け
る
不
要
輻
射

[d
Bm

/M
hz

]

中心周波数からの離調周波数 [MHz]



５９ 
 

 

(1) 周波数の偏差 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験機の送信装置を送信されるように設定し、空中線接続端子に接続した周波数計

又は波形解析器等を使用し測定する。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験機の送信装置を空中線から送信されるように設定し、試験用空中線に接続した

周波数計又は波形解析器等を使用し、測定する。 

 

(2) 隣接チャンネル漏えい電力 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、空中線接続端子に接続された

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

アクティブ空中線等の複数空中線素子に給電する場合は、空中線電力の総和が最大と

なる状態にて測定し、空中線端子毎に隣接チャネル漏えい電力を測定し、その全空中線

端子の総和が規定値以下となることを確認する。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯

域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周

波数を中心とした参照帯域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中

心とした参照帯域幅の電力を測定する。 

被試験器の送信装置を一定の角度ごとに回転させ、順次、送信周波数を中心とした参

照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の

電力を測定する。角度ごとに測定された送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送

信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞ

れ求め、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和を

求める。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

 

(3) 不要発射の強度 

(ア)空中線接続端子がある場合 
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被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、空中線接続端子に接続された

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

また、精度を高めた測定とする場合及び搬送波等の影響を受ける場合は、分解能帯域

幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができ

る。 

なお、被試験器の空中線端子から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線等によ

る減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

アクティブ空中線を用いる場合は、空中線電力の総和が最大となる状態にて測定し、

空中線接続端子毎に測定されたスプリアス領域における不要発射の強度の総和を求める。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯

域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリ

アス領域における不要発射の強度を測定する。被試験器の送信装置を一定の角度ごとに

回転させ、順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定

されたスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求め、

別に求めた空中線利得を差し引き算出する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解

能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分

した値を求める。 

また、精度を高めた測定とする場合及び搬送波等の影響を受ける場合は、分解能帯域

幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができ

る。 

なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフィルタあるいは給電線

等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(4) 空中線電力 

(ア)空中線接続端子がある場合 

被試験器の送信装置を定格出力で送信するよう設定し、電力計により空中線電力を測

定する。 

アクティブ空中線を用いる場合は、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の

総和が最大となる状態等で測定すること。なお、被試験器の送信装置の出力部から空中

線放射部までにフィルタあるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を

前記減衰量にて補正すること。 

 

(イ)空中線接続端子がない場合 

被試験器の送信装置を空中線電力の総和が最大となる状態で送信するよう設定し、指

向性方向を固定する。試験用空中線に接続した電力計により空中線電力を測定する。被

試験器の送信装置からの一定角度ごとの空中線電力を測定し、測定された空中線電力の
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総合放射電力を求める。なお、被試験器の送信装置の出力部から空中線放射部までにフ

ィルタあるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 
 

(5) キャリアセンス 

(ア)標準信号発生器から規定の電力を連続的に加え、スペクトルアナライザ等により送信し

ないことを確認する。 

 

(イ)(ア)の状況後に標準信号発生器の出力を断にして送信を開始するまでの時間が、規定の

必須キャリアセンス時間以上であることを確認する。 

 

(ウ)標準信号発生器の出力断の時間が規定の必須キャリアセンス時間未満の場合は送信しな

いことを確認する。 

 

なお、無線チャネル内の任意の周波数において動作することを確認すること。 

また、イにおいては、標準信号発生器の出力時間を送信時間程度、標準信号発生器の出力

断の時間を送信休止時間程度に設定した無変調波の繰り返しパルス信号等を用いることが

できる。また、ウにおいては、標準信号発生器の出力時間を送信時間程度、標準信号発生器

の出力断時間を必須キャリアセンス時間未満に設定した無変調の繰り返しパルス信号を用

いることができる。 
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4.4 その他 

 
4.4.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに関する国際制度化・標準化動向 

(1) ITU-R及び WRCにおける国際協調議論の状況 

表 4.4.1 に ITU-R における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに関する国際協調議論

を示す。 

WPT システムに関する国際協調議論は古くから行われており、元々は 1978年の CCIR（国際

無線通信諮問委員会）総会における空間伝送型の WPT システムに対する課題提示とレポート

策定が発端になっている。2013 年の ITU-R SG1 会合において、WPTシステムを NON-BEAM WPT

（磁界結合型，電界結合型等近傍界領域における WPT）と BEAM WPT（電磁波放射による空間

伝送型電力送信にて電波を意図的に放射させるもの）に分けて議論を行うことになった。  

BEAM WPTに関しては、2016 年６月に、これまで作業文書（Working Document）として維持

してきたレポート案をアプリケーションに特化させたレポートとして再構成することで、

Report ITU-R SM.2392として発行された※8  

2019年 6月時点では、Report ITU-R SM.2392の中で提示した最初の実用化のターゲットと

なるセンサやモバイル機器への応用に特化した共用化検討を新レポート ITU-R 

SM.[WPT.BEAM.IMPACT]として策定中である。この新レポートでは、日本が主導するセンサネ

ットワーク（工場でのセンサへの給電、車両内への給電、介護ホーム内等での管理用センサ

への給電等）、モバイルデバイス及びウェアラブルデバイスへの給電をユースケースとして明

確化し、共用検討の方法や結果を作成していくことになる。 

並行して、レポート ITU-R SM.2392の改訂作業及び米国提案による BEAM WPTの利用周波数

の ITU-R勧告化に向けた議論も新勧告 ITU-R SM.[WPT.BEAM.FRQ]も開始された。 

この作業文書では、表 4.4.2 に示すような周波数帯が現状ではリストアップされている。

新レポート ITU-R SM.[WPT.BEAM.IMPACT]の完成、レポート ITU-R SM.2392の改訂完了、新勧

告 ITU-R SM.[WPT.BEAM.FRQ]の成立は全て 2021 年が目標である。 

無線通信規則（RR：Radio Regulation）に WPT機器を新たなカテゴリに盛り込むべきとい

う議論に関して、EV用に利用される NON-BEAM WPTについては WRC-19での Urgent Study※9と

いう位置付けでこれまで検討されてきたが、WRC-19への検討結果の報告になる CPMテキスト

では RR改訂は必要なしという結論になっている。しかし、電波を意図的に放射する BEAM WPT

については RRにて明確に規定すべきという意見があることから、今後の ITU-Rでの BEAM WPT

の検討推移を見て、WRC での RR改訂の議題提案を行うかどうかという議論が将来的に行われ

ると予想され、WRC-23又は WRC-27で議題提案される可能性がある。 

 

(2) AWG における国際協調議論の状況 

ITU 下部のアジア太平洋地区組織にあたる APT（Asia Pacific Telecommunity）の Wireless 

Group会合（AWG 会合）においても、BEAM WPTの議論が開始され、APT各国の開発状況、制度

化及び標準化状況をまとめた新レポートを作成中である。 

このレポートは、そのドラフトを ITU-R へ入力することも想定され、ITU-R で作成中のレ

ポートとの整合性等を今後検討していく必要もある。 

 

  

                                                   
※8   ITU-R：Report ITU-R SM.2392-0, “Applications of wireless power transmission via 
radio frequency beam”, http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2392, 2016. 
※9   Urgent Study ：. 
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表 4.4.1 ITU-Rおける空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムに関する動向 

 
 
表 4.4.2 新勧告 ITU-R SM.[WPT.BEAM.FRQ]作業文書にリスト化されている空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムの利用周波数候補 

Frequency range [Region / Sub-region] 
Suitable Beam WPT technologies and 

applications 

[TBD] [902-928 MHz] [TBD] 
Wireless Charging of Mobile/Portable 

Devices 
[TBD] [2 400-2 500 MHz] [TBD] 

[TBD] [5 725-5 875 MHz] [TBD] 

[TBD] [915-930 MHz]  [TBD] 
Wireless Powered Sensor Networks 

[TBD] [5 470-5 770 MHz] [TBD] 

 
(3) CISPRにおける動向 

CISPR Ｂ小委員会においては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを WPT-AAD（AT A 

Distance）と呼び、利用周波数や放射妨害波許容値等についての検討を開始した。しかし、

2019 年８月時点では作業文書等はない状況であり、ISM 機器と見なすかという議論がある。

また、WPT-AADとしての伝送距離は 10mまでとすることに合意している。 

 

(4) IEC TC100における標準化動向 

韓国提案により、主にモバイル機器向けの空間伝送型ワイヤレス給電を目的とした IEC 

年月　会合名 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（BEAM WPT）に関する議論等の経過

1978年　第14回CCIR総会

・BEAM WPTの研究の元になったQuestion 20/2が承認

・Report 679 “Characteristics and effects of radio techniques for the transmission of energy
from space”が承認され、発行（1982年と1986年に改訂版を発行）

1997年　ITU-R会合

・BEAM WPTの研究の元になったQuestion 20/2が承認

・Report 679 “Characteristics and effects of radio techniques for the transmission of energy
from space”が承認され、発行（1982年と1986年に改訂版を発行）

2013年6月

　　　ITU-R SG1会合

　（WP1A/WP1B会合含む）

・Report化のためのWorking Document（WD）をNON-BEAM方式とBEAM方式に分割（NON-
BEAMの議論の開始）

2015年6月

　　　ITU-R SG1会合

　（WP1A/WP1B会合含む）

・BEAM WPT方式の新レポートのWDレベルの改訂

2016年6月

　　　ITU-R SG1会合

　（WP1A/WP1B会合含む）

・BEAM WPTのアプリケーションに特化した新Reportが承認

⇒　Report ITU-R SM.2392として発行

・他システムとの共用検討に着目した新Report ITU-R SM.[WPT.BEAM.IMPACT]の作業開始

2016年11月

　　　ITU-R WP1A/WP1B会合
・共用検討を含めたBEAM WPT方式のレポート作成のためのワークプラン改訂

2017年6月

　　　ITU‐R SG1会合

　（WP1A/WP1B会合含む）

・WIDE-BEAM方式（広角ビーム、マルチビームによるセンサーネットワーク、モバイル機器応用）

に関する共用検討結果を含めた新Report ITU-R SM.[WPT.WIDE-BEAM.IMPACT]の作業開始

2018年5月～6月

　　　ITU‐R SG1会合

　（WP1A/WP1B会合含む）

・新Report ITU-R SM.[WPT.WIDE-BEAM.IMPACT]が新Report ITU-R
SM.[WPT.BEAM.IMPACT]に変更され作業文書を更新

・Report ITU-R SM.2392-0の改訂作業が開始され、作業文書を作成

・米国提案によりBEAM WPTの利用周波数に関する新勧告ITU-R SM.[WPT.BEAM.FRQ]の作

業開始

今後の予定など

・新Report ITU-R SM.[WPT.BEAM.IMPACT]は2021年完成が目標

・Report ITU-R SM.2392-1の改訂は2021年完成が目標

・新勧告ITU-R SM.[WPT.BEAM.FRQ]は2021年成立が目標

・国際電波法（RR）にBEAM WPTを含むWPT機器のカテゴリーを明確化するための改訂議論を

WRCで行う可能性も
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62980 「 Parasitic communication protocol for radio-frequency wireless power 

transmission」の製品規格化及び IEC TR 63239「Radio Frequency(RF) Beam Wireless Power 

Transfer/Transmission (WPT) for Mobile devices」の技術報告についての策定が進められ

ている。しかし、実用化の前提となる制度化、電波ばく露への対応方法等の検討が不十分で

あり、実用化レベルにはまだ至っていない。 

 

(5) IEC TC106における電波ばく露評価、測定法の検討状況 

IEC TC106では、無線システムにおける人体への電波ばく露に対する評価法や測定法の標

準化に取り組んでおり、近年、WPTシステムに対する検討を進めている。 

NON-BEAM WPTに関しては、2016 年２月に WG9を設立し、NON-BEAM WPTシステムのばく露

評価法について検討を行い、その結果をまとめ、技術報告書 TR 62905として 2018 年２月は

発行した。これを受け、NON-BEAM WPT システムからのばく露評価の基本規格を策定する

PT63184 が発足し、現在、規格化に向けた検討を行っている。 

一方、BEAM WPT（TC106では「Radiative WPT」と表現している）に関する電波ばく露の評

価・測定法に関する技術報告（TR）化の作業も並行して進められ、BEAM WPTに関しても、TR

発行後に、規格化の検討が行われる予定である。 

 
(6) 国内の標準化検討状況 

国内の WPTシステム標準化については、新たな無線通信技術を用いたシステムやサービス

の早期実用化及び国際展開を図る組織として、ブロードバンドワイヤレスフォーラム（ＢＷ

Ｆ）にて、磁界結合、電界結合の近接結合型の WPT システムにおける課題解決に向けた活動

が行われ、2011 年には、WPTシステムの業界基準としてガイドラインを策定している。 

標準規格としては一般社団法人電波産業会（ARIB）にて標準規格等が策定され、電界結合

ワイヤレス電力伝送システム及び磁界結合ワイヤレス電力伝送システムでは、標準規格とし

て ARIB STD-T113 として平成 27 年に制定されている。 
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第５章 今後の検討課題等 

 本検討では、第１ステップとして、工場等の屋内での利用を前提とした空間伝送型ワイヤレス

電力伝送システムに関し、他の無線通信システムとの共用や電波の安全性について検討を行った。

今後、屋外での利用や大電力化の可能性の検討については、商用化の時期や実用化の取組状況等

を総合的に勘案して判断することが適当である。 
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと他の無線通信システムとの共用のためには、空間伝

送型ワイヤレス電力伝送システムを設置する側において壁等による減衰等の条件を満たす必要が

ある。また、設置後も、設置場所のレイアウトの変更等が条件の適合性に影響を生じる可能性が

考えられる。制度化にあたってはこれらのことに配慮した検討が行われることが適当である。 
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参考資料１：各共用検討対象システムにおける共用検討用パラメータ 
各共用検討対象システムにおける検討用パラメータを以下に示す。 

(1) 920MHz 帯 

(ア)デジタルＭＣＡシステム 

デジタル MCA システムの受信パラメータを表参 1.1.1に示す。※10 
 

表参 1.1.1 デジタル MCAシステムの受信側パラメータ 

項目 中継局 移動局 備考 

使用周波数 930～940MHz 850～860MHz  

受信感度・実

効選択度 

1×10-2（スタティッ

ク）：6.0dBμV 以下（規

格感度） 

3×10-2（フェージン

グ）：10.0 dBμV 以下 

1×10-2（スタティッ

ク）：6.0dBμV 以下（規

格感度） 

3× 10-2（フェージン

グ）：10.0 dBμV 以下 

ARIB STD-T85 Ver.1.1 3.4.2 

(2) 

フェージング条件：最大ドップ

ラー周波数は 40Hz 

給電線損失 0dB 1.5dB 一般値 

空中線利得 
1) 10.5dBi 

2) 17dBi（大都市部） 

車載移動局：4dBi 

管理移動局：10dBi 
一般値 

空中線水平面

内指向特性 
無指向性 

車載移動局：無指向性 

管理移動局：指向性 
図.参 1.1.3 及び図参 1.1.4 

空中線垂直面

内指向特性 

図参 1.1.1 及び図参

1.1.2 

図参 1.1.3 及び図参

1.1.4 
特性例 

空中線地上高 
1) 40m 

2) 150m（大都市部） 

車載移動局：1.5m 

管理移動局：10m 
一般値 

受信周波数帯

域幅 
16kHz 16kHz 

情報通信審議会諮問第 117号答

申（H14.6.23） 

変調方式 π/4 シフト QPSK π/4 シフト QPSK ARIB STD-T85 Ver.1.1 3.2 (5) 

受信フィルタ

特性 
図参 1.1.5 任意 調査値 

許容干渉レベ

ル（帯域内） 
-126.8dBm/16kHz -126.8dBm/16kHz 

情報通信審議会諮問第 117号答

申（H14.6.23） 

感度抑圧レベ

ル（帯域外） 
-52dBm -52dBm 

ARIB STD-T85 Ver.1.1 3.4.2 

(3) スプリアス・レスポンス 

規格感度+3dB+53dB 

 

                                                   
※10  平成 7 年 7 月 24 日付け 情報通信審議会諮問第 81 号答申「携帯電話等の周波数有効利

用方策」のうち「900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件」及び「携帯無線通信の

中継を行う無線局の技術的条件」 
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図参 1.1.1 MCA無線中継局の送受信空中線垂直面内指向特性（実力値） 
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図参 1.1.2 MCA無線中継局の送受信空中線水平面内指向特性（実力値） 

 

 
 

図参 1.1.3 MCA無線車載移動局の送受信空中線垂直面内指向特性（実力値） 
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図参 1.1.4 MCA無線管理移動局の送受信空中線指向特性（実力値） 

 

 
図参 1.1.5 MCAデジタル中継局受信フィルタ特性 

（干渉形態を前提に調査した結果） 
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(イ)高度 MCA システム 

高度 MCA システムの受信パラメータを表参 1.1.2、に示す。高度 MCAシステムは基本的に

LTE 携帯電話システムと同等のパラメータである。※11 

 

表参 1.1.2高度 MCAシステムの受信パラメータ 

 中継局（基地局） 移動局 備考 

使用周波数 895～900MHz 940～945MHz  

空中線利得 
1) 19dBi（都市部） 

2) 16dBi（郊外） 

車載移動局：4.5dBi 

携帯移動局：2dBi 
 

空中線水平面内指向

特性 
図参 1.1.6 無指向性  

空中線垂直面内指向

特性 
図参 1.1.7 無指向性  

空中線地上高 
1) 150ｍ（都市部） 

2) 40m（郊外） 
1.5m  

許容干渉レベル 

（帯域内） 

-119dBm/MHz 

（I/N=10dB） 

-110.8dBm/MHz 

（I/N=6dB） 
 

感度抑圧レベル 

（帯域外） 
-43dBm 

-56dBm 

（BW:Channel/2+7.5MHz離調） 

-44dBm 

（BW:Channel/2+12.5MHz離調） 

3GPP 

TS36.101V8.3.

0(2008-9) 

 

 
図参 1.1.6 高度 MCA 中継局の送受信空中線水平面内指向特性 

 

                                                   
※11  平成 29 年 9 月 27 日付け情報通信審議会 諮問第 2041 号答申「900MHz 帯自営用移動

通信システムの高度化に関する技術的条件」 
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図参 1.1.7 高度 MCA 中継局の送受信空中線垂直面内指向特性 
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(ウ)携帯電話システム 

携帯電話システムの受信パラメータを表参 1.1.3に示す。※12 
 

表参 1.1.3 携帯電話システム受信側パラメータ 

 基地局 移動局 備考 

使用周波数 900～915MHz 945～960MHz  

給電線損失 0dB 0dB  

空中線利得 14dBi 0dBi  

空中線水平面内指向特性 図参 1.1.8 無指向性  

空中線垂直面内指向特性 図参 1.1.9 無指向性  

空中線地上高 40m 1.5m  

許容干渉レベル 

（帯域内） 

-119dBm/MHz 

（I/N=10dB） 

-110.8dBm/MHz 

（I/N=6dB） 
 

感度抑圧レベル 

（帯域外） 
-43dBm 

-56dBm 

（BW:Channel/2+7.5MHz離調） 

-44dBm 

（BW:Channel/2+12.5MHz離調） 

3GPP 

TS36.101V8.3.

0(2008-9) 

その他損失 － 8dB（人体吸収損）  

 

  

                                                   
※12  平成 7 年 7 月 24 日付け 情報通信審議会諮問第 81 号答申 「携帯電話等の周波数有効

利用方策」のうち、「700/900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件」（「携帯無線通

信の中継を行う無線局の技術的条件」を含む。） 
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図参 1.1.8 携帯電話システム基地局の送受信空中線水平面内指向特性 

 

 
図参 1.1.9携帯電話システム基地局の送受信空中線垂直面内指向特性 

 

 

 

  



７４ 
 

(エ)RFID構内無線局/陸上移動局システム 

(オ)RFID特定小電力無線局システム 

(カ)RFIDテレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備 

共用検討用のパラメータを、RFID構内無線局／陸上移動局システム及び RFID特定小電

力無線局システムをパッシブタグシステム、RFIDテレメータ用、テレコントロール用及び

データ伝送用無線設備をアクティブタグシステムとして、表参 1.1.4に示す。※13 

 

表参 1.1.4 RFID システムパラメータ 

 パッシブタグシステム アクティブタグシステム 

送信周波数 920MHz帯 

受信周波数 920MHz帯 

空中線電力 30dBm 24dBm 10dBm 1dBm 

空中線利得 6dBi 3dBi 

空中線水平面内指向特

性 

図参 1.1.10 又は 

図参 1.1.11 
図参 1.1.10 

図参 1.1.11 

空中線垂直面内指向特

性 

図参 1.1.10 又は 

無指向性 
無指向性 

隣接チャネル漏洩電力 -61dBc -55dBc 

空中線地上高 1.5m 

許容帯域内干渉電力 86.4dBm/4.2MHz 

許容帯域外干渉電力 -30dBm 

 

 
図参 1.1.10 RFID パッシブタグシステム 空中線指向特性（水平面内/垂直面内） 

 

  

                                                   
※13  平成 29 年 9 月 27 日付け 情報通信審議会諮問第 2041 号答申 「920MHz 帯小電力無

線システムの高度化に係る技術的条件」 
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図.参 1.1.11 RFIDシステム空中線水平面内指向特性（垂直面内は無指向性） 

  



７６ 
 

(キ)電波天文台 

干渉検討用に用いた電波天文台のパラメータを表参 1.1.5 に電波天文施設の設置場所及

び設置状況を表参 1.1.6に示す。※14 

 

表参 1.1.5電波天文の受信側パラメータ 

 電波天文 観測局 備考 

受信感度・実効選択度 「許容干渉レベル（帯域内）」を参照  

給電線損失 0dB 実力値 

空中線利得 0dBi ITU-R RA.796 

空中線指向特性（水平） パラボラ  

空中線指向特性（垂直） パラボラ  

空中線地上高 0m  

受信周波数帯域幅 1400～1427MHz（27MHz 幅） ITU-R RA.796 

許容干渉レベル（帯域内） -188dBm/MHz 実力値 

感度抑圧レベル（帯域外） －  

 

表参 1.1.6電波天文の設置場所・設置状況 

観測所名 
空中線

形式 

大きさ 

(直径) 

緯度 

（°） 

経度 

（°） 

海抜高 

（ｍ） 

地上高 

（ｍ） 

最小運用

仰角 

（°） 

観測周波

数 

(MHz) 

野辺山・

宇宙 

パラボ

ラ 
３ｍ 

138E 

28′33″ 

35N 

56′18″ 
1349 5.2 5 

1400-

1427 

臼田 
パラボ

ラ 
６４ｍ 

135E 

21′46″ 

36N 

07′57″ 
1456 33.0 5 

1400-

1750 

みさと天

文台 

パラボ

ラ 
８ｍ 

135E 

24′24″ 

34N 

8′39″ 
416 - - 

1420-

1420 

和歌山大

12m 

パラボ

ラ 
１２ｍ 

135E 

9′00″ 

34N 

16′02″ 
84 7.5 10 144-8100 

那須パル

サー 

固定球

面鏡 

20m×8 

30m×1 

139E 

59′00″ 

36N 

55′30″ 
296 21.0 70 

1405-

1425 

あわら 
パラボ

ラ 
１０ｍ 

136E 

14′07″ 

36N 

15′50″ 
18 15.0 2 

1300-

2500 

水沢 
パラボ

ラ 

２０ｍ

(VERA) 

141E 

07′57″ 

39N 

08′01″ 
63 22.0 3 

1350-

2350 

石垣島 
パラボ

ラ 

２０ｍ

(VERA) 

124E 

10′16″ 

24N 

24′44″ 
26 22.0 3 

1350-

2350 

 

  

                                                   
※14  平成 7 年 7 月 24 日付け 情報通信審議会諮問第 81 号答申「携帯電話等の周波数有効利

用方策」のうち「900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件」及び「携帯無線通信の

中継を行う無線局の技術的条件」 
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(2) 2.4GHz 帯 

(ア)無線 LAN システム 

 

表参 1.2.1 2.4GHz帯無線 LANシステムの受信パラメータ 1 

項目 パラメータ 

空中線電力 

①FH方式（2427MHz～2470.75MHz）のもの：3mW/MHz以下 

②スペクトル拡散方式のもの(①を除く)：10mW/MHz以下 

③OFDMのもの（①を除く） 

占有周波数帯幅が 26MHz以下：10mW/MHz以下 

占有周波数帯幅が 26MHzを超え 38MHz以下：5mW/MHz以下 

④上記以外のもの：10mW以下 

空中線利得 2.14dBi 

スプリアス発射又は

不要発射の強度の許

容値 

2387MHz未満及び 2496.5MHz を超えるもの：2.5μW/MHz 以下 

2387MHz以上 2400MHz未満及び 2483.5MHz を超え、2496.5MHz以下：25μ

W/MHz 以下 

 

表参 1.2.2 2.4GHz帯無線 LANシステムの受信パラメータ 2 

 

(イ)構内無線局等 

 

表参 1.2.3 構内無線局等 共用検討用パラメータ 

 構内無線局 特定小電力無線局 

送信空中線電力 300mW 10mW 

送受信周波数帯 2.4GHz帯 

送受信 

空中線利得 

質問機 11dBi 11dBi 

応答機 2dBi 2dBi 

給電線損失(送受信) 0dB 0dB 

応答機損失 10dB 

伝搬マージン 10dB 

干渉マージン 10dB 

受信帯域幅 32kHz 

許容干渉入力 

（空中線利得 11dBiを含む） 
-98dBm -97dBm 

  

変調方式 

(コーディングレート) 

所要 D/U(dB) 受信感度(dBm) 

同一 

チャネル 

隣接 

チャネル 

次隣接 

チャネル 
10MHz 20MHz 

BPSK(1/2) 10 -16 -32 -85 -82 

QPSK(1/2) 13 -13 -29 -82 -79 

16QAM(1/2) 18 -8 -24 -77 -74 

64QAM(2/3) 26 0 -16 -69 -66 
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(ウ)ロボット無線システム 

 

表参 1.2.4 2.4GHz帯及び 5.7GHz帯ロボット用無線システムの検討パラメータ 

項目 パラメータ 

送信出力 1W（30dBm） 

周波数 2.4GHz帯及び 5.7GHz帯 

占有周波数帯幅 5MHz、10MHz、20MHz（5.7GHz 帯のみ） 

空中線利得（送受信） 6dBi 

空中線高 
地上利用 10m(制御側) 3m(ロボット側) 

上空利用 2m (制御側) 0～250m(ロボット側) 

 

表参 1.2.5 2.4GHz帯及び 5.7GHz帯ロボット用システムの受信特性 

変調方式 

(コーディングレ

ート) 

所要 D/U(dB) 受信感度(dBm) 

同一 

チャネル 

隣接 

チャネル 

次隣接 

チャネル 
5MHz 10MHz 20MHz 

BPSK(1/2) 10 -16 -32 -88 -85 -82 

QPSK(1/2) 13 -13 -29 -85 -82 -79 

16QAM(1/2) 18 -8 -24 -80 -77 -74 

64QAM(2/3) 26 0 -16 -72 -69 -66 

 

(エ)移動衛星通信システム（N-STAR） 

表参 1.2.6 2.4GHz帯受信特性 

項 目 移動局 

空中線利得 12.6 dBi 

給電線損失 0 dB 

許容干渉量 

帯域内干渉 -124.9 dBm/MHz 

帯域外干渉 

-60 dBm 0-10MHz離調 

-41 dBm 10-25MHz 離調 

-37 dBm 25-30MHz 離調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 1.2.1垂直面内指向特性            図参 1.2.2 水平面内指向特性 
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(オ)移動体衛星通信システム(グローバルスター)  

 

表参 1.2.7 2.4GHz帯及受信特性 

パラメータ 移動局 

帯域幅 1.23 MHz 

空中線利得 0.51 dBi 

許容干渉電力(帯域内・帯域外) -119.4 dBm/MHz 

 

(カ)放送事業用無線局（FPU） 

表参 1.2.11 1.2/2.3GHz帯 4K・8K対応高度化 FPUシステムのパラメータ※15 

 固定中継上り 移動中継上り 固定中継下り 移動中継下り 

周波数[GHz] 2.37 2.37 2.37 2.37 

標準受信電力 

[dBm/BW] 
-57 -57 -57 -57 

所要 D/U 比[dB] 17.4 32.6 13 21.6 

FPU空中線利得

[dBi] 
21.1 18.1 12 5.2 

 

表参 1.2.12 1.2/2.3GHz帯 FPUシステムのパラメータ※16 

 移動中継 

ハーフ 

16QAM- 

OFDM2/3 

移動中継 

フル 

16QAM-

OFDM2/3 

固定中継 

32QAM- 

OFDM 3/4 

固定中継 

フル 

16QAM-OFDM 

RS(204,166) 

移動中継 

フル 

8PSK-OFDM 

RS(204,166) 

移動中継 

ハーフ 

32QAM-OFDM 

RS(204,188) 

周波数[GHz] 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 

標準受信電力 

[dBm/BW] 
-61 -61 -61 -61 -61 -61 

所要 C/I[dB] 29. 4 22.4 26.8 19.2 17.2 23.2 

FPU空中線利得

[dBi] 
18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 

 

(キ)電波ビーコン 

表参 1.2.8 電波ビーコン 共用検討パラメータ 

項目 パラメータ 

送信空中線電力 20mW 

周波数 2499.7MHz 

占有周波数帯幅 85kHz 

スプリアス領域における不要発射 2.5μW以下 

車載機受信利得 2dB 

受信フィルタ減衰量 52.5dB 

                                                   
※15  情報通信審議会諮問第２０２３号「放送システムに関する技術的条件」における「放送

事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のための

1.2GHz 帯及び 2.3GHz 帯を使用する放送事業用無線局（FPU）の技術的条件」 
※16  情報通信審議会諮問第２０２３号「放送システムに関する技術的条件」のうち、「放送事

業用無線局の高度化のための技術的条件」 
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許容干渉入力 -90.4dBm 

 

(ク)電波天文 

表参 1.2.9 電波天文 共用検討用パラメータ 

項目 パラメータ 

観測周波数 2695 MHz 

観測帯域 10 MHz 

空中線利得 0 dBi 

干渉閾値  

入力電力 -207 dBW 

pfd -177 dB(W/m2) 

pfdスペクトラム -247 dB(W/(m2・Hz)) 

 

表参 1.2.10 電波天文の設置場所・設置状況 
観測所名 空中線

形式 

大きさ 

(直径) 

緯度 

（°） 

経度 

（°） 

海抜高 

（ｍ） 

地上高 

（ｍ） 

最小運用

仰角

（°） 

観測周波数 

(MHz) 

野辺山・

宇宙 

パラボ

ラ 
2m 

138E 28′

33″ 
35N 56′18″ 1349 4.7 5 1910-2090 

パラボ

ラ 
1.5m 

138E 28′

33″ 
35N 56′18″ 1349 4.5 5 3410-3840 

臼田 
パラボ

ラ 
64m 

138E 21′

46″ 
36N 7′57″ 1456 33 5 2200-2300 

小金井 
パラボ

ラ 
11m 

139E 29′

17″ 
35N 42′38″ 99.7 12.5 5 2212-2360 

石岡 
パラボ

ラ 
13.2m 140E 13′8″ 36N 12′33″ 130 18 3 2200-2400 

水沢 
パラボ

ラ 
20m 141E 7′57″ 39N 8′1″ 63 22 3 2200-2400 

石垣島 
パラボ

ラ 
20m 

124E 10′

16″ 
24N 24′44″ 26 22 3 2200-2400 

入来 
パラボ

ラ 
20m 

130E 26′

24″ 
31N 44′52″ 528 22 3 2200-2400 

 

(ケ)アマチュア無線 

 

表参 1.2.11アマチュア無線の共用検討パラメータ 

項目 パラメータ 

最小感度 -110.83 dBm/MHz 

D/U比 0 dB 

許容干渉入力 -110.83 dBm/MHz 

 

 

  



８１ 
 

(3) 5.7GHz 帯 

(ア)無線 LAN システム 

無線 LAN システム(5470MHz～5730MHz)の受信側パラメータを表参 1.3.1に示す。 

 

表参 1.3.1 無線 LANシステムの受信パラメータ 

 
無線 LAN 変調方式（コーディングレート） 

BPSK(1/2) QPSK(1/2) 16QAM(1/2) 64QAM(2/3) 

周波数帯域 5,470～5,730MHz 

受信感度+3dB -79dBm -76dBm -71dBm -63dBm 

感度抑圧レベル 
隣接チャネル -16dB -13dB -8dB 0dB 

次隣接チャネル -32dB -29dB -24dB -16dB 

許容入力レベル 
隣接チャネル -63dBm 

次隣接チャネル -47dBm 

最大空中線利得 20dBi 

SIFS時間 16us 

Slot長 9us 

 

(イ)DSRC（狭域通信）システム 

DSRCシステムの受信側パラメータを表参 1.3.2 に示す。 

 

表参 1.3.2 DSRC（狭域通信）システムの受信パラメータ 

項目 車載機 
路側機 

クラス 1 クラス 2 

周波数帯域 
5775～5805MHz 

Ch 間隔 5MHz 

5815～5845MHz 

Ch 間隔 5MHz 

5815～5845MHz 

Ch 間隔 5MHz 

スプリアス・レスポンス・ 

リジェクション 

(ISM帯域内) 

24.0 dB 28.0 dB 30.0 dB 

受信感度＋3dB -57.0 dBm -62.0 dBm -72.0 dBm 

スプリアス許容入力量 -33.0 dBm -34.0 dBm -42.0 dBm 

帯域内干渉許容入力量 -84.5 dBm -90.0 dBm -100.0 dBm 

空中線利得（最大値） 10 dBi 20 dBi 20 dBi 
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(ウ)放送業務用 STL/TTLシステム 

放送業務用の STL/TTLシステムにおける干渉検討を行う回線設計パラメータを表参 1.3.3

に示す。 

 

表参 1.3.3 放送事業用 STL/TTLシステムの回線設計パラメータ 

項目 
SHF帯 TS 伝送方式 

B バンド 

計算周波数 5,900 MHz 

キャリア変調方式 64QAM 

伝播距離 平野 50 km 

所要フェージングマージン -27.6 dB 

帯域幅 6.7 MHz 

標準受信電力 -42.89 dBm 

受信雑音指数 4.0 dB 

受信等価熱雑音 -101.6 dBm 

標準時熱雑音 C/N 58.7 dB 

フェージングマージン時 

所要熱雑音 C/N 
30.8 dB 

空中線利得 40.4 dBi 

給電線損失 8.3 dB 

 

(エ)放送事業用 FPU/TSLシステム 

放送業務用の FPU システムにおける受信パラメータを表参 1.3.3 に TSL システムにおけ

る干渉検討を行う回線設計を表 1.3.5 に示す。 

 

表参 1.3.4 放送事業用 FPUシステムの受信パラメータ 

項目 
固定中継局 

(4K/8K標準伝送) 

固定中継局 

(4K/8K高品質伝送) 
可搬型 OFDM 中継局 移動中継局 

周波数帯域 5,850～5,925 MHz 5,850～5,925 MHz 5,850～5,925 MHz 5,850～5,925 MHz 

キャリア変調方式 
1024QAM 

(LDPC 2/3) 

4096QAM 

(LDPC 5/6) 

64QAM 

(FEC 5/6) 

64QAM 

LDPC 5/6 

標準受信電力 -55 dBm -45 dBm -61 dBm -62 dBm 

所要 C/N 27.1 dB 37.1 dB 28.0 dB 21.2 dB 

干渉雑音(異伝播

路)C/N 
34.4 dB 44.4 dB 34.4 dB 28.5 dB 

帯域 17.5 MHz 17.5 MHz 17.5 MHz 17.5 MHz 

干渉雑音電力(異伝

播路) 

-89.4 dBm -89.4 dBm -95.4 dBm -90.5 dBm 

-101.8 dBm/MHz -101.8 dBm/MHz -107.8 dBm/MHz -102.9 dBm/MHz 

空中線利得 35.0 dBi 35.0 dBi 30.0 dBi 23.2 dBi 
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給電線損失 5.0 dB 5.0 dB 0.0 dB 0.5 dB 

 

表参 1.3.5 放送事業用 TSLシステムの回線設計パラメータ 

項目 
SHF帯 TSL伝送方式 

B バンド 

計算周波数 5,900 MHz 

キャリア変調方式 64QAM 

伝播距離 平野 50 km 

所要フェージングマージン 24.5 dB 

帯域幅 14.0 MHz 

標準受信電力 -44.8 dBm 

受信雑音指数 4.0 dB 

受信等価熱雑音 -98.5 dBm 

標準時熱雑音 C/N 53.7 dB 

フェージングマージン時 

所要熱雑音 C/N 
29.2 dB 

空中線利得 42.0 dBi 

給電線損失 4.9 dB 

 

(オ)無人移動体高速伝送システム 

無人移動体高速伝送システムにおける受信妨害波特性を表参 1.3.6 に示す。 

 

表参 1.3.6 無人移動体高速伝送システムの受信妨害波特性 

項目 
チャネル条件 

同一チャネル 隣接チャネル 次隣接チャネル 

周波数 5650MHz～5755MHz 5650MHz～5755MHz 5650MHz～5755MHz 

帯域幅 5 MHz 5 MHz 5 MHz 

変調方式 BPSK(レート 1/2) BPSK(レート 1/2) BPSK(レート 1/2) 

最小受信感度 -88 dBm -88 dBm -88 dBm 

各チャネル妨害

波所要 D/U 
10 dB -16 dB -32 dB 

各チャネル妨害

波許容入力量 
-98 dBm -72 dBm -56 dBm 

空中線利得 6 dBi 6 dBi 6 dBi 
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(カ)気象レーダー 

気象レーダーの受信パラメータを表参 1.3.9に示す。 

 

表参 1.3.9 気象レーダーの受信パラメータ 

項目 パラメータ値 備考 

受信空中線利得 47 dBi 空港設置の 7m空中線タイプ 

指向性減衰量 0 dB  

受信中心周波数 5,372.5 MHz WPTシステムに最も近い周波数 

受信帯域幅 1.2 MHz  

受信帯域内許容雑音入力電力 -120 dBm/BW 
NF 3dBの入力雑音及び 

I/N -10dB(ITU-R M.1849) 

WPTキャリア信号許容入力電力 -40 dBm 
許容雑音入力電力+ 

ダイナミックレンジ 80 dB 

 

(キ)電波天文台 

電波天文の設置場所・設置状況を表参 1.3.7、受信パラメータを表参 1.3.8 に示す。5.7GHz

帯に近い国内電波天文台のうち、ITU-R RA.769において許容干渉レベルが規定されている

臼田 64m鏡（観測周波数 4995MHz）及び石岡 13.2m鏡（観測周波数 10650MHz）を検討対象と

した。 

 

表参 1.3.7 電波天文の設置場所・設置状況 
観測 

所名 

空中線 

形式 

大きさ 

(直径) 

緯度 

（°） 

経度 

（°） 

海抜高 

（ｍ） 

地上高 

（ｍ） 

最小運用

仰角

（°） 

観測周波数 

(MHz) 

臼田 パラボラ 64m 
138E 21′

46″ 
36N 7′57″ 1456 33 5 4700-5140 

石岡 パラボラ 13.2m 
140E 13′

08″ 

36N 12′

33″ 
130 18 5 3000-14000 

 

表参 1.3.8 電波天文の受信パラメータ 

項目 値 備考 

受信空中線利得 0 dBi  

指向性減衰量 0 dB  

電力スペクトルフラックス密度 -241.0 dB(W/(m2・Hz)) ITU-R RA.769 

干渉閾値換算値 -187 dBm/MHz  

伝搬条件 

伝搬条件 自由空間伝搬  

水蒸気圧 5.5 mmHg  

水蒸気密度 4.1 g/m3 15℃ 

水蒸気分子による吸収係数 0.001 dB/km  

大気減衰 0.0 dB  

ナイフエッジ回折損 0.0 dB  
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参考資料２：設置環境等について 
 
(1) 設置環境 

本システムの設置に際しては、無線 LAN システム等と同一空間内に他の無線システムと共

存して設置・使用される環境が想定される。そのため、干渉による他の無線システムへの影響

が想定される。そのため、屋内の管理環境を定義した。「WPT 屋内設置環境」を広義での本検

討での空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置環境とし、下記に示す定義に対応でき

る利用環境での使用を「WPT 管理環境」、定義による管理を必要としない環境を「WPT 一般環

境」と区分し、本システムも含めた無線システムによる屋内の使用環境を整備する事で電波の

有効利用した環境として使用することとする。 

 

「WPT管理環境」 

 屋内、閉空間であること。 

 電波防護指針における指針値を超える範囲が上記、屋内、閉空間に含まれる。 

 屋内の管理環境に設置される空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの運用が、

他の無線システム等に与える影響を回避・軽減するため、本システムの設置者、運

用者、免許人等が、一元的に他の無線システムの利用、端末設置状況を管理できる

こと。 

 屋内の管理環境に隣接する空間（隣接室内、上下階等）においても他の無線システ

ムとの共用条件を満たすか、屋内の管理環境と同一の管理者により一元的に管理

できること。【2.4GHz 帯、5.7GHz帯】 

 2.4GHz 帯においては、屋内の１階（地上階）又は地下階とし、周囲への他の無線

局等への与える影響を回避・軽減するものとする。 

 

上記を満たさない使用環境では他の管理者が使用する無線システム等に干渉を与える可能

性があり、これを考慮した対策等が必要であるため、「WPT一般環境」と定義した。2.4GHz帯

及び 5.7GHz帯では、最大空中線電力をそれぞれ 15Wと 32Wで送信することを要求条件として

いることから、「WPT 一般環境」で他の無線システムと共用するには回避技術の検証を得てか

らの導入が必要であるため、現段階では検討の対象としないこととした。 

また、屋内であることの定義は、窓を含めた WPT屋内設置環境内における周囲の壁等が参考

資料９【壁等の通過時の損失について】にて検討した干渉検討に使用する壁等の損失値以上を

担保し、他の無線システム等への干渉を低減できる環境とする。 

 

(2) 運用調整 

周波数の有効利用を図るために空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを製造、運用する

者等が主体となって、既存の無線システムや空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム相互間

の運用調整のための仕組み作りが行われることが必要である。 

この仕組みによって空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの使用周波数、使用場所等の

情報を一元的に管理・公開し、既存の他の無線システムを含む免許人間の運用調整等により、

共存可能とする環境を図るものとする。また、この仕組みにより空間伝送型ワイヤレス電力伝

送システムが既存無線局の運用に継続的に干渉を与える様な場合には、必要に応じて運用者

へ対策を講じるための措置等を指示することで、電波の利用環境の維持に努める事が望まし

い。 

 

(3) 同一敷地内での送信装置の移設等について 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置環境は、窓を含めた四方の壁等が参考資料

９【壁等の通過時の損失について】において検討した壁等の損失値以上を担保した屋内、閉空

間である。それが保証される設置環境内であれば送信装置を移設しても「WPT 屋内設置環境」

外への漏洩電力には影響がないことから、移設の際に新たに他の無線システムとの共用検討

をする必要ないと考えられる。また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、工場、倉庫
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及び介護現場での利用を想定しており、利用者の利便性も考慮し移設の際に変更申請等が必

要のない構内無線局とすることが適当と考えられる。ただし、構内無線局は一の構内での移設

を可能としているが空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、一の「WPT 屋内設置環境」

内での移設に限定する必要がある。 

しかし、他の無線システムとの共用検討により干渉条件等設置時に検討評価する必要があ

る事から当初設置環境と大きく異なる状況が発生する状況での移設は望ましく無く、設置建

物、設置階等の設置方法が変わる等の「WPT屋内設置環境」外への漏洩電力が著しく変わる環

境の変更が発生する場合には、運用調整のための仕組みを利用した変更・検討を実施する必要

がある。 

 

(4) 人体及び被干渉機器との回避・共存 

本報告における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、既存技術の組み合わせにより、

屋内限定として検討しているが、今後も空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムが、継続的に

発展・進化していくためには、人体への曝露に対する安全性と他の無線システムとの共存を行

いながら給電が可能となることが必須である。 

そこで、SIP（Strategic Innovation Promotion Program）第 2期において研究開発を進め

ている、時間・空間・周波数を統合的に制御することで、電波暴露に対する人体への安全性確

保し、他の無線システムとの共存を実現する方策として、最大効率での電力伝送及び伝送電力

の増加を実現する概念として、図参 2.4.1に示す iTAF-WPT（intelligent Time-Area-Frequency 

Control WPT）技術のような革新が今後の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの発展に必

要である。 

これらの革新的技術が開発され、実用化されていけば、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シス

テムの屋外での利用等のユースケースの拡大や送信電力増加（920MHz帯においては 100W-EIRP）

の可能性も期待できる等の次へのステップへ向けた検討が必要になると予想される。 

 

 
図参 2.4.1 iTAF-WPT 技術の概要 

 

(5) 送信空中線の設置について 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置方法については、送信装置を壁に設置する

場合と天井に設置する方法の 2種類が想定される。 

 

  
(a)壁設置の例           (b)天井設置の例 

図参 2.5.1 送信装置の設置方法 

 

2.4GHz 帯及び 5.7GHz帯の送信装置は、ビーム指向性を任意に形成・可変できるフェーズド

アレーを使用した空中線を想定している。そのため、空中線の設置に対して自由に方向を制御

可能であるが、最大利得方向となるのは一般的には空中線放射素子の正面方向となり、これが

横方向（水平方向）となる場合に壁損失を含んでも他の無線システムへ大きな干渉を与える事

となる。そのため、本システムでは天井設置する事を原則として、空中線の最大利得方向が大
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地に対して±10度以内となるように規定した。 

また、原則としたのは、送信装置の形状等により、空中線の最大利得方向が大地に対して±10

度以内となるが、天井以外（壁と天井の角等）に設置可能な形状にて、最大利得方向の指向方

向内に制限された送信装置を想定し、利用できるものとした。 

さらに、水平方向の等価等方輻射電力（EIRP）の制限値を規定する事で「WPT 屋内設置環境」

外への漏洩電力には影響がないこととしたとしたものであり、設置形状を天井以外とした場

合でも技術的条件は緩和しない事で他の無線システムへの影響は変わらないものとしている。 

 

920MHz 帯については、送信装置の空中線設置方向による他の無線システムへの干渉につい

て特に影響がない事から設置位置の制限は設けないものとする。 

 

(6) 920MHz 帯における「WPT一般環境」使用時の送信時間制限について 

920MHz 帯を使用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは RFID システムを準拠した

システムとしての検討を実施した。そのため、RFID システムが採用している送信時間制限に

関しては、携帯電話への干渉確認として、「電波を発射してから送信時間４秒以内にその電波

の発射を停止し、かつ、送信休止時間 50msを経過した後でなければその後送信を行わないも

の」として実施要件としている。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、RFIDシステムと同等設置条件となる「WPT一

般環境」においては、一元管理ができない携帯電話等との共用となることから RFIDシステム

と同様に「最大４秒送信 50msec 停止」とした送信時間制限を行うこととした。ただし、無線

システムを一元的に管理する「WPT管理環境」においては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステムの認知が免許人にて可能であることから送信制御を要件とはしないものとする。 
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参考資料３：対象システムにおける電波の安全性 
(1) 安全性の検討 

(ア)電波防護指針 

電波防護指針では、電波のエネルギー量と生体への作用との関係が定量的に明らかにさ

れており、これに基づき、システムの運用形態に応じて、電波防護指針に適合するようシス

テム諸元の設定に配慮する必要がある。空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムについて

は、新たな利用形態での使用となるため、電波防護指針の基準値（電気通信技術審議会答申 

諮問第 38号「電波利用における人体の防護指針」（平成 2年 6月））への適合性について検

討を行った。 

電波防護指針では、評価する対象が、電波利用の実情が認識されていると共に、防護対象

を特定することができる状況下にあり、注意喚起等必要な措置可能であり、電波利用の実情

が認識され防護指針の主旨に基づいた電波利用を行うことが可能な場合は、管理環境を適

用し、このような条件が満たされない場合は、一般環境を適用することとしている。各条件

における指針値を、それぞれ表参 3.1.1及び表参 3.1.2に示す。 

 

表参 3.1.1 管理環境の電磁界強度（6分間平均値）の指針値 

周波数 

F 

電界強度の実効値 

E[V/m] 

磁界強度の実効値 

H[A/m] 

電力束密度 

S[mW/cm2] 

300MHz－1.5GHz 
3.54f(MHz)1/2 

(61.4－137) 

f(MHz)1/2/106 

(0.163－0.365) 

f(MHz)/300 

(1－5) 

1.5GHz－300GHz 137 0.365 5 

 

表参 3.1.2 一般環境の電磁界強度（6分間平均値）の指針値 

周波数 

F 

電界強度の実効値 

E[V/m] 

磁界強度の実効値 

H[A/m] 

電力束密度 

S[mW/cm2] 

300MHz－1.5GHz 
1.585f(MHz)1/2 

(27.5－61.4) 

f(MHz)1/2/237.8 

(0.0728－0.163) 

f(MHz)/1500 

(0.2－1) 

1.5GHz－300GHz 61.4 0.163 1 

 

電波の強度の算出については、「無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定

方法を定める件」（平成 11 年郵政省告示第 300号）において、以下の式が基本算出式として

定められている。 

 

𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑃𝑃

40𝜋𝜋𝑅𝑅2・𝐾𝐾 
Ｓ：電力束密度[mW/cm2] 
Ｐ：空中線入力電力[W] 
Ｇ：送信空中線の最大輻射方向における絶対利得[真数] 
Ｒ：送信空中線と算出を行う地点との距離[m] 
Ｋ：反射係数 
 すべての反射を考慮しない場合  ：K=1 
 大地面の反射を考慮する場合  ：K＝2.56 
 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 ：K=4 

算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるお

それがある場合は、算出した電波の強度に 6dB を加えること。 
 



８９ 
 

この式を変換することで電波防護指針値を満足できる送信装置からの距離の算出が可能

であり、図参 3.1.1 による算出モデルにて基本算出式によりバンド毎に電波防護指針を満

足できる距離を算出した。また、指向性を考慮した空間的平均値の算出として 5.7GHz帯を

例に実施した。 

 

 
図参 3.1.1電波防護指針を満足できる距離算出モデル 

 

本章の計算例では、WPT 屋内設環境のユースケースでは、「水面等大地面以外の反射を考

慮した算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在する強い反射を生じさせる」

環境は、想定していないことから省略した。しかし、実際の電波防護指針への指針値を満足

する距離の策定では、設置環境を考慮した反射係数による算出又は測定等により確定させ、

表示、安全柵等の対策を実施する必要がある。 

本システムの 2.4GHz 帯及び 5.7GHz 帯では、人体検出機能を備え、電波防護指針値を超

える範囲に人体が立ち入ったことを検出した場合は、送信を停止する機能を有する事とし

ている。このため、これを正しく機能させる事で安全対策としているが、電波防護指針を超

える範囲には一般的な対策と同様に表示や柵等を設ける対応も併せて実施する事が望まし

い。 

 

(イ)植込み型医療機器等への影響 

総務省では、各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響の調査研究を実

施し、平成 28 年 11 月改訂「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響

を防止するための指針」として示されている。 

しかし、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは新しい無線システムであることから

調査対象機器が市場にないため、今後の調査検討が必要である。ただし、920MHz 帯システ

ムは、920MHz 帯のパッシブ系電子タグシステムの機器と同等であることからこれに準じた

取扱いについて調査した。 
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(2) 920MHz 帯 

(ア)電波防護指針 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける電磁界強度（6分間平均）の指

針値及び電波防護指針を満足できる距離の計算結果を表参 3.2.1及び表参 3.2.2に示す。 

920MHz 帯における送信は連続送信（電波の型式：N0N）であり、間欠的送信（電波の型式：

P0N 等）とする場合には、更に電波防護指針を満足できる距離は小さくなる。 

表参 3.2.2より、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離

を最大 0.325ｍ離す事で、人体防護指針を満足できる。これは、送信空中線を床から 2.4ｍ

以上の高さに設置すれば人体防護指針を満足することを示している。 

また、介護施設のような「WPT一般環境」においては、送信空中線と人体との距離を最大

0.727ｍ離せば、人体防護指針を満足できる。これは、送信空中線を床から 2.5～2.8ｍ以上

の高さに設置すれば概ね人体防護指針を満足することを示している。 

以上のことから、920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの送信空中線の高さ

は、水面等大地面以外の反射を考慮する反射波があり、金属物体等の建造物が存在し強い反

射を生じさせる環境においても WPT 一般環境にて 2.8ｍ以上、WPT 管理環境にて 2.4m 以上

とすることで、概ね人体防護指針の値を満足する事が可能である。 

 

表参 3.2.1電磁界強度（6分間平均）の指針値（920MHz帯） 

周波数 F＝920MHz 
電界強度の実効値 

E[V/m] 

磁界強度の実効値 

H[A/m] 

電力束密度 

S[mW/cm2] 

WPT管理環境 107.374 0.286 3.067 

WPT一般環境 48.075 0.128 0.613 

 

表参 3.2.2 電波防護指針を満足できる距離（920MHz帯） 

周波数 F＝920MHz Ｋ＝1 Ｋ＝2.56 Ｋ＝4 
Ｋ＝2.56×4 

＝10.2 

WPT管理環境 0.102m 0.163m 0.203m 0.325m 

WPT一般環境 0.227m 0.364m 0.456m 0.727m 

 

(イ)植込み型医療機器等への影響 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、920MHz帯のパッシブ系電子タグシ

ステムの機器と同等であることから、医療機器への影響発生を防止するため、「各種電波利

用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」（平成 19 年 4 月）

に示された RFID 機器（電子タグの読み取り機）の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を

防止するための指針として、「据置きタイプ RFID機器（高出力型９５０ＭＨｚ帯パッシブ系

電子タグシステムに限る。）」と同等な設置形式を想定しており、この対応策の指針に沿った

適切な対応が望まれる。 
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(3) 2.4GHz 帯 

2.4GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける電磁界強度（6分間平均）の指針

値及び電波防護指針を満足できる距離の計算結果を表参 3.3.1 及び表参 3.3.2に示す。 

2.4GHz帯における送信はキャリアセンスと間欠的送信（電波の型式：P0N等）から、更に電

波防護指針を満足できる距離は小さくなる。 

表参 3.3.2より、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離を

7.9ｍ離す事で、人体防護指針を満足できる。これは、送信空中線を共用検討モデルと同様に

4.5ｍ以上の高さに設置した場合、水面等大地面以外の反射を考慮する反射波があり、金属物

体等の建造物が存在し強い反射を生じさせる環境においても空間においても空中線周囲約

6.4mの範囲に対策することで概ね人体防護指針を満足することを示している。 

また、2.4GHz帯では「WPT一般環境」での使用については今の時点では対象としない事とし

た。 

 

表参 3.3.1電磁界強度（6分間平均）の指針値（2.4GHz帯） 

周波数 F＝2400MHz 
電界強度の実効値 

E[V/m] 

磁界強度の実効値 

H[A/m] 

電力束密度 

S[mW/cm2] 

WPT管理環境 137.00 0.365 5 

WPT一般環境 61.40 0.163 1 

 

表参 3.3.2 電波防護指針を満足できる距離（2.4GHz帯） 

周波数 F＝2400MHz Ｋ＝1 Ｋ＝2.56 Ｋ＝4 
Ｋ＝2.56×4 

＝10.2 

WPT管理環境 2.45m 3.92m 4.90m 7.82m 

WPT一般環境 5.48m 8.76m 10.95m 17.49m 

 

(4) 5.7GHz 帯 

5.7GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける電磁界強度（6分間平均）の指針

値及び電波防護指針を満足できる距離の計算結果を表参 3.4.1 及び表参 3.4.2に示す。 

5.7GHz 帯における送信はキャリアセンスにより、間欠的送信（電波の型式：P0N 等）とな

り、更に電波防護指針を満足できる距離は小さくなる。 

表参 3.4.2より、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離を

最大 12.8ｍ離す事で、人体防護指針を満足できる。これは、送信空中線を検討モデルと同様

に 5.0ｍ以上の高さに設置すれば、水面等大地面以外の反射を考慮する反射波があり、金属物

体等の建造物が存在し強い反射を生じさせる環境においても空中線周囲約 13m の範囲に対策

することで、概ね人体防護指針を満足することを示している。 

また、5.7GHz帯では「WPT一般環境」での使用については今の時点では対象としない事とし

た。 

 

表参 3.4.1電磁界強度（6分間平均）の指針値（5700MHz帯） 

周波数 F＝5700MHz 
電界強度の実効値 

E[V/m] 

磁界強度の実効値 

H[A/m] 

電力束密度 

S[mW/cm2] 

WPT管理環境 137.00 0.365 5 

WPT一般環境 61.40 0.163 1 

 

表参 3.4.2 電波防護指針を満足できる距離（5.7GHz帯） 
周波数 F＝5700MHz Ｋ＝1 Ｋ＝2.56 Ｋ＝4 Ｋ＝2.56×4 



９２ 
 

＝10.2 

WPT管理環境 4.00m 6.40m 8.00m 12.80m 

WPT一般環境 9.00m 14.30m 17.80m 28.50m 

 

(5) 20 点法による算出 

2.4GHz 帯及び 5.7GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、多素子アレー合成し

たビーム指向性を用いたビームフォーミングアンテナを使用する事を想定している。このビ

ームフォーミングアンテナは、狭いビーム幅となる高い利得の指向性が成形できることから

20点法による電力束密度の空間平均値でのに算出について検討した。 

前項の電技防護指針の基本計算式にて満足できる距離よりも短い距離とすることが可能と

なる。20 点法による空間的平均値の算出モデル概要を図参 3.5.1、20 点法における電波防護

指針を満足できる距離の計算結果例を表参 3.5.1及び表参 3.5.2に示す。 

 

 
図参 3.5.1 20点法による評価モデル 

 

20点法による空間的平均値の算出にあたっては、最長点（2m）に最大利得方向を向けた場

合の平均値と 20 点毎に最大利得方向を向けた場合の平均値の最大値について比較した。そ

の結果、2mに最大利得方向を向けた場合が最大となるが、この結果は基本算出式にて算出し

た距離より近い距離にて満足できる結果となった。 

 

表参 3.5.1 20点法を用いた電波防護指針を満足できる距離（2.4GHz帯） 

周波数 F＝2400MHz Ｋ＝1 Ｋ＝2.56 Ｋ＝4 
Ｋ＝2.56×4 

＝10.2 

WPT管理環境 0m 1.3m 2.2m 4.0m 

WPT一般環境 2.6m 4.4m 5.4m 7.9m 

 

表参 3.5.2 20点法を用いた電波防護指針を満足できる距離（5.7GHz帯） 

周波数 F＝5700MHz Ｋ＝1 Ｋ＝2.56 Ｋ＝4 
Ｋ＝2.56×4 

＝10.2 

WPT管理環境 1.50m 2.70m 3.40m 5.20m 

WPT一般環境 3.80m 5.70m 6.80m 9.80m 
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参考資料４：920MHz帯における共用検討について 
(1) 共用検討対象システム及び検討の絞り込み 

(ア)920MHz 帯 RFIDとの差異 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）の技術基準が RFID 構内無

線局（パッシブ系電子タグシステムの 1W設備）に準拠していることを踏まえ、共用検討対

象を絞り込む事とした。RFID システムと本検討の 920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システムとの差異を表参 4.1.1に示す。 

 

 
表 4.1.1 RFID システムとの使用技術差 

 

(イ)干渉検討対象システム 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを与干渉、他の 920MHz 帯の通信システ

ムを被干渉とした、今回の検討対象とする干渉形態を表参 4.1.2に示す。（空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムを被干渉としての干渉検討は行なわない。） 

また、表参 4.1.2 に示す高度 MCA システム以外の被干渉システムは「情報通信審議会情

報通信技術分科会携帯電話等高度化委員会報告書」（諮問 81号「携帯電話等の周波数有効利

用方策」のうち「900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件」及び「携帯無線通

信の中継を行う無線局の技術的条件」）(平成 23年 5月 11日)において、既に検討が行われ

ており、共用可能であると結論付けられている。 

 

表参 4.1.2 920MHz帯の検討対象となる干渉形態 

（920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 被干渉システム） 

被干渉システム 過去の検討及び検討対象 

デジタル MCA 
中継局 実施済 

移動局 実施済 

高度 MCA 基地局（都市部・郊外） 今回の検討対象 

使用環境 屋内工場、物流倉庫 屋内工場 介護等施設 屋内物流管理
マラソンタイム計測、移動車両による設備点検、構内に
限定されない物流管理など（一部屋外の利用も可能）

1日のうちの稼働率
30～90％

（工場の稼働携帯による）
30～90％

（工場の稼働携帯による）
50～100％

（入居者率による）
30～90％

（工場の稼働携帯による）
数％～数十％程度

給電能力
←

（タグの受信電力は同等レベル）
←

（タグの受信電力は同等レベル）

給電対象
環境センサ（IDあり）
人が持つセンサ（IDあり）

工作ロボット等の各種センサ
（IDあり）

環境センサ（IDあり）、見守り対
象者がもつセンサ（IDあり）

IDタグ ←

給電距離 送信距離  ～５ｍ ←

電波防護の
電磁界強度指針値

管理環境 管理環境 一般環境 一般環境 ←

設置者 他無線の管理可能 他無線の管理可能 他無線の管理可能 免許人が基本 ←

送電環境の認知 可能 可能 不可能 可能 ←

人がいる時の送電 有り 有り 有り ← ←

免許形式（案） ← ←

送電電力（EIRP） ← ←

送信時間制御 無し 無し 有り
（4秒以内に停止し50msec後に送信）

←
(介護施設等のWPT一般環境と同一）

←

送電変調方式 ← ←

占有帯域幅 200kHz ←

帯域外領域におけるスプリアス
発射強度の上限値

← ←

スプリアス領域（fc+2.5Bn)にお
ける不要発射強度の上限値

← ←

受電側からの送信信号
あり

（バックスキャッタ通信)
←

受電側からのビーコン信号 ← ←

キャリアセンス方式 登録局のみあり ←

ユースケース

4W

920MHz帯パッシブRFID（1W）920MHz帯 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム

数μW～数百μＷ

～５ｍ程度

構内無線局（免許局：1W,パッシブ系）

なし

規定しない
（NON，Ｇ１Ｄなど）

200kHz

710MHz 以下                              －36dBm（100kHz）
710MHz を超え900MHz 以下       －58dBm（1MHz）
900MHz を超え915MHz 以下       －58dBm（100kHz）
915MHz を超え915.7MHz 以下及
び923.5MHz を超え930MHz 以下 －39dBm（100kHz）
915.7MHz を超え923.5MHz 以下
(無線チャネルの中心周波数からの
離調が200kHz 以下を除く。 )         －29dBm（100kHz）
930MHz を超え1000MHz 以下      －58dBm（100kHz）
1000MHz を超え1215MHz 以下     －48dBm（1MHz）
1.215GHz を超えるもの                 －30dBm（1MHz）

－29dBm/100ｋHz

あり
(バックスキャッタ通信・BLEなど)

なし
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移動局（車載・携帯） 今回の検討対象 

携帯電話 

（LTE） 

基地局 実施済 

移動局 実施済 

RFID 

構内無線局（パッシブ系電子タグシス

テム 1W 設備） 
実施済 

特定小電力無線局（パッシブ系電子タ

グシステム 250mW 設備） 
実施済 

テレメータ用、テレコンとロール用及

びデータ伝送用無線設備（アクティブ

タグ） 

実施済 

電波天文 再実施 

 

(2) 高度 MCAシステム 
(ア)共用検討モデル 

1対 1対向モデルによる検討を行ない、現実的な設置条件に近い検討モデルとして、壁損

失が考慮可能な使用環境では、その値を 10dBとする。空間伝送型ワイヤレス電力伝送シス

テムは屋内利用のため、屋外の被干渉システムとの間には壁損失が含まれるが、同室内に存

在する場合には壁損失は含まれないものとして検討を実施した。 

また、空中線高低差を考慮できる基地局との検討では、本検討モデルでは自由空間伝搬損

失に垂直方向の指向性減衰量を加えた損失にて、離隔距離が最小となる離隔距離での所要

改善量を算出し、2システムの共存可能性について検討を行なった。 

このように現実的な検討モデルにおける被干渉局の許容干渉レベル（帯域内許容干渉レ

ベル及び帯域外感度抑圧レベル）に対する所要改善量及び所要離隔距離を算出した上で、共

用条件を算出した。 

 

 
 

図参 4.2.1 1対 1対向の干渉検討モデル 

 

1 対 1 対向モデルにて共用の判断ができない場合には、被干渉システムの特性を考慮し、

確率的な調査を適用可能と判断された被干渉システムでは、モンテカルロシミュレーショ

ンによる確率的な検討を行なった。（図参 4.2.2） 

モンテカルロシミュレーションとは、移動局間の干渉又は与干渉、被干渉の何れの局がが

移動する干渉形態において、複数の局の相対的な位置関係により変化する被干渉受信機へ

の総受信電力等の影響を考慮して、確率的に干渉影響を評価する手法である。 

与干渉システム 被干渉システム 

α deg 

横から見た図 上から見た図 

与干渉システム 被干渉システム 

与干渉システム 

 水平方向角： 0  deg. 

 垂直方向角： α deg. 

与干渉システム 

 水平方向角： 0  deg. 

 垂直方向角： -α deg. 

壁 

（損失 10dB） 

壁 

（損失
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具体的には被干渉局から対象半径の範囲に、トラフィック量を考慮した複数の移動局を

ランダムに配置して、与干渉局からの総干渉電力を求める手法であり、SEAMCAT（Spectrum 

Engineering Advanced MonteCarlo Analysis Tool：モンテカルロ手法を用いた無線システ

ム間の干渉調査を行うためのソフトウェアツール）による確率的な調査について配置パタ

ーンを変化させて複数回の計算を実施した。 

 

図参 4.2.2 モンテカルロシミュレーションによる干渉検討イメージ 

 

(イ)1対 1対向検討 

1対 1対向干渉計算の結果を表参 4.3.1に示す。 

 

表参 4.3.1 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCAシステムにおける 

1対 1対向干渉検討結果一覧 

被干渉システム 
帯域内干渉レベル 帯域外感度抑圧レベル 

壁損 
所要改善量 所要離隔距離 所要改善量 所要離隔距離 

高度 MCA 

移動局 

車載① -0.1dB 10m 21.3dB 116m あり 

携帯② 
-2.1dB 8m 19.3dB 92m あり 

7.9dB 25m 29.3dB 291m なし 

高度 MCA 

基地局 

都市部

③ 
-25.2dB 10m -13.4dB 41m あり 

郊外④ -18.7dB 7m -6.9dB 29m あり 

 

① 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCA移動局（車載） 
高度 MCA 移動局（車載）は、車に搭載されているため、屋内環境での使用は考えにくい

ため、壁損がある場合のみ干渉計算を行ない、壁損がない場合は割愛している。 

表参 4.3.1に示すように帯域内干渉レベルの所要改善量はマイナス（-）となってお

り、十分に共用が可能である。 

帯域外感度抑圧レベルにおいては、所要改善量が 21.3dB となっている。フィーダ損失

や与干渉システムである空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置場所に応じて、実

際には屋内構造物による伝搬損失、作業員の人体損失等で数十 dB程度の損失を見込むこ

とができる。しかし、共用が判断できないため、モンテカルロシミュレーションによる干

渉確率検討を実施した。 

 

② 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCA移動局（携帯） 

対象

V：被干渉システ

ム 

I：与干渉システ

V 

I 

I 

ランダム配置 
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高度 MCA 移動局（携帯）は、人が持ちながらも使用するため、空間伝送型ワイヤレス電

力伝送システムと同一室内に共存する可能性がある。そのため、壁損失がある場合とない

場合の 2通りについて実施した。 

高度 MCA 移動局（携帯）と空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムが同一室内に存在し

ない、壁損失が考慮可能な場合、帯域内干渉レベルにおいては所要改善量がマイナス

（-）となっており、共存可能である。 

壁損失がある場合の帯域外感度抑圧レベルの所要改善量は 19.3dBとなり、壁損失がな

い場合の帯域内干渉レベルの所要改善量 7.9dB となっている。これらは、フィーダ損失を

考慮することで数 dB の損失が見込める。また、与干渉システムである空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムの設置場所に応じて、実際には構造物による遮蔽損失、作業員等の

人体損失等で数十 dB 程度の損失を見込むことが可能である。しかし、共用が判断できな

いため、モンテカルロシミュレーションによる干渉確率検討を実施した。 

また、壁損失がない場合の帯域外感度抑圧レベルにおける所要改善量は 29.3dBとなって

おり、1対 1対向における干渉検討では、同様に共用が判断できないため、モンテカルロ

シミュレーションによる干渉確率検討を実施した。 

 

③ 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCA基地局（都市部） 
④ 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム ⇒ 高度 MCA基地局（郊外） 

高度 MCA 基地局は、壁損を考慮している。また、空中線地上高が高く、垂直指向性減衰

量を考慮している。これにより、帯域内干渉レベル及び帯域外感度抑圧レベルともに、所

要改善量がマイナス（-）となっており、共用可能と考える。 

 

(ウ)モンテカルロシミュレーションによる確率検討 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける 920MHz 帯の市場は、工場、倉庫・配送

センター、物流現場、老人介護施設等を想定しており、表 4.3.1 に 2020 年から 2025 年まで

の普及予測を示す。 

 

表参 4.3.1 920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの普及予想 

年 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

局数 1,088 1,741 3,717 6,759 10,828 19,190 

累計 1,088 2,828 6,546 13,305 24,133 43,323 

 

今回の同時送信台数等干渉計算パラメータを設定するにあたり、条件を以下として、表参

4.3.2に計算条件を示す。 

 

 従業員 10名以上の事業所に設置されるとした。 

 想定地域は従業員 10 名以上の事業所密度が全国 1位の東京都とした。 

 東京都の従業員 10名以上の事業所の比率に合わせて、送信局を設定した。 

 1台当たりの送信時間率は 0.9とし、工場、倉庫・配送センター、物流現場、老人

介護施設等での平均的な設備の稼働率を 0.875 とした。 

 1対 1対向干渉計算結果より、最大所要改善量（最大離隔距離）が高度 MCA移動局

（携帯）のときに、帯域外感度抑圧において 29.3dB（291ｍ）となることから、送

信局の設置密度から半径 300ｍの干渉円内に配置される空間伝送型ワイヤレス電力

伝送システムの送信局数を算出した。 

 伝搬モデルは拡張秦式 SRD（Short Range Device）とした。 

 

干渉エリア内における同時送信台数の計算結果は、表 4.3.2に示す 0.88台となった。 
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表参 4.3.2 920MHZ帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおけるモンテカルロ干渉

計算の設定パラメータ 

項目 数値 単位 備考 

Ａ WPT 送信局の設置台数 

（2025 年） 
43,323 台 表参 4.3.1より 

Ｂ 東京都の 事業所密度

（2016 年） 
85.77 所/km2 

東京都は従業員数 10 名以上の事業所密度が

全国 1位 

Ｃ 日本の事業所数 

（2016 年） 
944,116 所 従業員数 10名以上の事業所 

Ｄ 東京都の事業所分布から

計算した WPT 送信局の設

置密度 

3.94 台/km2 Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ｅ 1台当たりの送信時間率 0.79  送信時間率 0.9×稼働率 0.875 

Ｆ 平均送信台数 3.10 台/km2 Ｄ×Ｅ 

Ｇ 干渉円内の WPT局数 0.88 台 Ｆ×0.32×ｎｍ干渉園は半径 300ｍ 

Ｈ 干渉円内の WPT 局数（整

数値） 
1 台 SEAMCAT における設定値 

 

(エ)モンテカルロシミュレーションによる確率結果 

周波数は、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを 919.2MHz、高度 MCA 移動局を

942.5MHzとして、表参 4.3.1 の所要改善量がプラス（+）となったものにおいて、表参 4.3.2、

表参 1.1.4及び表参 1.1.6を計算パラメータとし、SEAMCAT（バージョン 5.3.0）による干

渉確率計算を実施した。このとき、干渉確率 3％における改善量を 0dBとして所要改善量と

して算出した。 

以下の 2 つの干渉パターンにおいて、計算結果及び共用条件を表参 4.3.4 に示す。表参

4.3.4に示すように所要改善量を満足する結果となり、共用可能と考なる。 

ただし、高度 MCA移動局（携帯）への干渉については、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステムと同一室内において利用する事も想定され、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システ

ムの送信機と高度 MCA 移動局（端末）の近接による干渉も考慮して、920MHz 帯を使用した

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、本システムの設置者、運用者、免許人等が、

一元的に他の無線システムの利用、端末設置状況を管理することとしており、取扱説明書等

にて高度 MCAシステムとの近接時又は双方の空中線が対向する様な場合での干渉に関して、

注意喚起を促すことが必要である。 

 

表参 4.3.4に SEAMCATによる干渉確率計算結果（所要改善量） 

 壁損 高度 MCA移動局（車載） 高度 MCA移動局（携帯） 

対域内干渉 
あり （-0.1 dB） （-2.1 dB） 

なし --- ※2 -16.5 dB 

帯域外感度抑圧 
あり -13.3 dB -15.3 dB 

なし --- ※2 -5.3 dB ※3 

※1：括弧（）内の数値は表参 4.3.1参照。1対 1対向時の干渉計算結果。 

※2：高度 MCA移動局（車載）を室内での利用は想定していない。 

※3：干渉に関して、注意喚起することを明示する事とする。 

 

(3) 電波天文 
(ア)共用モデル 

電波天文台との共用検討を図参 4.3.1 に示す検討モデルとし、空間伝送型ワイヤレス電

力伝送システムから野辺山・宇宙３ｍ反射鏡（観測周波数 1,413.5MHz）を検討対象とした。

また、電波天文台に対する影響を及ぼさない離隔距離は、観測周波数 1,413.5MHzにおける
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空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの不要発射強度実測値（-60.5dBm/MHz）が、電波天

文台の許容干渉レベル（-197.4dBm/MHz）に対して下回るための必要な距離とした。また、

壁損失としては、10dBとして実施した。 

 

 
図参 4.3.1 電波天文台の共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

共用検討結果を表参 4.3.2 に示す。920MHz 帯システムの不要発射強度が、電波天文台の

干渉閾値換算値を下回るための所要減衰量は 126.9dB となり、離隔距離は 37.5km である。

そのため、検討モデルで採用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置条件（壁減

衰 10dB）を確保した条件にて、観測所の設置位置から 37.5kmの天文台から見通しとなる範

囲では、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを設置しない制限区域とする事で電波天

文台との共用は可能となる。 

 

表参 4.3.1 電波天文台との共用検討結果 

 項目 単位 野辺山・宇宙 備考 

送信パラ

メータ 

(1)送信空中線電力 dBm -60.5 実測値 

(2)占有周波数帯域幅 MHz 1.0  

(3)送信空中線利得 dBi 0.0  

(4)指向性減衰量 dB -10.0 壁損、仰角 2度 

(5)帯域内輻射電力 dBm -70.5 (1)+(3)+(4) 

(6)帯域内輻射電力密度 dBm/MHz -70.5 (5)-10Log[(2)] 

受信パラ

メータ 

(7)受信空中線利得 dBi 0.0  

(8)指向性減衰量 dB 0.0  

(9)電力ｽﾍﾟｸﾄﾙﾌﾗｯｸｽ密度 
dB(W/(m2･

Hz)) 
-228.0 

ITU-R RA.769 

(10)干渉閾値換算値 dBm/MHz -197.4  

所要 

減衰量 
(11)所要減衰量 dB 126.9 

(6)-(10) 

伝搬損失 (12)自由空間損失 dB 126.9 37.5km 

(13)水蒸気圧 mmHg 7.5  

(14)水蒸気密度 g/m3 5.6 15℃ 

(15)水蒸気分子による 

吸収係数 
dB/km 0.000 

 

(16)大気減衰 dB 0.0  

(17)ﾅｲﾌｴｯｼﾞ回折損失 dB 0.0  

(18)伝搬損失の合計 dB 126.9 (12)+(16) 

 離隔距離 c m 37,500  

 
電波天文 

WPT 

水平距離 

アンテナ高 

θ 
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残差 dB 0 (11)-(18) 

 

 

 
図参 4.3.1野辺山・宇宙観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図参 4.3.2臼田観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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図参 4.3.3みさと天文台観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図参 4.3.4和歌山大学観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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図参 4.3.5那須パルサー観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図参 4.3.6あらわ観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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図参 4.3.7水沢観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 

 

 
図参 4.3.8石垣島観測所における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制限区域 
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参考資料５：2.4GHz帯における共用検討について 
(1) 2.4GHz 帯無線 LAN システム 

(ア)共用検討モデル 

2.4GHz 帯無線 LAN システムについてキャリアセンスによる共用を検討した。WPT 屋内設

置環境内の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送電装置からの WPT 管理環境外に設置

された無線 LANシステムへの影響を検討するため、図参 5.1.1（設置物が存在しないモデル）

及び図参 5.1.2（設置物が存在するモデル）による WPT屋内設置環境外における電波強度の

検討を実施した。また、両モデルにおける検討方法は、レイトレーシング法により、反射 4

回、透過 1回するものとし、床や天井は、壁と同じコンクリート素材、設置物は、倉庫等の

ユースケースから金属製の棚と想定して、WPT屋内設置環境外への信号強度と WPT屋内設置

環境の外壁に設置した無線 LAN APとの比較検討を実施した。 

図参 5.1.3 のスループット検討モデルにおいては、表参 5.1.1 に示すパラメータにより

WPT 管理環境外に設置された無線 LANシステムにおいて、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステム送信装置からの干渉によるスループット低下が、無線 LAN システム同士の干渉によ

るスループット低下と同等以下となるキャリアセンスの設定を評価した。また、評価にあた

っては、無線 LAN AP の半径 5m 内に無線 LAN子機を 10台配置し、WPT屋内設置環境に無線

LAN システムを設置した場合と WPT 送信装置を設置した場合のスループットを比較してい

る。 

WPT屋内設置環境に無線 LAN システムが設置された場合において、空間伝送型ワイヤレス

電力伝送システムの送信装置がキャリアセンスによって無線 LAN 機器を認識することが可

能な検知可能距離についても併せて評価を実施した。 

 

 

 
図参 5.1.1共用検討モデル（設置物なし） 
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図参 5.1.2共用検討モデル（設置物あり） 

 

 
図参 5.1.3無線 LANシステムのスループット評価モデル 

 

表参 5.1.1 キャリアセンスパラメータ（無線 LANシステム）  

無線 LANシステムのみの環境 
無線 LANシステム/空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システム共存環境 

壁から AP1までの距離 5m〜15m (AP2と壁の間の 10mを除く。) 

 無線 LAN子機数 10台 

 チャネル帯域幅 20MHz 

 送信電力 
23 dBm (AP) 

18 dBm (STA) 

 利得 
5 dBi (AP) 

0 dBi (STA) 

 変調方式 符号化レート BPSK 1/2～64QAM 3/4 

チャネル CH 1 

同一チャネル評価：CH1 

隣接チャネル評価：CH6 

次隣接チャネル評価：CH11 
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CCA 閾値 -62 dBm 

許容干渉電力 -92dBm（同一 ch）、-66dBm（隣接 ch）、-50dBm（次隣接 ch） 

トラヒッ

ク 

種類 
FTP、Inter-arrival between 2 files as 1sec (size 

0.3MB) 

方向 DL：UL= 86%：14% 

シミュレーション時間 15sec 

  
表参 5.1.2 キャリアセンスパラメータ（空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム）   

パラメータ値 

送電装置から壁までの距離 10m 

受電装置数 10台/送電装置 

チャネル CH 1 (2,412MHz) 

送信電力 41.8 dBm 

利得 24 dBi 

CCA 閾値 -72 dBm（同一 ch）、-62 dBm（隣接 ch）、-62 dBm（次隣接 ch） 

送信時間 (ΔTwpt) 20msec、10msec、5msec 

アイドル時間 (ΔTidle) 
20msec、10msec、5msec、2.5msec、 

2msec、1msec、0.5msec、0.1msec 

  

(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置の主ビーム方向の角度 θ を 45 度及び

60度とした際の WPT 屋内設置環境外における受信点での信号強度を表参 5.1.3に示す。 

設置物がない場合については、角度θ=45度の場合、壁からの距離が 1ｍにて壁の外に設置

した無線 LAN AP と同等の信号強度以下となるが、角度θ=60 度の場合には、壁から 1m の

距離では、壁の外に設置した無線 LAN システムの信号強度を 2.7dB 上回る結果となった。

しかし、実際のユースケースを考慮した WPT 屋内設置環境に棚等の設置物がある場合にお

いては、ビーム方向の角度θ=60度においても、壁の外に設置した無線 LAN APの信号強度

を下回る結果となった。 

 

表参 5.1.3WPT屋内設置環境外における信号強度検討結果 

  
受信点の位置（壁からの距離）  

1m  10m  100m  1,000m  

無線 LAN AP（dBm）  -24.9  -34.9  -54.9  -74.9  

WPT  θ=45°設置物なし（dBm）  -32.0  -41.0  -59.3  -80.4  

WPT  θ=60°設置物なし（dBm）  -22.2  -32.7  -52.7  -74.0  

WPT  θ=45°設置物あり（dBm）  -35.6  -44.3  -64.1  -85.4  

WPT  θ=60°設置物あり（dBm）  -31.4  -45.0  -61.8  -82.8  

 

WPT屋内設置環境外の無線 LANシステムのスループット低下が、無線 LANシステム同士の

干渉によるスループット低下と同等以下になる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの

キャリアセンスの設定を評価した（図参 5.1.4）。本検討により WPT管理環境外 10ｍ以内に
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無線 LAN AP が存在する場合でも、送信時間にかかわらず、アイドル時間を送信時間と等し

くすることにより、スループットの低下は無線 LAN システム同士の低下を下回らない結果

を得た。そのため、WPT屋内設置環境周辺 10ｍ以内が同一管理者の管理でない場合でも、ア

イドル時間と送電時間を等しくすることで、WPT管理環境外における送信装置からの影響を

抑制できる結果となった。これにより、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと 2.4GHz

帯無線 LANシステムとの共用が可能となる。 

 

 

送電時間：20mS とした場合 

 

送電時間：10mS とした場合 

 

送電時間：5mSとした場合 

図図参 5.1.4  同一チャネルでの WPT管理環境外でのスループット評価 

 

無線 LAN システムが WPT 屋内設置環境に存在する場合のキャリアセンスによる無線 LAN

システムの検出可能距離についての検討結果を表参 5.1.4 に示す。この結果より WPT 屋内

設置環境において、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置がキャリアセンスに

よって同一チャネル、隣接チャネル及び次隣接チャネルの空き状況を判定する場合、空間伝

送型ワイヤレ

ス電力伝送システム送信装置の無線 LANシステム検出可能距離は 71m以内であり、無線 LAN

システムを WPT 屋内設置環境で使用する場合には、この範囲内にて設置する事で共用可能

となる。  
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表参 5.1.4 キャリアセンスによる無線 LANシステム検出可能距離 

項目 検討結果 

無線 LAN 周波数  2,412MHz  
無線 LAN 出力  23.0dBm  
無線 LAN 空中線利得  2.14dBi  
CCA 閾値  -62dBm 

（隣接、次隣接） 
-72dBm 

（同一） 
受信利得(最小値)  10dBi 10dBi 

所要結合度 77.14dB  87.14dB  
無線 LAN の検出可能距離  71m  223m  

 

(ウ)共用検討モデル（破壊防止） 

WPT 屋内設置環境に設置した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム(送信装置)と近接

した環境に存在する無線 LAN システムに対して、過入力による破壊及び不可逆的な影響に

ついて図参 5.1.2 に示す共用検討モデルにより干渉計算を実施した。 

 

 
図参 5.1.5 無線 LAN システムとの共用検討モデル（破壊防止） 

 

(エ)共用検討結果（破壊防止） 

屋内に設置した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの無線 LAN システムへの過

入力を 0dBm とすると同一屋内空間においては 25m必要となる。しかし、壁等の損失を見込

むことが可能な設置環境外では離隔距離 5m と設置環境外にて 0dBm を下回る結果となり共

用可能となる。 

同一設置環境においては、25m 以下となり、送信装置からの給電範囲では過入力となる。

しかし、送信装置は受電装置からのビーコンと同一伝搬経路に送信されるため、送信装置と

受電装置間に無線 LAN システムを設置してもビーコン信号は遮蔽され、無線 LAN システム

に対して送信されることはないため、同一運用者に注意喚起を行うことで共用可能となる。 

 

離隔距離 
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図参 5.1.6 離隔距離による到達電力 

 

(2) 構内無線局等 

(ア)共用検討モデル 

構内無線局等及び空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内での利用が想定される。 

同一屋内空間においては、同一運用者による一元的な管理を実施することを前提として

いることから、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムがキャリアセンスを利用して構内

無線局等を認識することができる離隔距離内で運用することによって、構内無線局等とも

共用可能する。空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムがキャリアセンスを使用して構内

無線局等を認識することができる送信装置からの検出可能距離を検討した。 

構内無線局等については、構内無線局及び特定小電力無線局を想定し、空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムがキャリアセンス可能となるための厳しい条件として、どちらも応

答機のパラメータを使用して計算を実施した。 

 

(イ)共用検討結果 

構内無線局等が WPT 屋内設置環境に存在する場合のキャリアセンスによる無線 LAN シス

テムの検出可能距離についての検討結果を表参 5.2.1 及び表参 5.2.2 に示す。この結果よ

り WPT 屋内設置環境において空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置がキャリア

センスによって同一チャネル、隣接チャネル及び次隣接チャネルの空き状況を判定する場

合、特定小電力無線局の検出可能距離は 15m以内、構内無線局にて 84.9m以内であり、WPT

屋内設置環境で使用する場合には、この範囲内に設置する事で干渉を抑制できる。  

また、構内無線局等が空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム設置された WPT 屋内設置

環境との隣接空間に存在する場合、必要に応じ運用調整を行い、影響を抑制する措置を行

う。 

 

表参 5.2.1 キャリアセンスによる特定小電力無線局の検出可能距離 

項目  パラメータ値 

特定小電力無線局周波数  2,450MHz 
特定小電力無線局出力  10dBm 
特定小電力無線局空中線利得  2dBi 

CCA閾値  
-62dBm 

（隣接、次隣接） 
-72dBm 

（同一） 
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受信利得(最小値)  10dBi 10dBi 

所要結合度 64dB 74dB  
無線 LAN の検出可能距離  15m 49.5m  

 

表参 5.2.2 キャリアセンスによる構内無線局の検出可能距離 

項目  パラメータ値 

特定小電力無線局周波数  2,450MHz 
特定小電力無線局出力  24.8dBm 
特定小電力無線局空中線利得  2dBi 

CCA閾値  
-62dBm 

（隣接、次隣接） 
-72dBm 

（同一） 
受信利得(最小値)  10dBi 10dBi 

所要結合度 78.8dB 88.8dB  
無線 LAN の検出可能距離  84.9m 272.3m  

 

(3) ロボット無線システム 

(ア)共用検討モデル 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内、ロボット無線システムについては屋外

での運用が想定されているため、図参 5.3.1 検討モデルにより干渉計算を実施した。ユース

ケースを想定し、送信装置は天井設置とし、送信装置から受電装置への放射角度は、水平方

向のサイドローブが大きくなる最大角度 60度とした。電波伝搬モデルについては、拡張秦

の郊外型を用い、建物の外への等価損失 14dB を見込んだ。 

 

 
図参 5.3.1 ロボット無線システムとの共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを天井に設置し、輻射範囲を 60度以内とするこ

とで、概ね屋外にある無線 LAN APからの信号強度と同等に抑制される。また、同一チャン

ネルを使用した状況で受電装置の延長上にロボット無線システムがあった場合には所要離

隔距離は 3.6km となるが、水平方向のずれ又は都市部においてはクラッタ損失を考慮する

と所要離隔距離は短くすることが可能（±30度：1.5km、±40度：500m）である。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内利用であり、ロボット無線システムは屋

外の主に市街地以外の地域の利用が想定されていることから、必要に応じ空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムとロボット無線システムとの運用調整を行うことで、すみ分けに

よる共用が可能となる。 

 

表参 5.3.1 ロボット無線システムへの与干渉検討結果 
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項目 同一チャネル 隣接チャネル 次隣接チャネル 

WPT 周波数 2,484 MHz 2,462MHz 2,437MHz 

WPT 放射角度 60° 

WPT ピーク出力 41.8 dBm 

WPT 空中線利得 -5 dBi 

壁損失 14 dB 

ロボット空中線高 
上段：250m (ロボット） 

下段：10m (制御） 

許容干渉電力 -98dBm -72dBm -56dBm 

所要結合損失 120.8 dB 94.8 dB 78.8 dB 

離隔距離 

（拡張秦郊外型） 

3.6 km 

0.67 km 

460 m 

120 m 
85m 

離隔距離 

（自由空間損失） 
10.5 km 530 m 85m 

 

(4) 移動体衛星通信システム（N-STAR） 

(ア)共用検討モデル 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと、移動体衛星通信システム（N-STAR）について

は、図参 5.4.1及び図参 5.4.2による検討モデルにより干渉計算を実施した。また、計算に

当たっての位置関係は、移動衛星通信端末と衛星とを結ぶ直線上に送信装置が存在し、さら

に同じ直線上の受電装置が存在する環境として実施した。 

 

 
 

図参 5.4.1移動体衛星通信システム（N-STAR）との共用検討モデル 

 

WPT屋内設置環境 WPT 屋内設置環境外 
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図参 5.4.2移動体衛星通信システム（N-STAR）との位置（俯瞰）モデル 

 

(イ)共用検討結果 

移動衛星端末から通信衛星方位上（方位角差０°）に空間伝送型ワイヤレス電力伝送シス

テム（送信装置）が設置された場合を想定し、帯域内干渉、帯域外干渉について検討した結

果を表参 5.4.1～表参 5.4.6に示す。空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置建屋の

北向きについて、離隔距離を確保することで共用可能となる。ただし、建物の遮蔽等で移動

衛星通信端末の利用ができない範囲を除くものとする。 

また、移動衛星通信端末に対して干渉影響が想定される場合には運用調整を利用した協

議にてサービスへの影響を押さえる事とし、運用調整の具体的な取組みについては運用調

整の仕組み作りの中で共用を図るものとする。 

 

① 帯域内干渉 

日本６地点での離隔距離の計算結果を表参 5.4.1～表参 5.4.3 に示す。地上高 0mの屋外

に衛星移動端末が設置された環境において壁からの距離で最大 22mの離隔距離となる。 

 

表参 5.4.1 帯域内干渉の共用検討結果（地上高 0m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) -34.2 

受信点への角度 (°) 74 73 72 72 72 71 

空中線利得 (dBi) -5.0 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.2 

メインローブの角度（θ） N/A (帯域外のためメインローブの角度に依存しない) 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 6.0 4.5 4.0 3.8 3.7 2.8 

自由空間伝搬損 (dB) 64.8 64.0 63.8 63.7 63.6 63.0 

移動衛星

通信端末

（受信） 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 

WPT送電装置方向の角度 (°) 21 28 30 32 32 39 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 7.7 10.7 11.8 12.0 12.2 13.3 

許容干渉電力 (dBm) -124.9 

所要量 所要改善量 (dB) 11.9 9.8 9.2 9.2 9.1 8.7 

所要離隔距離(m) 22 18 17 17 17 14 

 

表参 5.4.2 帯域内干渉の共用検討結果（地上高 1.5m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) -34.2 
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受信点への角度 (°) 78 77 77 77 76 76 

空中線利得 (dBi) -6.1 -5.8 -5.8 -5.8 -5.5 -5.5 

メインローブの角度（θ） N/A (帯域外のためメインローブの角度に依存しない) 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 4.0 3.0 2.7 2.6 2.5 1.8 

自由空間伝搬損 (dB) 63.5 62.9 62.7 62.6 62.6 62.1 

移動衛星

通信端末

（受信） 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 

WPT送電装置方向の角度 (°) 25 32 35 36 37 44 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 9.4 12.1 12.6 12.8 13.0 14.2 

許容干渉電力 (dBm) -124.9 

所要量 所要改善量 (dB) 10.3 8.5 8.2 8.1 8.3 7.5 

所要離隔距離(m) 17 15 13 13 13 11 

 

表参 5.4.3 帯域内干渉の共用検討結果（地上高 3.0m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) -34.2 

受信点への角度 (°) 83 83 82 82 82 82 

空中線利得 (dBi) -8.1 -8.1 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 

メインローブの角度（θ） N/A (帯域外のためメインローブの角度に依存しない) 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 2.0 1.5 1.3 1.3 1.2 0.9 

自由空間伝搬損 (dB) 62.0 61.1 61.5 61.5 61.5 61.3 

移動衛星

通信端末

（受信） 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 

WPT送電装置方向の角度 (°) 30 38 41 42 43 51 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 11.7 13.1 13.6 13.8 14.0 15.3 

許容干渉電力 (dBm) -124.9 

所要量 所要改善量 (dB) 7.4 6.5 6.5 6.4 6.2 5.2 

所要離隔距離(m) 12 10 9 9 9 6 

 

② 帯域外干渉 

日本６地点での離隔距離の計算結果を表参 5.4.4～表参 5.4.6 に示す。地上高 0mの屋外に衛

星移動端末が設置された環境において壁からの距離で最大 30mの離隔距離となる。 

 

 

表参 5.4.4 帯域外干渉の共用検討結果（地上高 0m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) 41.8 

受信点への角度 (°) 74 73 72 72 72 71 

空中線利得 (dBi) 11.5 12.1 12.7 12.7 12.7 13.5 

メインローブの角度（θ） 60 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 6.0 4.5 4.0 3.8 3.7 2.8 

自由空間伝搬損 (dB) 64.8 64.0 63.8 63.7 63.6 63.0 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 
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移動衛星

通信端末

（受信） 

WPT送電装置方向の角度 (°) 21 28 30 32 32 39 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 7.7 10.7 11.8 12.0 12.2 13.3 

許容干渉電力 (dBm) -41.0 

所要量 所要改善量 (dB) 20.5 18.8 18.5 18.4 18.4 18.6 

所要離隔距離(m) 30 29 27 26 25 24 

 

表参 5.4.5 帯域外干渉の共用検討結果（地上高 1.5m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) 41.8 

受信点への角度 (°) 78 77 77 77 76 76 

空中線利得 (dBi) 8.3 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 

メインローブの角度（θ） 60 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 4.0 3.0 2.7 2.6 2.5 1.8 

自由空間伝搬損 (dB) 63.5 62.9 62.7 62.6 62.5 62.1 

移動衛星

通信端末

（受信） 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 

WPT送電装置方向の角度 (°) 25 32 35 36 37 44 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 9.3 12.1 12.6 12.8 13.0 14.2 

許容干渉電力 (dBm) -41.0 

所要量 所要改善量 (dB) 16.8 15.4 15.1 15.0 15.9 15.1 

所要離隔距離(m) 25 22 22 21 20 17 

 

表参 5.4.6 帯域外干渉の共用検討結果（地上高 3.0m） 

パラメータ 稚内 仙台 東京 大阪 福岡 那覇 

通信衛星仰角(°) 37.1 45.1 48.2 49.6 50.7 58.5 

WPT装置 周波数(MHz) 2,490 

最大電力(dBm) 41.8 

受信点への角度 (°) 83 83 82 82 82 82 

空中線利得 (dBi) 3.9 3.9 4.7 4.7 4.7 4.7 

メインローブの角度（θ） 60 

伝搬路 壁透過損失 (dB) 14.0 

受信点の壁からの距離 (m) 2.0 1.5 1.3 1.3 1.2 0.9 

自由空間伝搬損 (dB) 62.0 61.7 61.5 61.5 61.5 61.2 

移動衛星

通信端末

（受信） 

周波数(MHz) 2,500 

空中線利得 (dBi) 12.6 

WPT送電装置方向の角度 (°) 30 38 41 42 43 51 

指向性減衰量(垂直方向) (dB) 11.7 13.1 13.6 13.8 14.0 15.3 

許容干渉電力 (dBm) -41.0 

所要量 所要改善量 (dB) 11.6 10.6 11.0 10.8 10.6 9.6 

所要離隔距離(m) 16 15 14 13 13 10 

 

 

(5) 移動体衛星通信システム（グローバルスター） 

(ア)共用検討モデル 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内、移動体衛星通信システム（グローバルス

ター）については屋外での使用が想定されているため、図参 5.5.1 及び図参 5.5.2 の検討

モデルにより干渉計算を実施した。また、計算に当たっての位置関係は、移動衛星通信端末

と衛星とを結ぶ直線上に送信装置が存在し、さらに同じ直線上の受電装置が存在する環境
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として実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 5.5.1 移動体衛星通信システム（グローバルスター）との共用検討モデル 

 

 
図参 5.5.2 移動体衛星通信システム（グローバルスター）との位置（俯瞰）モデル 

 

(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムから同一チャネル及び不要輻射による干渉検討

の結果を表参 5.5.1及び表参 5.5.2に示す。同一チャネルを使用する場合の離隔距離は 1km

弱となり、同一チャンネルでの利用できない可能性がある。しかし、主なユースケースは携

帯電話の不感地域での利用としたシステムであることから空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システムとはすみ分けが可能と考えられ、影響は限定的として共用可能となる。また、干渉

の発生が懸念される場合には運用調整の仕組みを利用する事でサービスへの影響を想定す

ることが可能である。 

 

① 同一チャネル干渉 

同一チャネルでの影響について拡張秦モデル（郊外型）を利用して計算結果を表参

5.5.1に示す。 

 

表参 5.5.1 移動体衛星通信システム（グローバルスター）への 

同一チャンネル与干渉検討結果 

項目 パラメータ 

移動衛星通信端末空中線高 1.5m 

WPT送信装置 

周波数 2484 MHz 

最大電力 41.8 dBm 

空中線地上高 4.5m 

空中線利得 -5dBi 

メインビームの角（θ） 60° 

伝搬路 壁透過損失 14 dB 

移動衛星通信端末 周波数 2484.390 MHz 

WPT 
送信装置 

θ 

WPT 
受電装置 

10m 
WPT屋内設置環境 

4.5m 

１.5m 

D m 
WPT 屋内設置環境外 

受信点 
壁透過損失：14dB 
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（受信） 空中線利得 0.51dBi 

許容干渉電力 -119.4 dBm/MHz 

所要量 

所要結合損失 142.7dB 

離隔距離(壁からの距

離） 
0.96km 

 

② 不要輻射による干渉 

隣接チャネル(22MHz 離調)での不要輻射による干渉を自由空間伝搬損により計算した結

果を表 5.5.2 に示す。 

 

表参 5.5.2移動体衛星通信システム（グローバルスター）への 

不要輻射与干渉検討結果 

項目 パラメータ 

移動衛星通信端末空中線高 1.5m 

WPT送信装置 

周波数 2462MHz 

最大電力 -34.2 dBm/MHz 

空中線地上高 4.5m 

空中線利得 -5 dBi 

伝搬路 壁透過損失 14 dB 

移動衛星通信端末 

（受信） 

周波数 2484.390 MHz 

空中線利得 0.51dBi 

許容干渉電力 -119.4 dBm/MHz 

所要量 
所要結合損失 64.9 dB 

離隔距離(壁からの距離） 7m 

 

(6) 放送事業用無線局（FPU）との共用検討 

(ア)共用検討モデル 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内に設置されることから、正対設置の場合

と図参 5.6.1 検討モデルによる干渉計算を実施した。また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システムは天井設置とし、送信装置から受電装置への放射角度は、水平方向のサイドローブ

が大きくなる最大角度 60度（θ）とした。電波伝搬モデルについては、離隔距離が比較的

小さくなる可能性から自由空間伝搬損を用い、建物の外への壁損失 14dBとした。 

 

  
図参 5.6.1放送事業用無線局との共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

共用検討モデルに基づいた検討を表参 5.6.1 及び表参 5.6.2 に示す。放送事業用無線局

の周波数帯域は 2.4GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムとは 30MHz以上の離調が

あるため帯域内干渉として検討した。 

また、2.3GHz帯 FPUの受信点高 10m及び 2.4GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システ

ムの設置高 4.5m としたユースケースを想定では、最大の所要離隔距離が 9ｍとなる。これ
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はほとんどの場合、WPT 屋内設置環境内に FPUシステムが設置された環境となるため、一元

的に管理された環境内での使用するケースとなる。 

【ユースケースの追加検討を実施中】 

 

表参 5.6.1 放送事業用無線局（FPU）との共用検討結果（H31年度答申システム） 

 固定中継 

上り 

移動中継 

上り 

固定中継 

下り 

移動中継 

下り 

正
対
時F

P
U

と
の
離
隔
距
離
計
算 

周波数[GHz] 2.37 2.37 2.37 2.37 

①標準受信電力 [dBm/BW] -57 -57 -57 -57 

②所要 D/U比[dB] 17.4 32.6 13 21.6 

③FPU 許容干渉電力[dBm/BW] (=①-②) -74.4 -89.6 -70 -78.6 

④FPU 空中線利得[dBi] 21.1 18.1 12 5.2 

⑤FPU 許容干渉電力[dBm/BW] (=③-④)  

（FPU 空中線利得考慮） 
-95.5 -107.7 -82 -83.8 

⑥WPT:干渉電力[dBm/MHz] -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 

⑦WPT:干渉電力[dBm/BW] 

（FPU 帯域換算） 
-21.8 -21.8 -21.8 -21.8 

⑧WPT:空中線利得[dBi] 6 6 6 6 

⑨WPT：干渉電力 EIRP[dBm/BW]  

(=⑦+⑧) 
-15.8 -15.8 -15.8 -15.8 

⑩所要改善量[dB] (=⑨-⑤） 79.7 91.9 66.2 68 

離隔距離[m] (自由空間損失) 97 397 21 25 

離隔距離[m]  

(壁透過損失 14dB考慮、自由空間損失） 
19 79 4 5 

W
P
T

天
井
設
置

離
隔
距
離
計
算 

⑩所要改善量[dB] 79.7 91.9 66.2 68 

⑪WPT:空中線利得指向性減衰[dB] 20 20 20 20 

⑫壁透過損失[dB] 14 14 14 14 

⑬残存する所要改善量[dB]（⑩-⑪‐⑫） 45.7 57.9 32.2 34 

離隔距離[m] (自由空間損失） 2 8 0 1 

 

表参 5.6.2放送事業用無線局（FPU）との共用検討結果（現行システム） 

 移動中継 

ハーフ 

16QAM 

移動中継 

フル 

16QAM 

固定中継 

 

32QAM 

固定中継 

フル 

16QAM 

移動中継 

フル 

8PSK 

移動中継 

ハーフ 

32QAM 

正
対
時F

P
U

と
の
離
隔
距
離
計
算 

周波数[GHz] 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 

①標準受信電力[dBm/BW] -61 -61 -61 -61 -61 -61 

②所要 C/I[dB] 29. 4 22.4 26.8 19.2 17.2 23.2 

③FPU 許容干渉電力[dBm/BW] (=①

-②) 
-90.4 -83.4 -87.8 -80.2 -78.2 -84.2 

④FPU 空中線利得[dBi] 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 

⑤FPU 許容干渉電力[dBm/BW] (=③

-④) 

（FPU 空中線利得考慮） 

-108.5 -101.5 -105.9 -98.3 -96.3 -102.3 

⑥WPT:干渉電力[dBm/MHz] -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 

⑦WPT:干渉電力[dBm/BW] 

（FPU 帯域換算） 
-21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 

⑧WPT:空中線利得[dBi] 6 6 6 6 6 6 

⑨WPT：干渉電力 EIRP[dBm/BW]  

（=⑦+⑧） 
-15.8 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8 

⑩所要改善量[dB] 

（=⑨-⑤） 
92.7 85.7 90.1 82.5 80.5 86.5 
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離隔距離[m] 

（自由空間損失） 
435 194 322 134 107 213 

離隔距離[m] （壁透過損失 14dB考

慮、自由空間損失） 
87 39 64 27 21 42 

W
P
T

天
井
設
置
離
隔
距
離
計

算 

⑩所要改善量[dB] 92.7 85.7 90.1 82.5 80.5 86.5 

⑪WPT:空中線利得指向性減衰[dB] 20 20 20 20 20 20 

⑫壁透過損失[dB] 14 14 14 14 14 14 

⑬残存する所要改善量[dB] 

（⑩-⑪‐⑫） 
58.7 51.7 56.1 48.5 46.5 52.5 

離隔距離[m]  

(自由空間損失） 
9 4 6 3 2 4 

 

また、FPU 受信点をビル屋上に設置したユースケース（図参 5.6.2）での離隔距離計算例

を表参 5.6.3、FPU受信空中線の高さ方向の指向性を考慮した場合の最小離隔距離の計算例

を表参 5.6.4 及び FPU 受信空中線の水平方向の指向性を考慮した場合の最小離隔距離の計

算例を表参 5.6.5 に示す。 

 

 

 

  
図参 5.6.2 FPUユースケースでの検討例 

 

表参 5.6.3 ユースケースによる離隔距離計算例（平成 31年答申システム） 

FPU－WPT 地上高差（垂直方向）と離隔距

離（壁透過損失含む） 

平成 31年答申システム 

固定中継 上り回線 移動中継 上り回線 

FPU 空中線の地上高からの WPT 仰角δ 

[deg]/水平方向の離隔距離 D [m] 

角度 δ 離隔距離 D 角度 δ 離隔距離 D 

- - 43.9 5.7 

※地上高の差が、表参 5.6.1の離隔距離以上の場合は”-“としている 

 

表参 5.6.4 ユースケースによる離隔距離計算例（現行システム） 

FPU－WPT 地

上高差（垂

直方向）と

離隔距離 

（壁透過損

失含む） 

現行システム 

移動中継 

ハーフ 

16QAM 

移動中継 

フル 

16QAM 

固定中継 

32QAM 

固定中継 

フル 

16QAM 

移動中継 

フル 

8PSK 

移動中継 

ハーフ 

32QAM 

FPU空中線

の地上高か

角度 

δ 

離隔

距離 

D 

角度 

δ 

離隔

距離 

D 

角度 

δ 

離隔

距離 

D 

角度 

δ 

離隔

距離 

D 

角度 

δ 

離隔

距離 

D 

角度 

δ 

離隔

距離 

D 
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らの WPT 仰

角δ [deg]/ 

水平方向の

離隔距離 D 

[m] 

65.1 2.5 - - 58.5 3.4 - - - - - - 

※地上高の差により離隔距離が不要の場合は”-“としている。 

 

表参 5.6.5 ユースケースによる離隔距離計算例（水平方向） 

FPU/WPT

対向角度

差 

（水平方

向）と離

隔距離 

（壁透過

損失含

む） 

角度 

(正対 

0°) 

26 素子

八木空

中線指

向性 

[dB] 

H31答申

システム 

現行システム 

固

定

中

継 

上

り 

移

動

中

継 

上

り 

移動中

継 

ハーフ 

16QAM 

移動中継 

フル 

16QAM 

固定中継 

32QAM 

固定中

継 

フル 

16QAM 

移動

中継 

フル 

8PSK 

移動中

継 

ハーフ 

32QAM 

FPU－ WPT

水平面対

向角度差 

対 

離隔距離 

D [m] 

-15.0 -12.0 - 1.4 0.6 - 0.8 - - - 

-10.0 -5.0 - 3.2 1.4 - 1.9 - - - 

-5.0 -1.1 - 5.0 2.2 - 3.0 - - - 

-1.0 -0.1 - 5.7 2.5 - 3.3 - - - 

0.0 0.0 - 5.7 2.5 - 3.4 - - - 

1.0 -0.1 - 5.7 2.5 - 3.3 - - - 

5.0 -1.1 - 5.0 2.2 - 3.0 - - - 

10.0 -5.0 - 3.2 1.4 - 1.9 - - - 

15.0 -12.0 - 1.4 0.6 - 0.8 - - - 

※地上高の差により離隔距離が不要の場合は”-“としている。 

 

(7) 電波ビーコン 

(ア)共用検討モデル 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内に設置されることから、壁を隔ててすぐ

外にある車のビーコン車載空中線（地上高 1m）へサイドローブが干渉を与える図参 5.7.1

の検討モデルで干渉計算を実施した。また、共用モデルとして図参 5.7.1 に示す送信装置か

ら壁までを 10mとしたユースについても検討を実施した。 

 

 
図参 5.7.1電波ビーコンとの共用検討モデル 
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(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの干渉について帯域外干渉としては、約

1.8kmの離隔距離が必要となるが共用モデルによる所要離隔距離は、22mと空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムのユースケースとなる工場や倉庫等を考慮すると共用は可能とな

る。また、電波ビーコンは令和３年度末での情報提供停止、それに向けた路側機の減少も公

表されている事から電波ビーコンのサービスに影響を与える可能性はより低いと国土交通

省道路局 ITS 推進室から情報を得ている。 

 

① 帯域内干渉 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの帯域内干渉の検討結果を表参 5.7.1に示

す。 

 

表参 5.7.1 電波ビーコンとの共用検討結果（帯域内干渉） 

項目 パラメータ 

干渉波周波数 2484 MHz 

空中線電力 41.8 dBm/MHz 

帯域外補正値 76.0dBc 

帯域補正（85kHz） -10.7dB 

帯域外空中線利得（最大値） 6.0dBi 

ビーコン周波数 2499.7MHz 

ビーコン車載機空中線利得 2.0dBi 

許容干渉電力 -90.4dBm 

壁透過損失 14.0dB 

所要結合度 53.5dB 

39.5 dB（壁損あり） 

所要離隔距離(壁からの距離） 4.5m 

0.9m（壁損あり） 

 

② 帯域外干渉 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの帯域外干渉の検討結果を表参 5.7.2に示す。 

 

表参 5.7.2 電波ビーコンとの共用検討結果（帯域外干渉） 

項目 パラメータ 

干渉波周波数 2,484 MHz 

空中線電力 41.8 dBm 

空中線利得（最大値） 24.0dBi 

ビーコン周波数 2,499.7MHz 

ビーコン車載機空中線利得 2.0dBi 

ビーコンフィルタの減衰量 52.5dB 

許容干渉電力 -90.4dBm 

壁透過損失 14.0dB 

所要結合度 
105.7dB 

91.7 dB（壁損あり） 

所要離隔距離(壁からの距離） 
1,851m 

369m（壁損あり） 
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③ 共用検討モデルによる干渉検討 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの共用モデルによる干渉検討結果を表参 5.7.3

に示す。 

 

 

 

 

表参 5.7.3電波ビーコンとの共用検討結果（共用モデル） 

項目 パラメータ 

干渉波周波数 2,484 MHz 

空中線電力 41.8 dBm 

送信メインローブ角度 60.0度 

送信サイドローブ角度 

（車載空中線方向角度） 
70.7度 

サイドローブ方向の空中線利得 13.5dBi 

ビーコン周波数 2,499.7MHz 

ビーコンフィルタの減衰量 52.5dB 

ビーコン車載機空中線利得 2.0dBi 

許容干渉電力 -90.4dBm 

自由空間損失 60.9dB 

壁透過損失 14.0dB 

所要結合度 20.3dB 

所要離隔距離(壁からの距離） 22.0m 

 

 

(8) 電波天文台との共用検討 

(ア)共用検討モデル 

電波天文台との共用検討を図参 5.8.1 に示す検討モデルとし、周辺の建物等によるクラ

ッタ損失を見込んだ算出にて所要結合損失から離隔距離を算出した。 

伝搬損失は自由空間損失とし、外壁による透過損失は、ITU-R Traditionalモデルである

14 dBとした。また、クラッタ損失の算出に当たっては、国内における道路の 84%を占める

市町村道の平均値が 3.7m、5%を占める国道の幅の平均値が 7.8mであるが、空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムが設置される倉庫及び工場等の施設内環境を踏まえ、ITU-R 

P.2108 勧告のデフォルト値（27m）として算出とした。 

 

 
図参 5.8.1電波天文との共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 
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① クラッタ損失の算出 

2.4GHz 帯における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは建物１階部分への設置

を想定しているため、離隔距離の大きい観測施設との間において、空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システム設置の周辺環境によるクラッタ損失を ITU-R P.2108WPTの§3

による算出結果を表参 5.8.1に示す。 

 

表 5.8.2 クラッタ損失の算出結果 

 
 

② 離隔距離の算出 

離隔距離の算出結果を表参 5.8.3に示す。この結果より小金井及び水沢観測所にお

いては 1.6km、野辺山、臼田、石岡、石垣島及び入来観測所においては 5.7kmの範囲

にて空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを設置しない制限区域とする事で電波天

文台との共用は可能となる。 

 

表 5.8.3 観測所との離隔距離算出結果 

 

 野辺山 臼田 小金井 石岡 水沢 石垣島 入来 

観測周波数 

f[GHz] 

2.09 2.695 3.21 2.3 2.695 2.36 2.695 2.4 2.69

5 

2.4 2.695 2.4 2.695 2.4 2.695 

WPTアンテナ高 

h[m] 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

WPT設置クラッ

タタイプ 

rural rural urban rural suburban rural rural 

代表的クラッ

タ高 R[m] 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

道路幅 

ws[m] 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

計

算

項 

J(ν)   24.74  25.84  26.60  25.15  25.84  25.26  25.84 25.34  25.84  25.34  25.84  25.34  25.84  25.34  25.84  

ν   3.93  4.47  4.88  4.13  4.47  4.18  4.47 4.22  4.47  4.22  4.47  4.22  4.47  4.22  4.47  

Knu  0.49  0.56  0.61  0.52  0.56  0.53  0.56 0.53  0.56  0.53  0.56  0.53  0.56  0.53  0.56  

hdif m 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

θclut ° 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 

Kh2 dB 23.78 24.47 24.94 24.04 24.47 - - 24.16 24.47 - - 24.16 24.47 24.16 24.47 

クラッタ損 

dB 
8.25 8.49 8.65 8.34 8.49 19.23 19.81 8.38 8.49 19.31 19.81 8.38 8.49 8.38 8.49 
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(9) アマチュア無線 

(ア)共用検討モデル 

アマチュア無線との共用検討を図参 5.9.1 に示す検討モデルにて、周辺の建物等による

クラッタ損失を見込んだ所要結合損失から離隔距離を算出した。 

伝搬損失は自由空間損失とし、外壁による透過損失は、ITU-R Traditionalモデルである

14 dBとした。また、クラッタ損失の算出に当たっては、国内における道路の 84%を占める

市町村道の平均値が 3.7m、5%を占める国道の幅の平均値が 7.8mであるが、空間伝送型ワイ

ヤレス電力伝送システムが設置される倉庫及び工場等の施設内環境を踏まえ、ITU-R 勧告 

P.2108 のデフォルト値 27mとしてクラッタ損失が小さくなる形での算出とした。 

 

 
図参 5.9.1 アマチュア無線との共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムとアマチュア無線が、同一周波数を利用した場

合ならびに 10MHz 離調がある場合について、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのビ

ームの方向とアマチュア無線のアンテナの最大利得方向が一致した場合における算出結果

を表参 5.9.1に示す。同一周波数を利用する場合、4.4kmの離隔が必要との結果となったが、

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのビームの方向とアマチュア無線のアンテナの指

向方向が一致する場合に限られる。 

 

表参 5.9.1 アマチュア無線との共用検討結果 

項目 
アマチュア無線帯域

内同一周波数 

アマチュア無線帯域

内・外 WPT不要輻射

（10MHz離調) 

備考 

WPT周波数 2,412, 2,437 MHz 2,462, 2484 MHz  

観測施設 単位 野辺山 臼田 小金井 石岡 水沢 石垣島 入来 

海抜高 m 1349 1456 99.7 130 63 26 528 

観測周波数 MHz 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 

観測周波数帯幅 Δf0 MHz 10 10 10 10 10 10 10 

干渉閾値レベル           

 入力電力 ΔPH dBW -207.0  -207.0  -207.0 -207.0 -207.0 -207.0 -207.0 

 pfd       SHΔf dB(W/m2) -177.0  -177.0  -177.0 -177.0 -177.0 -177.0 -177.0 

  pfdスペクトラム SH dB(W/(m2 ・㎐)) -247.0  -247.0  -247.0  -247.0 -247.0 -247.0 -247.0 

離調周波数 (⊿f)   283 283 283 283 283 283 283 

WPT天井設置高   h1 m 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

アンテナ入力電力密度 
dBm/MHz -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 -34.2 

dBW/MHz -64.2 -64.2 -64.2 -64.2 -64.2 -64.2 -64.2 

水平方向アンテナ利得 dBi -14.2  -14.2  -14.2  -14.2  -14.2  -14.2  -14.2  

壁減衰 dB -14.0  -14.0  -14.0  -14.0  -14.0  -14.0  -14.0  

クラッタ損失 dB -8.5 -8.5 -19.8 -8.5 -19.8 -8.5 -8.5 

0dBi受信 Ant入力閾値 dBm/MHz -187.0  -187.0  -187.0 -187.0 -187.0 -187.0 -187.0 

所要結合損 dB 116.1 116.1 104.8 116.1 104.8 116.1 116.1 

所要離隔距離 

（自由空間伝搬損） 
km 5.7 5.7 1.6 5.7 1.6 5.7 5.7 
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WPT出力 41.8 dBm 41.8 dBm  

帯域外補正 - 76 .0 dBc  

WPTメインローブ角度 60° -  

WPT空中線利得 

（水平方向） 
-5.0 dBi -14.0 dBi  

壁透過損失 14.0 dB 14.0 dB  

クラッタ損失 

(ITU-R P.2108) 
38.7 dB 0 dB 

送信側・受信側ともに

「郊外」として算出不

良輻射は離隔距離が小

さくなることから 0と

する。 

アマチュア無線周波数 2,412, 2,437 MHz 2,400-2,450 MHz  

アマチュア無線 

空中線利得ン 
18.0 dBi / 5.0 dBi 18.0 dBi / 5.0 dBi 

八木アンテナ 18.0 

dBi  ホイップアンテ

ナ 5.0dBiとして計算 

許容干渉電力 -110. 83dBm/MHz -110.83 dBm/MHz  

所要改善量 112.1 /99.1 dB 66.6 / 53.6 dB  

所要離隔距離 

（自由空間伝搬） 
4.4 km / 0.97km 10.8 m / 0 m 壁からの距離 

 

 

 

  



１２５ 
 

参考資料６：5.7GHz帯における共用検討について 
(1) 無線 LANシステム 

(ア)共用検討モデル 

共存検討のモデルを図参 6.1.1、検討パラメータを表参 6.1.1.に示す。 

図参 6.1.1(a)無線 LAN システムのみの環境は無線 LAN システムの AP 同士が共存する環

境、図参 6.1.1(b)無線 LAN システムと空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの共存環境

は無線 LAN システムの親局と空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置が共存する

環境となる。これら２つの共用検討モデルでのシステムスループットをシミュレーション

にて両者を比較し、無線 LAN システム同士の干渉によるスループット低下より、空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システム送信装置による干渉によって発生するスループットの低下が

同等以下となるキャリアセンスの設定を評価した。 

同様に無線 LAN APが複数存在する場合の検討モデルを図参 6.1.2に示し、無線 LAN子機

は半径 5m内に 10台を配置、壁減衰及び屋内反射の影響はないものとした。 

また、壁損失及び屋内反射の影響については、図参 6.1.3 に示すモデルにてレイトレーシン

グによるシミュレーションを実施し、評価した。 

 

 

 
図参 6.1.1 無線 LANシステムとの共用検討モデル 

 

 

 
図参 6.1.2 複数無線 LANシステムとの共用検討モデル 

 

 

 

  

D

4.5m

STA1

AP2

(a) WLANのみの環境

STA10 STA1 STA10

AP1

WLANWLAN

WPT

受電器

4.5m

(b) WLAN/WPT共存環境

STA1 STA10

D
AP1

給電
WLAN
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図参 6.1.3 レイトレーシングによる共用検討モデル 

 

表参 6.1.1 シミュレーションパラメータ 

 項目 AP1+AP2 

無線 LANのみの環境 

AP1+WPT 

共存環境 

無線 LAN AP間距離 3-15m #N/A 

帯域幅 20MHz 

送信電力 23dBm (AP) 

18dBm (STA) 

アンテナ利得 5dBi (AP) 

0 dBi (STA) 

チャネルモデル 802.11n D 

MCS 6 

無線 LAN チャネル 144ch 

WPT 周波数 #N/A 5750 MHz 

送信電力 #N/A 40 dBm 

アンテナ利得 #N/A Max Gain: 

25.84dBi 

WPT-AP 間距離 #N/A 3-15m 

CCA時間 #N/A 2.3ms(256slots) 

4.6ms(512slots) 

9.2ms(1024slots) 

給電時間 #N/A 10-20ms 

Traffic トラフィックシナリ

オ 

FTP (※1) 

トラフィックタイプ DL50%/UL50% 

シミュレーション時

間 

15sec 

※１ inter-arrival between 2 files as 1s (size:0.1MB) 

 

(イ)共用検討結果 

給電時間が 10ms でのシステムスループットのシミュレーション結果を図参 6.1.4、20ms

の結果を図参 6.1.5 に示す。いずれの結果も傾向は類似しており、無線 LAN システムのみ

の環境より、無線 LAN システム/空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム環境でのスループ

ットを高くするためには、「距離を離す」あるいは「センシング時間（CCA 時間）を大きく

 

WPT

4.5m

θ

壁透過損失
16dB

10m 1m

1.5m

受信点

解析条件：
・レイトレーシングシミュレータ(Raplab)を利用
・反射4回、透過1回
・床、天井は壁と同じコンクリート素材を想定
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する」結果となった。また、無線 LAN AP間の干渉よりも空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステムによる干渉を小さく抑える条件としては、給電時間や CCA時間の絶対値ではなく、相

対時間関係の結果となった。 

検討結果より、給電時間が 10ms の場合は CCA時間が 4.6ms 以上、給電時間が 20ms の場

合は CCA時間が 9.2ms 以上であれば、無線 LANシステムの AP同士の環境に対し、無線 LAN

システムの APと空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの環境でのスループットが高い

結果となり、給電時間と CCA時間の関係が 2:1となるように設定する事で共用可能とな

る。 

これにより、CCA時間の設定としては、無線 LANパケットの十分な検出可能な時間として

4ms とすることが妥当と考えられる。これは現行の無線 LANシステムの無線設備規則にお

ける最大送信バースト長は 8msであるが、実際の物理パケットの最大占有時間長は約

5.5msであり、制御フレームも逐次的に送受信されることを加味すると、CCA時間として

は 4msとすることで無線 LANシステムの検出が可能であると考えられ、検討結果の 2:1の

関係より、給電時間は 8msとすることが妥当といえる。 

 

 
図参 6.1.4スループット評価結果例（給電時間：10ms の場合） 

 

 

図参 6.1.5スループット評価結果例（給電時間：20ms の場合） 

 

共存する無線 LAN AP が複数となった場合のシステムスループットのシミュレーション

結果を図参 6.1.6 及び図参 6.1.7 に示す。 

図参 6.1.4及び図参 6.1.5の結果と同様に給電時間が 10msの場合は CCA時間が 4.6ms

WPT/WLAN共存環境での
スループット大

WLANのみの環境での
スループット大

WPT/WLAN共存環境での
スループット大

WLANのみの環境での
スループット大
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以上、給電時間が 20msの場合は CCA時間が 9.2ms以上であれば、無線 LANシステムの AP

同士に対して無線 LAN APと空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの共存環境でのスル

ープットが高い結果となり、給電時間と CCA時間の関係が 2:1となる表参 6.1.2でのキャ

リアセンス設定にて無線 LANシステムとは共用可能となる。 

 

 
図参 6.1.6スループット評価結果例（AP複数・給電時間：10msの場合） 

 

 
図参 6.1.7スループット評価結果例（AP複数・給電時間：20msの場合） 

 

表参 6.1.2キャリアセンスの設定 

  共存 

状態 

非共存 

状態 
備  考 

センシング時間 

CCA時間  4ms   

CCA初期化時間 5sec 
CCA 時間・給電時間を初期化す

る周期 

センシング閾値 

隣接チャネル -75dBm 5680～5730MHz 

次隣接チャネル -72dBm 5570～5680MHz 

次隣接チャネル以遠 -60dBm 5470～5570MHz 

給電時間 8ms 192ms  

共存状態 ：給電時間と CCA 時間の比率が 2:1となる動作状態。 

WPT/WLAN共存環境での
スループット大

WLANのみの環境での
スループット大

WPT/WLAN共存環境での
スループット大

WLANのみの環境での
スループット大
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非共存状態 ：無線 LANシステムとの共存の可能性が低いと判断した場合に、給電時間を延

ばす状態。 

 

壁損失及び屋内反射の影響について、レイトレーシングによるシミュレーション結果を

表 6.1.3に示す。天井設置された空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置からビ

ーム角度θで放射された給電電波が壁を挟んで隣の部屋の無線 LAN機器に到来する際の信

号強度の最大値は、-28.4dBmとなった。そのため、反射を考慮した場合であっても、壁を

挟んだ WPT屋内設置環境の外にある無線 LAN機器に到来する空間伝送型ワイヤレス電力伝

送システム電界強度は、既存の無線 LAN機器と同程度であり、空間伝送型ワイヤレス電力

伝送システムによって大きな劣化は発生しない結果となった。 

 

表参 6.1.2 反射を考慮したレイトレーシングシミュレーション結果 

メインビーム角度θ 0° 30° 45° 60° 

無線 LAN機器に到来する 

WPT信号強度 
-40.5dBm -40.1dBm -42.0dBm -28.4dBm 

 

(ウ)共用検討モデル(破壊防止) 

屋内に設置した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム(送信装置)と近接した環境に存

在する無線 LANシステムに対して、過入力による破壊・不可逆的な影響を及ぼさないかにつ

いて図参 6.1.9に示す共用検討モデルにより干渉計算を実施し、評価した。 

 

 
図参 6.1.9 無線 LAN システムとの共用検討モデル（破壊防止） 

 

(エ)共用検討結果(破壊防止) 

干渉検討結果を表参 6.1.4に示す。正面対向の場合、壁ありの場合及び天井設置の場合に

ついて、無線 LANシステムの空中線利得を 3種類（2.14dBi、7dBi、20dBi）として無線 LAN

許容破壊レベル（0dBm、10dBm）に対する所要離隔距離を算出した。また、利得 2.14dBi は

無線 LAN端末の子機、利得 7dBi 及び 20dBiは、無線 LAN APを想定した。 

正面対向の場合、所要離隔距離は 9.3m～41.5m となるが、空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システム（送信装置）を天井設置とする事により、所要離隔距離は 4.9m～11m に抑えられ

る。ただし、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）と無線 LANシステムの空

中線が対向とした場合であり、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと無線 LAN システ

ムが同一管理者によって運用されている環境であれば、互いの指向性が正対しないように

調整して運用することで回避できると考えられる。 

また、別空間となる壁損失ありの場合は、所要離隔距離 1.5m～6.6mとなり、同一室内に

おける距離と同等になり、別空間に設置する環境を考慮すると共用可能となる。 

 

表参 6.1.4 無線 LANシステムとの共用検討結果（破壊防止） 

WPT
送電装置

無線LAN端末

 
離隔距離D

正面対向の場合

WPT
送電装置 無線LAN端末

 
離隔距離D

壁ありの場合

壁透過損失16dB

WPT
送電装置

無線LAN端末 

離隔距離D

天井設置の場合

高さ
h=3m

仰角θ
=tan-1(D/h)

自由空間伝搬距離D/sinθ
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項目 単位 正面対向 天井設置 正面対向壁あり 

無線 LAN 

空中線利得 

dBi 
2.14 7 20 2.14 7 20 2.14 7 20 

無線 LAN 

許容破壊レベル 

dBm 
0 10 10 0 10 10 0 10 10 

WPT周波数 MHz 5750 

WPT 

等価等方輻射電力 

dBm 
70 

偏波減衰 dB 0 

壁透過減衰 dB 0 0 0 0 0 0 16 16 16 

伝搬モデル  自由空間損失 

所要減衰量 dB 72.1 67 80 72.1 67 80 56.1 51 64 

所要離隔距離 m 16.8 9.3 41.5 6.8 4.9 11 2.65 1.5 6.6 

 

(2) DSRC（狭域通信）システム 

(ア)共用検討モデル 

屋内に設置した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム(送信装置)と狭域通信システム

との共用検討については、図 6.2.1に示す共用検討モデルより、干渉計算を実施した。 

また、狭域通信システムに対する影響を及ぼさない離隔距離は、送信装置からの電波が資

料 5-2-1にて示したスプリアス・レスポンス・リジェクション量及び DSRC帯域内雑音入力

量許容値に対し、下回るために必要な距離とした。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）は、天井設置することを前提とする

ため、屋外に対しては送信装置の指向性損失が見込まれる。しかし、屋内に設置された工作

機械等の金属体による反射波が非常に低確率ではあるが発生することを考慮したものであ

る。これは、狭域通信システムが再送困難な通信システムであることから最悪ケースとして

検討を実施した。 

 
図参 6.2.1 狭域通信システムとの共用検討モデル 

 
(イ)共用検討結果 

【※共用可否については被干渉システムにて確認中】 

 

 

 

(3) 放送業務用 STL/TTLシステム 

(ア)共用検討モデル 

放送事業用 STL/TTL システムとの共用検討では、図参 6.3.1 及び図参 6.3.2 に示す検討

モデルより、干渉計算を実施した。 

STL/TTL システムに対する影響を及ぼさない離隔距離は、送信装置からの STL/TTLシステ

ムにおける帯域内雑音信号が、STL/TTL の標準時熱雑音 CN 及びフェージングマージン時所

要熱雑音 CN に対する影響を及ぼさない値として、受信等価熱雑音レベルに対し 0.1dB以下

となる入力レベルである-117.9dBmを下回るための所要減衰量は 145.2dBとした。 
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空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、天井に設置することを前提とし、指向性損失

について、23dB を最大値とし、仰角θに対し10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2(𝜃𝜃))の関数としている。伝搬損失

は自由空間損失とし、外壁による透過損失は 16 dBとした。 

また、STL/TTL システムの指向性減衰に関しては、標準時熱雑音 CN に対しては同一ルー

ト干渉として、正対条件(指向性損失 0dB)とし、フェージングマージン時所要熱雑音 CN に

対しては、45 度、90 度、180度方向からの差動フェージングを考慮し 20dBの指向性減衰を

考慮した異ルート干渉として検討した。 

 

 

 
図参 6.3.1 STL/TTLシステムとの共用検討モデル 

 

 

 
図参 6.3.2 STL/TTLシステムの受信空中線指向性モデル 

 

(イ)共用検討結果 

同一ルート干渉時の共用検討結果を表参 6.3.1 に示す。空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システムの不要発射による STL/TTLシステムの雑音劣化が、フェージング損失、空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システム設置条件による天井設置及び壁減衰(16dB）を適用することで

離隔距離は 46.8m となる。 

異ルート干渉時の共用検討結果を表参 6.3.2 に示す。異ルート干渉のため STL/TTL 受信

空中線指向性損失を 20dBとし、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム設置条件による天

井設置及び壁減衰(16dB）を適用することで離隔距離は 83.4mとなる。 

【※追加ユースケースの検討実施中】 

 

表参 6.3.1 STL/TTLシステムとの同一ルート干渉による共用検討結果 

項目 単位 値 

 

WPT
送電装置

設置高
h = 5m

仰角θ
=tan-1(D/h)

離隔距離 D

TTL/STLシステム

自由空間
伝播距離

D/sinθ

外壁透過損失
16dB

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 10 20 30 40 50 60 70

ア
ン
テ
ナ
指
向
性

[d
B]

放射角θ [deg]

TS伝送方式複数周波数帯共用 TS伝送方式単一周波数帯用
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周波数 MHz 5,850 

帯域幅 MHz 6.7 

標準受信電力 dBm/BW -42.9 

受信空中線利得(フィーダ損失含む) dBi 32.1 

受信等価熱雑音 dBm -101.5 

所要フェージングマージン dB 28.5 

フェージング時所要 C/N dB 30.9 

受信空中線指向性減衰量 dB 0.0 

熱雑音劣化 0.1dBとなる入力レベル dBm/BW -117.9 

所要減衰量 dB 145.2dB 

帯域外空中線電力（ア） dBm/MHz -38.0 

送信空中線利得（イ） dBi 25.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+イ） dBm/MHz -13.0 

送信空中線指向性減衰量（83.9度） dB 19.5 

壁損失 dB 16.0 

1m での自由空間損失 dB 47.8 

離隔距離 m 46.8 

 

 

表参 6.3.2 STL/TTLシステムとの異ルート干渉による共用検討結果 

項目 単位 値 

周波数 MHz 5,850 

帯域幅 MHz 6.7 

標準受信電力 dBm/BW -42.9 

受信空中線利得(フィーダ損失含む) dBi 32.1 

受信等価熱雑音 dBm -101.5 

所要フェージングマージン dB 28.5 

フェージング時所要 C/N dB 30.9 

受信空中線指向性減衰量 dB 20.0 

熱雑音劣化 0.1dBとなる入力レベル dBm/BW -117.9 

所要減衰量 dB 145.2 

帯域外空中線電力（ア） dBm/MHz -38.0 

送信空中線利得（イ） dBi 25.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+イ） dBm/MHz -13.0 

送信空中線指向性減衰量（86.6度） dB 23.0 

壁損失(ITU-R Traditional) dB 16.0 

1m での自由空間損失 dB 47.8 

離隔距離 m 83.4 

 

(4) 放送事業用 FPU/TSLシステム 

(ア) 共用検討モデル 
放送事業用 FPU/TSL システムとの共用検討では、図参 6.4.1 に示す検討モデルより、干

渉計算を実施した。FPU システムに対する影響を及ぼさない離隔距離は、所要干渉波電力を

下回るために必要な値として導出した。TSLシステムに関しては、資料 5-2-6(3)(イ)STL/TTL

システムと同一の導出方法を摘要した。また、考えられるユースケースとして図参 6.4.2 を

想定し、この場合の離隔距離についても検討を実施した。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、天井に設置することを前提とし、送信指向性

減衰量は、23dB を最大値として、仰角θに対し10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2(𝜃𝜃))とした。また、伝搬損失は

自由空間損失とし、外壁による壁損失は 16 dBとした。 
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図参 6.4.1 FPUシステムとの共用検討モデル 

 

 
図参 6.4.2 FPU システムの建屋設置時のユースケース 

 

(イ)共用検討結果 

FPUシステムとの共用検討結果を表参 6.4.1に示す。空間伝送型ワイヤレス電力伝送シス

テムの不要発射による FPU システムの雑音入力が許容雑音入力レベル以下となるための所

要減衰量は 124.8dBとなり、設置条件の天井設置及び壁減衰（16dB）を適用することで離隔

距離は 80.0m となる。 

 

表参 6.4.1 FPUシステムとの共用検討結果 

項目 単位 
固定中継局 

(4K/8K標準伝送) 

可搬型 OFDM

中継局 
移動中継局 

周波数 MHz 5850 5850 5850 

帯域幅 MHz 17.5 17.5 17.5 

標準受信電力 dBm/BW -45.0 -61.0 -62 

許容干渉雑音入力 dBm/BW -89.4 -95.4 -90.5 

受信空中線利得(フィーダ損込) dBi 30.0 30.0 22.7 

受信空中線指向性損失量 dB 0 0 0 

所要減衰量 dB 118.8 124.8 112.6 

帯域外輻射空中線電力（ア） dBm/MHz -38.0 -38.0 -38.0 

送信空中線利得(イ) dBi 25.0 25.0 25.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+

イ） 
dBm/MHz 

-33.0 -33.0 -33.0 

離隔距離に対する仰角 deg 84.6 86.4 82.3 

送信空中線指向性減衰量 dB 20.5 23.0 17.5 

壁損失(ITU-R Traditional) dB 16.0 16.0 16.0 

 

WPT
送電装置

設置高
h = 5m

仰角θ
=tan-1(D/h)

離隔距離 D

FPUシステム

自由空間
伝播距離

D/sinθ

外壁透過損失
16dB

 

WPT
送電装置

WPT設置高
hwpt = 5 [m]

WPT仰角θ
= 90°+ δ 

[deg]

離隔距離 D [m]

FPUシステム
受信機

自由空間
伝播距離

D/sinθ [m]

外壁透過損失
16 dB

FPU仰角 δ 
[deg]

FPU設置高
hfpu=30 [m]
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1m での自由空間損失 dB 47.8 47.8 47.8 

離隔距離 m 53.0 80.0 37.0 

 

TSL システムとの共用検討結果について同一ルート干渉時を表参 6.4.2 及び異ルート干

渉時を表参 6.4.3 に示す。共用可能となる所要減衰量が 150.2dB であり、同一ルート干渉

時及び異ルート干渉時の離隔距離はそれぞれ 88.3m、148.5mとなる。 

 

表参 6.4.2 TSLシステムとの共用検討結果（同一ルート干渉） 

項目 単位 値 

計算周波数 MHz 5850 

帯域幅 MHz 14.0 

標準受信電力 dBm/BW -44.8 

空中線利得(フィーダ損込) dBi 37.1 

受信等価熱雑音 dBm/BW -98.3 

所要フェージングマージン dB 24.5 

フェージングマージン時所要 C/N dB 29.0 

受信空中線指向性減衰量 dB 0.0 

熱雑音劣化 0.1dBとなる入力レベル dBm/BW -114.7 

所要減衰量 dB -150.2 

帯域外輻射空中線電力（ア） dBm/MHz -38.0 

送信空中線利得(イ) dBi 25.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+イ） dBm/MHz -13 

送信指向性減衰量（86.8度） dB 23.0 

壁減衰(ITU-R Traditional) dB 16.0 

1m の自由空間減衰量 dB 47.8 

離隔距離 m 88.3 

 

表参 6.4.3 TSLシステムとの異ルート干渉条件における共用検討結果 

項目 単位 値 

計算周波数 MHz 5850 

帯域幅 MHz 14.0 

標準受信電力 dBm/BW -44.8 

空中線利得(フィーダ損込) dBi 37.1 

受信等価熱雑音 dBm/BW -98.3 

所要フェージングマージン dB 24.5 

フェージングマージン時所要 C/N dB 30.9 

受信空中線指向性減衰量 dB 20.0 

熱雑音劣化 0.1dBとなる入力レベル dBm/BW -114.7 

所要減衰量 dB -150.2 

帯域外輻射空中線電力（ア） dBm/MHz -38.0 

送信空中線利得(イ) dBi 25.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+イ） dBm/MHz -13 

送信空中線指向性減衰量（88.1度） dB 23.0 

壁損失(ITU-R Traditional) dB 16.0 

1m の自由空間減衰量 dB 47.8 

離隔距離 m 148.5 

 

FPU 受信点を建屋屋上(地上高 30m)に設置したユースケース（図参 6.4.2）では、での離

隔距離計算を実施した結果を図参 6.4.3に示す。（空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム

設置高を 5mとした際の水平離隔距離と FPUシステムへの空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ
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ステム帯域外雑音入力電力量） 

検討に当たっては、FPU の空中線指向性が水平方向に設置され、俯角δによる指向性減衰

量を加味したものとなる。また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム設置高を 5mとし

た際の水平方向離隔距離と FPU 空中線から見た俯角δの関係及び検討に使用した FPU 受信

空中線の指向性減衰量(直径 1.2m、最大利得 35dBiの空中線に対し、ITU-R F.699にて定義

される指向性モデルを適用)を図参 5.4.4 に示す。 

表参 6.4.1 に示した FPU システムとの離隔距離数十 m に対し、15dB 程度の指向性減衰が

発生しているため、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの帯域外雑音入力はすべ

ての離隔距離で許容雑音電力以下となり、このユースケースであれば水平方向の離隔距離

の確保は不要となる。 

また、検討では FPU システムの空中線指向性減衰量を見込まない検討としたが、実際には

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム方向とは異なる指向方向となるため、俯角 5 度で

約 14dB、10度で約 22dBを見込むことでさらに短い距離での運用も可能となる。 

また、計算では空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの送信指向性減衰量を 23dB、

壁損 16 dBとして実施した。 

 

 

 
図参 6.4.3 水平離隔距離と FPUシステムに受信する空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ

ステム雑音電力の関係 

 

 
図参 6.4.2 水平離隔距離に対する FPU仰角δによる指向性減衰の関係 

-125

-120

-115

-110

-105

-100

-95

-90

-85

-80

0 50 100 150 200

FP
U受

信
雑
音
電
力

[d
Bm

/B
W

]

水平離隔距離D [m]

FPU許容干渉電力 WPT帯域外雑音入力量

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

FP
Uに

対
す
る
仰
角

δ
[d

eg
]

FP
Uア

ン
テ
ナ

(1
20

cm
, 3

5d
Bi

) 指
向
性
減
衰

[d
B]

水平離隔距離D [m]

FPUアンテナ指向性減衰 FPUに対する仰角 δ



１３６ 
 

 

(5) 無人移動体高速伝送システム 

(ア) 共用検討モデル 
無人移動体高速伝送システム(ロボット無線システム)では、図参 6.5.1 に示す検討モデ

ルより実施した。ロボット無線システムに対する影響を及ぼさない離隔距離は、同一、隣接、

次隣接の各チャネルにおける許容妨害波入力に対して下回るための必要な距離とした。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、天井に設置することを前提とし、指向性損失

について、23dB を最大値とし、仰角θに対し10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2(𝜃𝜃))の関数としている。伝搬損失

は自由空間損失とし、外壁による透過損失は、ITU-R Traditional モデルである 16 dBを基

準とし、ITU-R Thermally efficient モデル（30.8dB減衰）及び厚さ 150mmの RC壁（41dB

減衰）の場合も併せて算出した。 

また、前記の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム側指向性損失が最小すなわちロボ

ット無線システムへの入射が最大となる条件として、ロボット無線システム搭載空中線の

設置高は 0m としている。 

 
図参 6.5.1 無人移動体高速伝送システムとの共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

共用検討結果を表参 6.5.1に示す。外壁の損失が 16dB（ITU-R P.2109-0外壁モデル）に

て、離隔距離は、同一チャネルで約 23km、次隣接チャネルで 185m となる。 

外壁の損失が 41dB（RC外壁：厚さ 150mm）の場合に離隔距離は、同一チャネルで約 1km、

次隣接チャネルで 27m となる。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは屋内利用、一方、ロボット無線システムでは市

街地以外の屋外での利用を想定されている。そのため、空間伝送型ワイヤレス電力伝送シス

テムの利用環境（設置場所・使用チャネル・壁損）を一元的に管理し、ロボット無線システ

ムとの運用調整を行うことで、すみ分けによる共用は可能となる。 

 

表参 6.5.1 無人移動体高速伝送システムとの共用検討結果 

項目 
同一 

チャネル 

隣接 

チャネル 

次隣接 

チャネル 

離隔距離（ITU-R Traditional） 23,348 m 1,170 m 185 m 

離隔距離（ITU-R Thermally efficient） 4,249 m 213 m 49 m 

離隔距離（RC外壁：厚さ 150mm） 1,313 m 68 m 27 m 

 

(6) 気象レーダー 

(ア)共用検討モデル 

気象レーダーとの共用検討を図参 6.6.1 に共用検討モデルを示す。空間伝送型ワイヤレ

ス電力伝送システムからの不要発射が気象レーダー帯域内に入射した場合と給電キャリア

信号が、気象レーダーの帯域外に入射する場合の検討を実施した。 

また、気象レーダーに対する影響を及ぼさない離隔距離の算出には、不要発射に対しては

 

WPT
送電装置

設置高
h = 5m

仰角θ
=tan-1(D/h)

離隔距離 D

自由空間
伝播距離

D/sinθ

外壁透過損失
16dB ロボット

無線システム

高さ
0m
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気象レーダーの許容干渉レベル（-120dBm/BW）、給電キャリア信号に対しては-40dBmとして

これを下回るために必要な距離とした。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム送信装置の設置条件は、天井設置とし、指向性減

衰量については、23dB を最大値とした仰角θに対し10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2(𝜃𝜃))の関数としている。ま

た、伝搬損失は自由空間損失とし、外壁による壁損失は、ITU-R Traditional モデルである

16 dBとした。また、気象レーダーへの入射が最大となる条件として、気象レーダーの設置

地上高は 0m、指向性減衰は 0dBとしている。 

 

 
図参 6.6.1 気象レーダーの共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの不要発射に対する共用検討結果を表参

6.6.1に示す。不要発射強度が、気象レーダーの許容雑音入力電力値を下回る所要減衰量は

128.9dB となり、離隔距離は 137.2mとなった。 

給電キャリア信号が気象レーダーの帯域外に入射する場合の検討結果を表参 6.6.2 に示

す。受信許容入力電力を下回るための減衰量 157.0dB、所要離隔距離は 3,308m となり、不

要発射に対する離隔距離を上回る。そのため、共用検討モデルで採用した空間伝送型ワイヤ

レス電力伝送システムの設置条件（天井設置及び壁減衰 16dB）を確保した環境にて、気象

レーダー設置位置から 3.3km の範囲には空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを設置し

ない制限区域とする。 

 

表参 6.6.1 気象レーダーとの共用検討結果(不要発射強度) 

項目 単位 計算値 

周波数 MHz 5,372.5 

帯域幅 MHz 1.2 

受信空中線利得 dBi 47.0 

受信許容雑音電力 dBm/BW -120.0 

受信空中線指向性減衰量 dB 0.0 

所要減衰量 dB 128.9 

帯域外空中線電力（ア） dBm/MHz -48.0 

送信空中線利得（イ） dBi 25.0 

無相関雑音の減衰量（ア+イ） dB 16.0 

等価等方輻射電力の最大値（ア+イ-ウ） dBm/BW -38.2 

送信空中線指向性減衰量（87.9度） dB 23.0 

壁損失 dB 16.0 

1m での自由空間損失 dB 47.1 

離隔距離 m 137.2 

 

WPT
送電装置

設置高
h = 5m

仰角θ
=tan-1(D/h)

離隔距離 D

気象レーダー
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16dB
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(インバンド)及び
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表参 6.6.2 気象レーダーとの共用検討結果(給電キャリア信号) 

項目 単位 計算値 

周波数 MHz 5732.0 

受信空中線利得 dBi 47.0 

受信許容入力電力 dBm -40.0 

受信空中線指向性減衰量 dB 0.0 

所要減衰量 dB 157.0 

等価等方輻射電力 dBm 70.0 

送信空中線指向性減衰量（89.9度） dB 23.0 

壁損失 dB 16.0 

1m での自由空間損失 dB 47.6 

離隔距離 m 3,308 

 

(7) 電波天文台 

(ア)共用検討モデル 

電波天文台との共用検討を図参 6.7.1 に示す検討モデルとし、空間伝送型ワイヤレス電

力伝送システムからの離調周波数が最も小さくなる臼田 64m鏡（観測周波数 4995MHz）を検

討対象とした。また、電波天文台に対する影響を及ぼさない離隔距離は、観測周波数 4995MHz

における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの不要発射強度（-48dBm/MHz）が、電波天

文台の許容干渉レベル（-187dBm/MHz）に対して下回るための必要な距離とした。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）の設置条件の天井設置とし、指向性

減衰量については、23dBを最大値とし、仰角θに対し10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐2(𝜃𝜃))の関数としている。 

伝搬損失は自由空間損失とし、外壁による透過損失は、ITU-R Traditionalモデルである

16 dBとした。また、電波天文台への入射が最大となる条件として、電波天文台の設置地上

高は 0mとしている。 

 

 
図参 6.7.1 電波天文台の共用検討モデル 

 

(イ)共用検討結果 

共用検討結果を表参 6.7.1 に示す。5.7GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの

不要発射強度が、電波天文台の干渉閾値換算値を下回るための所要減衰量は、臼田観測所は

107dBとなり、離隔距離は 1,096m、石岡観測所は 112dB となり、離隔距離は 1,736m である。

そのため、検討モデルで採用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの設置条件（天井

設置及び壁減衰 16dB）を確保した条件にて、各観測所の設置位置から 1.1km 及び 1.8km の

範囲には空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを設置しない制限区域とする事で電波天

文台との共用は可能となる。 

 

表参 6.7.1 電波天文台との共用検討結果 

 項目 単位 臼田 石岡 備考 
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送電装置

設置高
h = 5m

仰角θ
=tan-1(D/h)

離隔距離 D

電波天文台

自由空間
伝播距離

D/sinθ

外壁透過損失
16dB



１３９ 
 

送信パラ

メータ 

(1)送信空中線電力 dBm -48.0 -48.0  

(2)占有周波数帯域幅 MHz 1.0 1.0  

(3)送信空中線利得 dBi 7.0 7.0  

(4)指向性減衰 dB -39.0 -39.0 Bore sight 

(5)帯域内輻射電力 dBm -80.0 -80.0 (1)+(3)+(4) 

(6)帯域内輻射電力密度 dBm/MHz -80.0 -80.0 (5)-10Log[(2)] 

受信パラ

メータ 

(7)受信空中線利得 dBi 0.0 0.0  

(8)指向性減衰量 dB 0.0 0.0  

(9)電力ｽﾍﾟｸﾄﾙﾌﾗｯｸｽ密度 dB(W/(m2･Hz)) -241.0 -240.0 ITU-R RA.769 

(10)干渉閾値換算値 dBm/MHz -187.0 -192.0  

所要 

減衰量 

(11)所要減衰量 dB 107.0 112.0 (6)-(10) 

伝搬損失 (12)自由空間損失 dB 107.0 112.0 1.096km 

(13)水蒸気圧 mmHg 5.5 5.5  

(14)水蒸気密度 g/m3 4.1 4.1 15℃ 

(15)水蒸気分子による 

吸収係数 

dB/km 0.001 0.001  

(16)大気減衰 dB 0.0 0.0  

(17)ﾅｲﾌｴｯｼﾞ回折損失 dB 0.0 0.0  

(18)伝搬損失の合計 dB 107.0 112.0 (12)+(16) 

所要離隔距離 m 1,096 1,736  

残差 dB 0 0 (11)-(18) 

 

(8) アマチュア無線【協議・確認中】 

(ア)共用検討モデル 

(イ)共用検討結果 
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参考資料７：キャリアセンスについて 
キャリアセンス（Clear Channel Assessment：CCA）の概要を図参 7.0.1に示す。送信装置

は送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実施し、干渉を検出しなかった場合のみ

送信を開始するものであり、各バンドでのキャリアセンスについて示す。 

 

 
図参 7.0.1 キャリアセンスの概要 

 

(1) 920MHz 帯 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、既設 RFID システムと等価等方輻射

電力（EIRP）を含めて同一の技術基準であり、免許局となることから、キャリアセンスについ

ても同様に使用せずとも他の無線システムとの共存が可能であると考えられる。 

 

(2) 2.4GHz 帯 

2.4GHz 帯の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは送信に先立ち、キャリアセンスに

よる干渉確認を実施した後、送信を開始する。キャリアセンスのパラメータを表参 7.2.1 に示

す。キャリアセンスは同一チャネルの他、隣接チャネル、次隣接チャネルについても実施する。 

 

表参 7.2.1 キャリアセンスのパラメータ（2.4GHz帯） 

カテゴリ 項目 パラメータ 

センシング時間 
CCA時間 

（バックオフ時間を含む） 

0.17～99ms 

( 初期 Listen 時間 34us 

スロット時間 9us 

バックオフカウンター 15-1023 ) 

 

センシング条件 

同一チャネル CCA閾値 -72 dBm/20MHz 

隣接チャネル CCA閾値 -62 dBm/20MHz 

次隣接チャネル CCA閾値 -62 dBm/20MHz 

送電時間 
最長送電バースト時間 

(最長チャネル占有時間) 
13msec 

アイドル時間 アイドル時間 13msec 

 

キャリアセンス、給電バースト時間及びアイドル時間の制御フローは図参 7.2.1 に示す。

WPT 屋内設置環境に隣接した場所においても、複数の無線 LAN AP 同士のキャリアセンスによ

るスループットの低下より低下しないように 2.4GHz帯の空間伝送型ワイヤレス電力システム

においては、CCA時間とは別にアイドル時間を設けている。シミュレーションの結果より、WPT

管理環境の周辺 10ｍ以内が同一管理者の管理でない場合、アイドル時間と送電時間を等しく

することで、WPT 管理環境周辺におけるスループットの無線 LANシステム同士以上の低下を抑
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制するパラメータとした。 

 

 
図参 7.2.1 2.4GHz帯におけるキャリアセンスのフロー 

 

(3) 5.7GHz 帯 

5.7GHz 帯の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのキャリアセンスのパラメータを表参

7.3.1 に示す。5.7GHz 帯におけるキャリアセンスでは以下の 2 つの状態でのキャリアセンス

を規定する事とした。 

 共存状態 ：無線 LAN システムに対するキャリアセンスのセンシング時間（CCA時間）

と給電時間の比率が 1:2となるように動作する状態。 

 非共存状態 ：無線 LAN システムが共存環境に無い可能性が高いと判断した場合に、給

電時間を延ばす状態。 

 

表参 7.3.1 5.7GHz帯におけるキャリアセンスのパラメータ 

  共存 

状態 

非共存 

状態 
備  考 

センシング時間 

CCA時間  4ms   

CCA初期化時間 5sec 
CCA 時間・給電バースト時

間を初期化する周期 

センシング閾値 

隣接チャネル -75dBm 5680～5730MHz 

次隣接チャネル -72dBm 5570～5680MHz 

次隣接チャネル以遠 -60dBm 5470～5570MHz 

給電時間 8ms 192ms  

 

２つのキャリアセンス状態は、図参 7.3.1 に示すステートマシンに従って制御され、各状態

でキャリアセンス時間と給電時間が設定される。 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの標準は、共存状態として動作し、一定時間のキャ

リアセンスにより干渉がないと確認された場合のみ、非共存状態へ移行する。ただし、非共存

状態に移行した場合であっても、初期化時間（5秒）経過後は基本状態へ戻るとした制御によ

り監視・制御を行うものとする。 

共存状態から非共存状態への移行条件（非共存状態との認識）は、「共存状態において連続

1秒間に渡りセンシング閾値以上の信号を検出しないこと」とする。 

1 秒間は無線 LAN システムのビーコン平均周期の約 10 倍であり、非共存状態へ遷移するため



１４２ 
 

には 4ms の CCA での Idle 判定を 80 回以上連続して繰り返す必要があるため、検出漏れのリ

スクを十分に回避できる時間である。また、連続 1秒間内のキャリアセンス時間においてセン

シング閾値以上の信号を検出しなかった場合のみ、共存状態から非共存状態に最短で遷移し、

途中でセンシング閾値以上の信号を検出した場合は、累積時間をリセットするものとする。 

 

 
図参 7.3.1 5.7GHz帯キャリアセンスの制御ステートマシン 

 

5.7GHz 帯のキャリアセンスの制御フローは図参 7.3.2 に示す。共存状態からスタートし、

キャリアセンスと給電を行うごとの状態判定により、キャリアセンス時間及び給電時間のパ

ラメータ更新を行い、キャリアセンスと給電処理を実施する。 

 

 

 
図参 7.3.2 5.7GHz帯キャリアセンスの制御フロー 

 

(4) 5.7GHz 帯のキャリアセンスのパラメータ算出 

5.7GHz 帯のキャリアセンスのパラメータは、センシング閾値及び給電時間のパラメータの

算出根拠となるキャリアセンスのセンシング閾値についての導出方法について以下に示す。 

 

センシング閾値及び給電時間のパラメータの算出根拠となるキャリアセンスのセンシング

閾値の導出方法にあたっては、下記の 2つの条件を考慮した。 

 

共存状態
CCA時間:4ms
給電時間:8ms

非共存状態
CCA時間:4ms
給電時間:192ms

初期化時間経過

非共存状態確認

No

Yes

Start

共存状態 キャリアセンス

チャネルクリアとなる累積時
間がセンシング時間以上？

状態判定

給電

状態判定
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・条件 1：送信装置からの給電電力によって、被干渉装置（他無線システム）における 

 キャリアセンスがチャネルビジーとならないこと。 

・条件 2：送信装置から被干渉装置へ到来する電力レベルが、被干渉装置における妨 

害波規定レベルを超えないようにすること。 

 

条件１を満たすキャリアセンス閾値の導出の関係を図参 7.3.3 に示す。図参 7.3.3 左側に

示すように、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）の送信電力を P1、空中線

利得を G1、伝搬損を L、被干渉装置の空中線利得を G2、フィルタ減衰量を L2とすると、被干

渉装置に到来する送信装置の電力 Prx1 は Prx1=P1+G1-L+G2-L2 で表され、これがキャリアセ

ンス閾値 Th1 を下回れば、条件１を満足する状態となる。 

 

Prx1=P1+G1-L+G2-L2 < Th1            式(1) 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）側でのキャリアセンス閾値を導出する

にあたっては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）が検出する干渉装置の信

号電力 Prx2 を計算すれば良く、被干渉装置の送信電力 P2 とすると図参 7.3.3 右側に示すよ

うに Prx2=P2+G2-L+G1 で表されるため、上記式(1)を代入することで表される。 

 

Prx2 < Th1+P2-P1+L2            式(2) 

 

これにより条件 1を満たすキャリアセンス閾値が導出される。 

同様に条件 2 を満たすキャリアセンス閾値の導出を図参 7.3.4 に示す。条件 1 での関係と

同様であるが、図参 7.3.3 でのキャリアセンス閾値 Th1 が被干渉装置のデジタル入力レベル

で規定されるのに対し、図参 7.3.4での妨害波規定値レベル Th2は被干渉装置の RF入力レベ

ルで規定される点が異なる。すなわち、条件 2では被干渉装置でのチャネル選択フィルタによ

る減衰は考慮されないため、条件 2を満たす条件式は以下の式(3)となる。 

 

Prx2 < Th2+P2-P1            式(3) 

 

条件 1、条件 2を満たすキャリアセンス閾値の計算結果例を図参 7.3.5 に示す。図参 7.3.5

の実線は条件 1を満たすキャリアセンス閾値の計算例であり、式(2)に基づいて算出している。

この計算例における Th1は被干渉装置側でのキャリアセンス閾値（-62dBm）、P2は被干渉装置

側の送信電力（19dBm）、P1 は送信装置の空中線電力（40dBm）、L2は被干渉装置側のフィルタ

減衰量（4次バタワースフィルタ）とし、さらにマージン M（6dB）を加えた値とした。 

点線は条件 2 を満たすキャリアセンス閾値の計算例であり、式(3)に基づいて算出している。

ここで Th2は被干渉装置側の妨害波規定値（-63dBm：隣接チャネル、-47dBm：次隣接チャネル）

である。 
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図参 7.3.3 条件１を満たすキャリアセンス閾値の導出 

 

 
図参 7.3.4 条件２を満たすキャリアセンス閾値の導出 

 

-
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図参 7.3.5 キャリアセンス閾値の計算例 

 

無線 LAN システムの通信特性への影響を限りなく小さくするためには、キャリアセンスの

センシング閾値として図参 7.3.5 の実線及び点線を下回る閾値を設定することが好ましい。 

しかし、この場合には空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムが過度に信号検出をするこ

とになり、給電時間が無くなる可能性がある。そのため、条件１及び条件２を考慮し、給電時

間との両立が図れるキャリアセンス閾値として表参 7.3.1 による値を設定した。 

表参 7.3.1による閾値とした場合、条件１は概ね満足するが、条件２については十分に満た

さない可能性がある。具体例としては、閾値未満のレベル（-75dBm 未満）で通信する無線 LAN

システムに対して、給電装置からの信号の電力レベルが妨害波規定値以上になる。 

一方で、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムから無線 LAN システムに対して一定程度

の干渉を与えた場合でも、干渉影響が他の無線 LAN システムからの干渉影響と同程度以下で

あれば、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと無線 LANシステムとは共存可能といえる。 

また、共用検討では、表参 7.3.1 によるキャリアセンスのパラメータを使ったシミュレーショ

ン評価にて空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムからの干渉の影響が他の無線 LAN システ

ムからの干渉の影響と同程度以下であることを確認した。 

 

 

  

CCA閾値(条件1, Victim帯域20MHz)
CCA閾値(条件1, Victim帯域40MHz)
CCA閾値(条件1, Victim帯域80MHz)
CCA閾値(条件1, Victim帯域160MHz)
CCA閾値(条件2, Victim帯域20MHz)
CCA閾値(条件2, Victim帯域40MHz)
CCA閾値(条件2, Victim帯域80MHz)
CCA閾値(条件2, Victim帯域160MHz)
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参考資料８：受信装置の位置推定について 
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（送信装置）から受電装置を給電するにあたり、送信

装置からのビームを受電装置に向け、効率的に給電する必要がある。送信装置が受電装置の位置

を推定するにあたり、受電装置はビーコン信号を発出し、送信装置はビーコン信号の到来方向に、

送信することにより、ビームが受電装置方向に形成されることにより効率的に給電が可能となる。 

 

(1) 920MHz 帯 

920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、送信装置からは無指向又はブロー

ドな指向性による送信を行い、広範囲に受電装置への給電を行うことから特定の受電装置の

位置推定による送信は実施しないこととする。 

また、何らかのユースケース等にてビーコン信号を必要とする場合には、同一チャンネルを

使用する RFIDシステムにおける信号にてこれを代用できることからこれにより行うこととし

本システム独自でのシステムは実施しない。 

 

(2) 2.4GHz 帯 

2.4GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムにおける受電装置からのビーコン信号は、

本システムと同一チャンネルを使用する 2.4GHz帯高度化小電力データ通信等の既存の無線シ

ステムによる電波を使用して行うものとして本システム独自でのシステムは実施しない。

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信を例にビーコン信号として使用する場合のフローとしては、

図参 8.2.2に示す。 

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信にて送信スケジューリングを実施し、受電装置から

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信により無指向で発出した電波を空間伝送型ワイヤレス電力

伝送システム（送信装置）のアンテナ素子は一定の強度以上のビーコン信号として受信した場

合のみビーコン信号の到来方向に、送信することにより（レトロディレクティブ方式等）、ビ

ームが受電装置方向に形成されることを実現する。 

 

図参 8.2.1 受電装置からのビーコンと送信装置からのビーム 

 

また、ビーコン信号及び送信装置からの送信に先立ち、スケジューリングでは、送信装置と

受電装置は IDや負荷装置の充電状態の確認等を行う事で受電装置との認識を行いうものであ

る。また、ビーコン信号にて使用する 2.4GHz帯高度化小電力データ通信での仕様例として比

較したものを表参 8.2.3に示す。 

 

C 

受電装置 

送信装置 
ビーム 

ビーコン 
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図参 8.2.2 送信装置と受電装置のフロー 

 

 

表参 8.2.3 送信装置と受電装置間の通信 

通信の種類 
①送信 

スケジューリング 
②ビーコン ➂送信 

帯域幅 2MHz 2MHz 100kHz 

最大電力 3.2 mW 10 mW 15W 

最大空中線利得 6 dBi 2 dBi 24 dBi 

送信方向 双方向 
受電装置から 

送信装置 

送信装置から 

受電装置 

 

(3) 5.7GHz 帯 

(ア)位置推定の制御フロー 

5.7GHz 帯の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの送信では、受電端末へ向けたビー

ム形成をする必要がある。そのため、給電に使用する周波数と同一の周波数帯域にて受電端

末よりビーコン信号を送信し、送信装置はビーコン信号を利用して給電ビーム形成を構成

又は制御無線通信により送信装置と受電装置の位置情報から送信装置からの受電装置方向

を推定する構成の２種類を想定している。また、いずれの構成においても送信装置と受電装

置との間では、制御用の無線通信を行う必要がある。ビーコン信号と制御通信の通信イメー

ジを図参 8.3.1に示す。 
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図参 8.3.1制御用通信とビーコン信号のイメージ 

 
受電装置との制御用無線通信は、送信装置又は送信装置に接続された機器により、送信装

置との間で制御用の無線通信を行う。この制御用無線通信の通信方式は、特定小電力設備等

の既存システムを用いるものとし、通信プロトコル等の通信制御方式は、利用する通信シス

テムの技術仕様に基づくものとして空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム独自のシステ

ムとしては、受電側より送信するビーコン信号のみを規定する。 

 

受電装置と送信装置との間では、制御用無線通信により以下のような機能を実施する。 

・受電装置から送信装置に対して、受電装置の ID・受電状態・バッテリー情報等を通知 

・送信装置における受電装置の位置推定 

・受電装置へのビーコン要求の通知 

 

受電装置の位置推定方法としては、制御用無線通信を利用する場合又は送信装置と同一

帯域のビーコン信号を使用する２種類いずれかの方法にて実施する。 

 

制御用無線通信を利用する場合の送信装置との制御用無線通信のフロー例は図参 8.3.2

となり、送信装置と受電装置との間では、以下の３つのやりとりが行われる。また、送信装

置は、制御用無線信号の受信情報を利用して受電装置の位置推定を行い、給電ビームを形成

する。 

 

① 接続確立：送信装置と受電装置との間で、制御用無線通信を介して接続確立を行う。こ

こで、送信装置と受電装置は、互いの固有 ID（MACアドレス等）を交換する。 

② 状態通知：受電装置は、制御用無線通信を介して、受電装置の ID、バッテリー情報、受

電位置情報等を送信装置に通知する。状態通知は、給電中に行われてもよい。 

③ 給電：送信装置は、②にて通知された情報に基づいて受電装置に対して送信する。 
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図参 8.3.2  5.7GHz 帯システムにおける制御フロー例 1 

 

制御用無線通信とは別に、ビーコン信号を送信装置に対して送信する場合のフロー例を

図参 8.3.3に示す。この場合の送信装置と受電装置との間では、以下の５つのやりとりが行

われる。また、送信装置は、ビーコン信号をもとに受電装置の位置推定を行い、給電ビーム

を形成する。 

 

① 接続確立：送信装置と受電装置との間で、制御用無線通信を介して接続確立を行う。こ

こで、送信装置と受電装置は、互いの固有 ID（MACアドレス等）を交換する。 

② 状態通知：受電装置は、制御用無線通信を介して、受電装置の ID、バッテリー情報、受

電情報等を送信装置に通知する。状態通知は、給電中に行われてもよい。 

③ ビーコン要求信号：送信装置は、制御無線通信を介して受電装置にビーコン要求信号を

通知する。送信装置と受電装置とは事前に接続確立を介して IDを交換しており、ビーコ

ン要求信号には受電装置の IDが含まれている。 

④ ビーコン信号：受電装置は、③ビーコン要求信号を受信し、自身の IDがビーコン要求信

号に含まれていた場合に、ビーコン信号を送信装置に対して送信する。 

⑤ 給電：送信装置は、②にて通知された情報に基づいて受電装置に対して給電を行う。 

 

ビーコン信号は、制御用無線通信を通じて送信装置からビーコン要求があった場合に、送

信装置と同一周波数帯の電波を発射するものとする。ビーコン信号の目的は、送信装置にお

いて受電装置に向けた給電ビーム形成を可能とすることである。 

 

送信装置
給電　制御 受電装置

給電

給電

時間

接続確立

状態通知

状態通知

状態通知
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図参 8.3.3 5.7GHz帯システムの制御フロー例 2 

 

(イ)受電装置からのビーコン信号の要求条件 

受電装置からのビーコン信号は、制御用無線通信を使用した送信装置からの指示により、

送信装置と同一周波数帯の電波を発射するものとする。 

受電装置がビーコン要求信号を受信してからビーコン信号を送信するまでの時間は、受

電装置の低消費電力動作及び送信装置側の待ち受け動作による給電効率への影響を考慮し、

10ms以内とする。 

受電装置からのビーコン信号の等価等方輻射電力（EIRP）の上限は 0dBm とする。これは

5.7GHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの要求条件である給電距離 10mを考慮し、

10m 離れた受電装置から発射されたビーコン信号を受信した送信装置が、伝搬路を推定して

給電ビームを形成するために必要な所要値である。また、受電装置は低消費電力動作の IoT

センサ等が想定されるため、空中線電力の上限は-5dBm（0.32mW）とし、空中線電力と空中

線利得の合計が 0dBm 以下となる範囲で、効率的に空中線利得を選択できるものとする。 

受電装置からのビーコン信号の時間長の上限は、送信装置における送受信切り替えや制

御通信に伴う遅延の影響を考慮し 100msとする。ただし、ビーコン信号を使って給電ビーム

を形成した後は、給電環境が変化しない限り、同じ給電ビームを使って給電を行うため、ビ

ーコン信号やビーコン要求信号は送信しなくてもよいものとする。 

これは、固定の場所に設置された受電装置に対して給電を行うような場合は、ビーコン信号

やビーコン要求信号の送信頻度を下げることにより、ビーコン信号の時間占有率を低く抑

えられるためである。 

 

(ウ)受電装置からのビーコン信号における共用条件 

ビーコン信号を放射する受電装置は、送信装置と比較して等価等方輻射電力（EIRP）の上

限が 0dBmと低く抑えられているため、他の無線システムへの影響としては、送信装置の影

響が支配的であり、送信装置が共存条件を満たしていれば、受電装置も十分に共用可能とな

る。しかし、無線 LAN システム等は、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと WPT屋内設

置環境又は隣接する建造物等で使用される可能性があるため、キャリアセンスの必要性と

離隔距離について検討した。 

送信装置
給電　制御 受電装置

ビーコン

ビーコン要求

接続確立

状態通知

給電

給電

状態通知

状態通知

時間
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受電装置のビーコン信号は最大等価等方輻射電力が 0dBmと既存無線 LANシステムと同程

度である。そのため、キャリアセンスを実施しても、無線 LANシステムのキャリアセンスと

同等で良いと考えられる。しかし、無線 LANシステムのキャリアセンスは、使用チャネルと

同一のチャネルのみをキャリアセンス対象としており、受電装置は無線 LANシステムとは、

同一周波数共存検討の結果、を使用しないことからビーコン信号を送信する前のキャリア

センスは不要と考えられる。 

また、ビーコン信号のチャネルによっては、無線 LANシステムが使用するチャンネルと隣

接チャネルの関係となる場合もある。しかし、無線 LANシステムの隣接チャネルの妨害波規

定値は-63dBmとビーコン信号の最大等価等方輻射電力である 0dBm に対して「自由空間にお

ける 1m 伝搬時の減衰量 47dB」と「5.7GHz 帯における壁損失 16dB」の合計に等しい結果と

なるため、受電装置と無線 LANシステムが壁を介して 1m以上離れていれば、隣接チャネル

利用時であっても妨害波規定値以下の干渉量となる事から、ビーコン信号による WPT 屋内

設置環境外の無線 LAN システムとは共用可能である。 
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参考資料９：壁等の通過時の損失について 
(1) 検討の背景 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、屋内に設置することなる。それに対して被干渉

局は、屋外設置又は他建物等に設置されるため、図参 9.1に示すように壁等による通過損失に

より、減衰した電力となる。本資料では、壁等の面通過時の損失値について検討を実施した。 

 

 
図参 9.1 外壁による屋外漏洩の減衰 

 
(2) ITU-R にて定義される損失モデル 

標準的な壁等の通過損失値として、ITU-R Recommendation P.2109-0 “Prediction of 

building entry loss”第３節にて定義され、損失モデル(Building entry loss model)を利

用することで算出することが可能である。 

通過損失値は外壁材量に依存するため、同モデルでは電磁波反射特性の高い遮熱・断熱材を

用いた外壁”Thermally efficient”及びそれらを利用しない外壁”Traditional”の２種が提

供されており、損失の中央値を求めることが可能である。以下に損失モデルの計算式を示す。

また、損失は周波数にも依存するため、周波数依存性も考慮した式となっている。 

𝐿𝐿ℎ = 𝑟𝑟 + 𝑐𝑐log(𝑓𝑓) + 𝑡𝑡(log(𝑓𝑓))2 
 

算出式の Lhは通過損失の中央値、r、s、t は表参 7.1 に示す定数、f は通過周波数(GHz)と

なる。空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムで使用する３周波数帯の代表周波数に対する

計算結果を表参 7.2に示す。 

”Thermally efficient”モデルは”Traditional”に対し 15dB 程度損失が大きいモデルと

なっているが、すべての外壁に断熱・遮熱材料が用いられていることは考えにくいため、使用

する通過損失としては、”Traditional”モデルの値を基準に検討した。 

 

 

表参 9.1 ITU-R RR P.2109-0 損失モデルに用いる定数一覧 
 r s t 

Traditional 12.64 3.72 0.96 

Thermally efficient 28.19 -3.00 8.48 

 
表参 9.2 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムで利用する 3 周波数帯に対する計算結果 

 920MHz 2450MHz 5750MHz 

Lh (Traditional) 12.5 dB 14.2 dB 16.0 dB 

Lh (Thermally 

efficient) 
28.3 dB 28.3 dB 30.8 dB 

 
(3) 実際の各種外壁材の損失 

損失モデルにて定義された損失値の妥当性を検証するため、実際に外壁材の測定を行った

文献の調査を実施した。外壁材等の通過損失については、鉄筋コンクリート等によるシミュレ
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ーションと実際の損失による検証論文がみられ、シミュレーションでは、コンクリート等の材

料の比誘電率と鉄骨等を導電性メッシュとしてモデル化したものであり、実測結果と比較し

て数 dB程度の差で一致している。※２ 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを使用する工場、介護施設、オフィス等では、鉄筋

コンクリート（RC 構造）又は軽量気泡コンクリート（ALC材）が外壁として多く使用されてい

る。 

軽量気泡コンクリート壁（ALC材）における通過損失の測定値を表参 9.3に示す。通過損失

の最小値は、ITU-Rにて定義されたモデル計算値を上回る結果となっている。 

 

表参 9.3 軽量気泡コンクリート壁の損失測定例 
 810MHz 2500MHz 5000MHz 

損失最小値 11 dB 18 dB 35 dB 

損失最大値 15 dB 27 dB 49 dB 

損失中央値 13 dB 22.5 dB 42 dB 

 
(4) 窓等の外壁部以外の損失 

窓ガラスにおける実際の通過損失としては、金属膜等をコーティングした Low-E ガラスに

ついては、壁損失と同等又はそれ以上の通過損失が期待できる。しかし、ワイヤー等の金網を

封入した網入りガラスでも 10dB 程度までしか期待できない。※３ 

しかし、電磁波のシールド目的としたガラス貼付けフィルムが広く使用されており、これら

は 20dB 以上の通過損失を明記しているものであり、Low-E ガラス以外の既設ガラスを使用し

た窓においてもこれらのシールド対策を実施する事で ITU-R にて定義されたモデル計算値の

壁損失と同等にすることは可能となる。 

 

(5) 遮蔽損失値と実環境について 
干渉検討に用いる屋内から屋外への通過損失値については、最近の建物では環境等への配

慮から高い遮熱・断熱材を用いた外壁が多く使用されているが、工場等の従来建築物も多く利

用されることから ITU-Rの損失モデルに基づく“Traditional”モデルの値を基準とし、920MHz

帯に関しては、仕様モデルとして使用している RFIDシステムにおける干渉検討にて使用され

ている厳しい値 10dB を使用する事とした。 

また、鉄筋コンクリート（RC構造）又は軽量気泡コンクリート（ALC材）等は厚さや製造メ

ーカによる差が発生する壁での損失については、実際の測定結果、メーカによる評価データ又

は今後の研究発表等に基づく標準化動向による損失値を使用することで個別の共用検討にて

使用できるものとする。 

 

表参 9.4 干渉検討に使用する壁等の損失値 

 920MHz 帯 2.4GHz 帯 5.7GHz 帯 

干渉検討に使用する損失値 10.0 dB 14.0 dB 16.0 dB 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムを使用する屋内環境における窓については、干渉

検討に使用する壁損失と同等又はそれ以上の損失を確保できる様な対策を実施するものとし

て、Low-Eガラス等の高損失となるガラスを使用するか既存の窓ガラスに電磁シールドシート

等の対策を実施する事で壁損失以上の通過損失を確保された環境での空間伝送型ワイヤレス

電力伝送の屋内使用環境とする対策を行うものとする。 

また、壁損失以上となる対策については壁損失、実際の通過損失を測定した場合には測定結

果を用いることとし、窓への対策にて得られる高い損失値は使用しない事とした。 
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参考資料１０：共用条件検討で使用した伝搬モデルについて 
共用条件検討において、所要改善量、必要離隔距離算出に利用した伝搬モデルを示す。なお以

下伝搬モデルで用いている対数（log）は全て底が 10 となる常用対数である。 
 
(1) 自由空間伝搬モデル 

自由空間伝搬損失は、あるポイントのエネルギーが同心円状に拡散するような理想環境に

おいて示される伝搬損失式である。伝搬損失 L[dB]の式を以下に示す。 

 

   𝐿𝐿 = 20 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
4𝜋𝜋𝑑𝑑
𝜆𝜆
� = 20 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �

4𝜋𝜋𝑓𝑓𝑑𝑑
𝑐𝑐

� = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓 + 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 + 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
4𝜋𝜋
𝑐𝑐
� 

     = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓 + 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 + 32.4[𝑑𝑑𝑑𝑑] 
 
f: 周波数[MHz] 

d: 距離[km] 

c: 光速 3.0×108 [m/s] 

 
同心円の表面積が𝑆𝑆𝑆𝑆 = 4𝜋𝜋d2で表され、エネルギーは表面積で割った値に減少する。よって

伝搬損失は距離の二乗に反比例して減衰することになる 

 
(2) SEAMCAT 拡張秦モデル 

無線システム間の干渉評価として、勧告 ITU-R SM.2028 で示されるモンテカルロシミュレ

ーションに基づく干渉評価ソフトウェア SEAMCAT（Spectrum Engineering Advanced Monte-

Carlo Analysis Tool）がある。このソフトウェアはヨーロッパ CEPTの Spectrum Engineering 

WG で開発され、携帯電話システムを中心として多くのシステム干渉検討に用いられている実

績を持つ。SEAMCATで使用する与干渉局と被干渉局との間の伝搬モデルには、前述の拡張秦モ

デルが用意されている。 

伝搬距離、環境、周波数範囲によって伝搬損失を求める式を分けている。伝搬損失計算式を

表参 10.2.1に示す。 

 

表参 10.2.1 SEAMCAT秦式モデルで用いる伝搬損失計算式 

【表作成中】 

 

この伝搬損失式で計算した結果が自由空間伝搬損失より小さい値を示す場合、Lは自由空間

伝搬損失値に置き換える。 

本検討では拡張秦式 SRD（Short Range Device）を使用した。 

 

(3) クラッタ損失 

無線システム間の干渉評価として、無線設備周辺の建物影響として勧告 ITU-R Rec.P.452-

16及び勧告 ITU-R Rec.P.2108で示されるクラッタによる伝搬損失を使用しており、クラッタ

損失の計算式を表参 10.3.1及び表参 10.3.2に示す。 

 

表参 10.3.1 クラッタ損失の算出式（ITU-R Rec.P.452-16） 

【表作成中】 

 

表参 10.3.2 クラッタ損失の算出式（ITU-R Rec.P.2108） 

【表作成中】 
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参考資料１１：複数送信による空間影響について 
複数送信装置による他システムへの干渉としては、空間合成による干渉の増加が考えられ、基

本的な空間合成の考え方について整理すると共に位相を考慮しない複数送信による影響をシミュ

レーションによる検討を実施した。 
 
(1) 屋外への複数送信による影響について 

複数の送信装置から同一周波数において任意の空間上で同相合成となる環境において干渉

量が増加する可能性がある。この場合、送信装置から輻射される電波の位相が同期（同一）で

あれば伝搬による遅延を考慮しても２台の送信装置の中心点の延長線上が同相合成となり２

倍となる。一方、３台の場合では、同相とはならないがλ/4 の位相差内となる距離は送信装

置の間隔が 3mとした場合に 2.4GHz帯にて約 145m、5.7GHz帯にて約 346mとなる。（図参 11.1.1） 

 

 
図参 11.1.1 同相合成となる距離条件 

 
送信装置から輻射される電波の位相について送信波 CWによる無変調波であることから位相

周期が揃う必要があり、２つの電波がベクトル的に加算される周期の差をλ/4 以下とするた

めには数 10p～100psの時間差が必要となり、同期を取るための補助装置（1PPS 信号等）がな

い環境では極めて低い確率となる。 

2.4GHz 帯と 5.7GHz 帯の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムではビーム可変空中線を

使用する。これは複数素子空中線を使用したビームフォーミングアンテナであり位相や電力

を制御する事でビーム可変をおこなうもので放射される電波の位相は、指向方向が異なれば

同一とはなりづらい。また、可変位相器等の RFコンポーネントによる製造個体差の補正を必

要する装置となることから送信装置を同期するための技術を使用しなければ、同一指向性で

も輻射された電波には、位相差が発生する。 

屋外等への複数台装置による干渉については、近距離では２台、150m 以上から複数台によ

る干渉検討が必要となるが、送信装置から 10m程度で許容干渉値以下となる結果であれば、合

成による増加は伝搬損失の増加により相殺される事から２台を超える干渉合成は許容値以下

になると考えられる。 

また、２台の送信装置の合成においても空中線の特性と信号発生器の同期を考えると発生

したとしても極めて低い確率でしか発生しない。 

 

(2) 複数送信におけるシミュレーションについて 
2.4GHz帯にて実施したシミュレーションモデルを図参 11.2、計算パラメータを表参 11.1に

示す。シミュレーションでは被干渉システム（本シミュレーションでは移動衛星通信端末）を

中心におき、送信装置を周囲に 10ｍ間隔で複数台設置（６台、12台、18台、24台）した際の

合成受信電力について実施した。ただし、本シミュレーションでは位相差による減衰は考慮し

ないものとして実施した。 
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表参 11.2.1 複数設置時のシミュレーションパラメータ 

計算パラメータ 帯域内 帯域外 

通信衛星への仰角（度） 37.1 

送信装置 

周波数（MHz） 2490 

最大電力（dBm/MHz） -34.2 41.8 

空中線利得 空中線指向性による 

メインローブの角度（度） N/A 60 

伝搬路 
壁の透過損失(dB) 14.0 

伝搬損失(dB) 自由空間損失 

移動衛星通信端末 

（受信） 

周波数(MHz) 2500 

空中線利得（dBi） 12.6 

設置地上高(m) 0 及び 1.5 

指向性減衰量 空中線指向性による 

 

 
図参 11.2.1複数設置時のシミュレーションモデル 
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シミュレーション結果を図参 11.2.2～11.2.5に示す。いずれの結果についても５ｍを超え

た付近より台数による差は見られない結果となり複数台による影響は少ないものと考えられ

る。 

 

 
図 11.2.2複数台による帯域内干渉電力（端末地上高 0m） 

 

 
図 11.2.3複数台による帯域内干渉電力（端末地上高 1.5m） 
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図 11.2.4複数台による帯域外干渉電力（端末地上高 0m） 

 

 
図 11.2.5複数台による帯域外干渉電力（端末地上高 1.5m） 
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参考資料１２：920MHz帯 1W以下無線局の取扱いについて 
(1) 920MHz 帯におけるユースケース 

920MHz 帯を使用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと RFID システムでのユース

ケースを比較したものを図参 12.1.1に示す。RFIDシステムについては一部屋外での使用も許

可されているがユースケースとしては重複する状態となる。しかし、無線システムとしての使

用目的がセンサ等への充電となる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムか通信となる RFID

システムとしたものとなっており、送信装置の操作に関しても特段の知識や操作方法を用い

ないユースケースを想定している。 

 

 
図参 12.1.1 920MHz帯でのユースケース 

 

(2) 920MHz 帯の周囲への影響 

920MHz 帯を使用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムと RFID システム要求基準を

比較したものを表参 12.2.1に示す。送信出力及び等価等方輻射電力は同じながら空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システムは、RFID システムと比較して、本システムにて限定した壁損失

を見込める使用環境の「WPT 屋内設置環境」として屋内での使用に限定されたものとなってい

る。 

そのため、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの 1W送信装置では、RFIDシステムの機

器を空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム向けとして簡易な変更にて対応させると予想さ

れる。そのため、従来から使用されている機器での実績を考慮すると技術的に逸脱した不良の

発生は少ないと考えられる。 

また、屋内での使用に限定されたものとなる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、他

の無線システムへの影響は、RFID システムと比較して少ないものとなっており、何らかの原

因で壁損失が見込まれない環境で使用されたとしても他の無線システムへの影響は RFIDシス

テムと同等であり、運用調整にて使用場所等が判る環境であることから他の無線システムへ

の影響は少なく、限定的なものになると考えられる。 

  

使用環境 屋内工場、物流倉庫 屋内工場 介護等施設 屋内物流管理
マラソンタイム計測、移動車両による設備点検、構内に
限定されない物流管理など（一部屋外の利用も可能）

ユースケース

920MHz帯 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム 920MHz帯パッシブRFID（1W）
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表参 12.2.1 RFID システムとの要求基準の差 

 
 

(3) 空中線電力 1W以下の 920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムについて 

920MHz 帯を使用した空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの影響は、RFIDシステムと比

較しても限定的なものであると想定される。一方、RFID システムでは、無線局の免許等手続

きに際して、無線設備の基準認定制度による特定無線設備に該当し、簡易な操作に該当すると

して無線従事者の配置は不要とされている。 

本検討となる空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの 1W 以下となる 920MHz 帯の機器に

関しては、他の無線システムを含めた周囲への影響と機器の操作に関しては RFID システムと

同等以下であることから 920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの普及の推進と

申請者の負担軽減等から「特定無線設備」及び無線従事者の配置を不要とすることが望まれる。 

 

 

 

 
  

使用環境 屋内工場、物流倉庫 屋内工場 介護等施設 屋内物流管理
マラソンタイム計測、移動車両による
設備点検、構内に限定されない物流
管理など（一部屋外の利用も可能）

1日のうちの稼働率
30～90％

（工場の稼働携帯による）
30～90％

（工場の稼働携帯による）
50～100％

（入居者率による）
30～90％

（工場の稼働携帯による）
数％～数十％程度

給電能力
←

（タグの受信電力は同等レベル）
←

（タグの受信電力は同等レベル）

給電対象
環境センサ（IDあり）
人が持つセンサ（IDあり）

工作ロボット等の各種センサ
（IDあり）

環境センサ（IDあり）、見守り対
象者がもつセンサ（IDあり）

IDタグ ←

給電距離 送信距離  ～５ｍ ←

電波防護の
電磁界強度指針値

管理環境 管理環境 一般環境 一般環境 ←

設置者 他無線の管理可能 他無線の管理可能 他無線の管理可能 免許人が基本 ←

送電環境の認知 可能 可能 不可能 可能 ←

人がいる時の送電 有り 有り 有り ← ←

免許形式（案） ← ←

送電電力（EIRP） ← ←

送信時間制御 無し 無し 有り
（4秒以内に停止し50msec後に送信）

←
(介護施設等のWPT一般環境と同一）

←

送電変調方式 ← ←

占有帯域幅 200kHz ←

帯域外領域におけるスプリアス
発射強度の上限値

← ←

スプリアス領域（fc+2.5Bn)にお
ける不要発射強度の上限値

← ←

受電側からの送信信号
あり

（バックスキャッタ通信)
←

受電側からのビーコン信号 ← ←

キャリアセンス方式 登録局のみあり ←なし

規定しない
（NON，Ｇ１Ｄなど）

200kHz

710MHz 以下                              －36dBm（100kHz）
710MHz を超え900MHz 以下       －58dBm（1MHz）
900MHz を超え915MHz 以下       －58dBm（100kHz）
915MHz を超え915.7MHz 以下及
び923.5MHz を超え930MHz 以下 －39dBm（100kHz）
915.7MHz を超え923.5MHz 以下
(無線チャネルの中心周波数からの
離調が200kHz 以下を除く。 )         －29dBm（100kHz）
930MHz を超え1000MHz 以下      －58dBm（100kHz）
1000MHz を超え1215MHz 以下     －48dBm（1MHz）
1.215GHz を超えるもの                 －30dBm（1MHz）

－29dBm/100ｋHz

あり
(バックスキャッタ通信・BLEなど)

なし

920MHz帯 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム 920MHz帯パッシブRFID（1W）

数μW～数百μＷ

～５ｍ程度

構内無線局（免許局：1W,パッシブ系）

4W
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